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金融犯罪被害防止に向けた取組み
●インターネットバンキングによる不正取引の未然防止対応
・第三者による不正利用を防止するため、パスワードの入力や届出電話番号による認証など、複数の認証方法を組み合わせた本人確
認を実施しています。

・パスワードの不正取得を防止する「ソフトウェアキーボード」を導入しています。
・「ワンタイムパスワード」（1分ごとに変化する使い捨てパスワード）を導入しています。
・「ワンタイムパスワード」未利用者の「1日あたりの振込振替限度額」の上限を20 万円に制限しています。
・団体向けインターネットバンキングにおいて、「電子証明書」によるログイン方式を導入しています。
・ネットムーブ社のセキュリティソフト「SaAT：Netizen」を無償提供しています。

●振り込め詐欺等への対策
・ATM振込画面に注意喚起の画面を表示、また、一部 ATMブースにおいて注意喚起の呼びかけアナウンスを行っています。
・満 70 歳以上のお客様を対象に、キャッシュカードによるATMからのお振込取引が１年間ない場合、ATMによるお振込取引の制限
を実施しています。

金融円滑化への取組みについて
　当金庫は、地域の中小企業ならびに住宅資金等の借入を個人でご利用いただいているお客様の貸付条件の変更等のご相談などに迅速
かつ適切に対応するため、旧「金融円滑化法」に従い、基本方針や態勢整備を定め、役職員一同、全力を傾注して取組んでまいります。
　取組みの方針および取組み体制等は、P.41～ P.42を参照願います。

反社会的勢力等に対する基本方針 
　わたしたち東北労働金庫は、反社会的勢力等排除に向けた社会的責任を十分に認識し、業務の適切性および健全性を確保するため、
ここに反社会的勢力等に対する基本方針を定めます。 
１．反社会的勢力等との関係を遮断し排除するため、理事長以下、全役職員が一丸となり、断固たる姿勢で対応するとともに、対応する役職員の安全
を確保します。 

２．反社会的勢力等との取引は一切行いません。 
３．反社会的勢力等に対して、資金提供および不適切な便宜供与は行いません。 
４．反社会的勢力等による不当要求に対しては、断固拒絶し、法的対抗措置を講じます。 
５．反社会的勢力等による不当要求に対応するため、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。 

プライバシーポリシー（個人情報保護方針）

1. 個人情報の取得

2. 個人情報の利用

3. 個人情報の適正管理

4. 個人情報に関する法令等の遵守

5. 個人情報の開示・訂正・利用停止等

6. 個人情報保護の維持のための組織・体制

7. 個人情報保護の維持・改善

8. 個人情報の苦情処理

9. 個人情報のお問い合わせ先

　当金庫は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づきお客様の個人情報の保護に努めます。
なお、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」に基づく「個人番号」および「特定個人情報」の
取扱いについては「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」に定めます。

（1）当金庫は、お客様の個人情報を、公表している利用目的あるいは取得
の際にお示しした利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りに
おいて利用します。

（2）当金庫は、お客様が所属する労働組合等（会員団体）との間で、お客
様の個人情報を共用させていただいております。

（3）当金庫は、お客様の個人情報の取扱いを外部に委託することがありま
す。委託する場合には、当該委託先について厳正な調査を行ったうえ、
お客様の個人情報が安全に管理されるよう適切な監督を行います。

（4）当金庫は、お預かりした個人情報について、お客様の同意を得ない第
三者には提供・開示いたしません。

　当金庫は、お客様とのお取引やサービスを提供するため、適法かつ公正な手
段によって、お客様の個人情報をお預かりいたします。

　当金庫では、お客様の個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい・不正アクセ
スなどを防止するため、セキュリティ対策を講じて適正に管理いたします。

　当金庫は、個人情報保護法などの法令等を遵守して、お客様の個人情報
を取扱いいたします。

　個人情報の取扱いに関する苦情について、苦情受付窓口（下記に記載のお
問い合わせ先）を設置し、適切かつ迅速な処理に努めます。

　個人情報の取扱いに関する質問および苦情処理の窓口は、次のとおり
です。

　当金庫は、個人情報管理責任者をおき、お客様の個人情報が適正に取扱
われるよう、従業者への教育を徹底し、適正な取扱いが行われるように点
検すると同時に、個人情報保護の取組みを見直し改善いたします。

　個人情報の安全管理のための個人情報安全管理委員会を設置するととも
に、各部店ごとに個人情報管理者を選定し、業務の遂行及び適正管理を図っ
ていきます。

　お客様が、ご自身の個人情報について、内容の開示・訂正・利用停止等
を求められる場合は、当金庫窓口（下記に記載のお問い合わせ先）までご
連絡ください。

●プライバシーポリシーのお問い合わせ先
東北労働金庫　お客様相談窓口
電話番号：0120-191-562 　e-mail：conpra@tohoku- rokin.or.jp

経常収益は283 億 30百万円と計画を9億 28百万円上回りましたが、
前年度比 3億 64百万円の減収となりました。貸出金利息は個人融資の伸
長により計画を78百万円上回り、前年度比 2億 12百万円の増加となり
ました。一方、有価証券利息配当金の減少や時限的制度である日本銀行「地
域金融強化のための特別当座預金制度」に係る特別付利の縮減、団信分配
金の減少が減収の要因となっています。
経常費用は224 億 68 百万円と計画を4億 36百万円下回り、前年度
比 5億 73 百万円の減少となりました。預金利息が利回りの低下により、
前年度比 4億 3百万円の減少となりました。経費は計画を8億 9百万円
下回りましたが、「新型コロナウイルス感染症」の 5類移行による営業活動
の正常化等に伴い、前年度比 5億 23百万円の増加となりました。また、
国債等債券売却損を3億 44百万円計上しましたが、前年度比 9億 20百
万円減少となりました。
経常利益は58億 61 百万円と計画を13億 64 百万円上回り、前年度
比 2億 8百万円の増加で、減収増益の結果となりました。本業を示す業務
純益は59億円と計画を12億 83百万円上回り、前年度比 2億 1百万円
増加しましたが、コア業務純益は53億 42百万円と計画を7億 25百万円
上回ったものの、前年度比 7億 25百万円の減少となりました。
店舗老朽化対策等で減損損失 1億 57百万円等を計上したのちの当期純
利益は41 億 30 百万円と計画を8億 92 百万円上回り、前年度比 1億
37百万円増加しました。

会員・出資金 損　益

2023 年度の事業概況

総融資残高は1兆4,149億 56百万円と期中557億 19百万円増加、前
年度増加実績を25億円下回りました。個人融資は558億円増加し、計画
の400億円に対する達成率は139.53%となりました。「団体会員限定変動
金利型住宅ローン」の需要増加等により、住宅ローン等の有担保ローンは
472億 40百万円増加したものの、前年度増加実績を25億 71百万円下回
りました。また、無担保ローンは85億 97百万円の増加と前年度増加実績
を33億 83百万円上回り、当座貸越は15億 54百万円の増加と前年度増
加実績を14億 81百万円上回りました。

貸出金

【貸出金残高の推移】

1兆 4,149 億円

1兆 3,592 億円

2023年度

2022年度

【団体会員数・間接構成員】

2023年度
団体会員数

5,214 会員

819,878 人2023年度

2022年度 5,367 会員

822,900 人2022年度
間接構成員

業　績

内部統制システムの整備
当金庫は、理事会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」
の決議を行い、理事および職員の職務執行が法令や定款に適合するための
体制および金庫ならびに子会社の業務が適正に確保されるための体制の整備
に取組んでいます。なお、基本方針の内容は当金庫のホームページに掲載し
ております。

当金庫の「第 7期中期経営計画（2021 年度から2023 年度）」最終年度となる2023 年度は、新型コロナウイルス感染症による行動
規制の緩和や外国人観光客増加によるインバウンド需要の回復などにより、景気は緩やかな回復基調となりました。その一方で、長期化
するロシアのウクライナ侵攻等によるエネルギー高騰をはじめとする原材料価格の上昇、物価高の中で個人消費は足踏みを続けており、
依然として先行き不透明な状況となっています。
2023 年度に東北労働金庫は創設 20周年を迎えることができました。これまでご支援いただいた会員ならびに利用者の皆さまに感謝

をお伝えするため、ろうきんだからできる取組み、社会貢献活動等を通した福祉金融機関としての役割発揮、社会的使命の具現化をめざ
してまいりました。20周年事業の一環として、資産形成を支援する「東北ろうきん 20周年キャンペーン」、便利なデジタルサービスとし
て「ろうきんアプリ＆スマホ決済キャンペーン」等を行った他、社会的な課題に取組む学生のボランティア活動を継続的に支援するため、
助成金制度「未来へのタスキ」を新設しました。2023 年 10 月には移動金融車「ロッキーふれ愛号」を導入し、自然災害時への備えとし
て停電等で業務継続が困難な場合に、代替窓口を設置することで金融サービスの継続提供を行うことが可能となりました。
また、新たに7つのローンセンター開設を行い、24ローンセンターとすることで、利便性向上と相談体制を強化しました。2024 年 1

月より制度開始となった「新NISA」についても、「ろうきんNISAスペシャルサイト」を公開した他、将来にわたる安定的な資産形成の重
要性をお伝えするため、専門的な金融アドバイスを行うアセットプランナーを軸とし、セミナー等で金融教育支援を実施してまいりました。
そして、金融機関の大きな役割となるマネロン・テロ資金供与リスク対策においても、監督官庁のマネロン対策等に関するガイドライ

ンに基づき、金融サービスを悪用した犯罪行為やテロ行為を防止する厳格な対応を進め、会員ならびに利用者の皆さまの預金や資産を守
るために防衛線を含めた盤石な管理態勢を築いてまいりました。
2024 年度は第 8期中期経営計画の初年度となります。金庫を取り巻く社会環境は加速度的に変化していますが、福祉金融機関として

の役割発揮を「Tohoku Rokin “3R”」vision で示し、「“R”evolution（レボリューション）＜改革＞」、「“R”elation（リレーション）＜つな
がり＞」、「“R”egional presence（リージョナル・プレゼンス）＜地域での存在感＞」の 3つの“R”に取組むことで、環境・ニーズへ対応
した良質なサービス・付加価値を提供し、「地域で選ばれ続ける」事業体となる業務基盤の拡充と財務基盤の充実を図ってまいります。

当金庫の事業基盤であります団体会員は、2023年度で33会員の新規加
入があったものの、組織の統廃合等で152会員の脱退、通常総会において
所在不明会員34会員の除名を行ったため153会員減少し、5,214会員と
なりました。団体会員を構成する間接構成員は3,022人減少して819,878
人となりました。出資金は84億 84百万円で増減はありません。

預　金

2 兆 3,044 億円

2兆 3,014 億円
【預金残高の推移】

2023年度

2022年度

総預金残高（含む譲渡性預金）は2兆 3,044億 78百万円と期中30億
11百万円増加、前年度増加実績を533億円下回りました。個人預金は36
億円増加し、計画の350億円に対する達成率は10.31%となっています。
普通預金等流動性預金は386億円増加したものの、定期性預金が349億
円減少しました。給与振込・年金指定口座の拡大や資産形成の取組みを進め
ましたが、iDeCoやつみたてNISAをはじめとした「貯蓄」から「投資」への
流れが大きく影響したと思われます。

ろうきんの事業概況

2024 年度は第 8 期中期経営計画の初年度であり、「Tohoku Rokin 
“3R”」vision をテーマに、ろうきんファンの増加・維持をめざし、地域で
の存在感の向上に取組んでまいります。

事業の展望及び課題

「Tohoku Rokin “3R”」visionを掲げ、社会変化に対応する改革を進めます。
会員・利用者の皆さまが求める姿へ「変わる」とともに、地域における様々な
「つながり」を強化し、助け合いの中心となることで、ろうきんの存在感を高め、
「選ばれ続ける」事業体となることをめざします。
◎「事務改革」「チャネル改革」による業務の見直し、ＤＸによる業務最適化等の体
制整備を進めます。

◎「コンサルティング強化」のため、ＡＰ・ＬＣのスキルアップを図り、既存顧客のアフ
ターフォロー強化に取組みます。

◎「持続可能な経営基盤の構築」に向けて、マネロン・テロ資金供与対策を経営
上の重要な課題と位置づけ、ガバナンスを強化するとともに、市場環境に応じ
た収益確保とリスク管理を行います。

◎「会員・利用者・自治体・地域・労働団体等とのつながり」を一層強化するため、
エリアによる体制構築に着手します。

2024 年度の事業課題
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自己資本の充実の状況

9.40 9.38

（注）　当金庫は、「労働金庫法第 94条第 1項において準用する銀行法第 14条
の 2の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成 18年金融庁・厚生労働省告示第 7号）」（以下、「自己資本比率
告示」といいます。）により、自己資本比率を算定しています。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

１ .「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの利
息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示
す「役務取引等利益」、債券などの売買損益を示す「そ
の他業務利益」の合計です。　

２ .「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金繰入
額」および「経費」を控除したもので、金融機関の基本
的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。なお、
業務純益から控除する「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引
当金が全体として繰入超過の場合、個別貸倒引当金繰入
額（または取崩額）を除きます。また、同じく「経費」は、
退職給付費用のうち数理計算上の差異の償却額など臨時
的な経費等を除きます。

３ .「実質業務純益」とは、業務純益に一般貸倒引当金繰入
額を加えた利益指標です。

４ .「コア業務純益」とは、実質業務純益から国債等債券関
係損益による一時的な変動要因を除いた利益指標です。

５ .「コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）」とは、コア
業務純益から投資信託解約損益を除いた利益指標です。

1. 　貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
2. 　当金庫は、「労働金庫法第94条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号）」により、自己資本比率を算定しています。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 支
資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高
資金運用収益（受取利息）
資金運用収益増減（△）額
資 金 運 用 利 回 り
資 金 調 達 勘 定 平 均 残 高
資金調達費用（支払利息）
資金調達費用増減（△）額
資 金 調 達 利 回 り
資 金 調 達 原 価 率
資 金 利 鞘
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
総 資 産 業 務 純 益 率
純 資 産 経 常 利 益 率
純 資 産 当 期 純 利 益 率
純 資 産 業 務 純 益 率

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
出 資 総 額
出 資 総 口 数（   口   ）
出 資 に 対 す る 配 当 金
職 　 員 　 数（ 人 ）
単 体 自 己 資 本 比 率（%）

22,042
0.89
5,900
5,900
5,342

5,342

24,052
△ 3,364
1,355

2,469,925
25,356
△ 211
1.02

2,383,746
1,306
△ 404
0.05
0.73
0.29
0.23
0.16
0.23
4.75
3.35
4.78

21,318
0.86
5,699
5,699
6,068

6,068

23,860
△ 3,182

641
2,456,475
25,567
491
1.04

2,374,584
1,710
△ 142
0.07
0.72
0.32
0.22
0.15
0.22
4.59
3.24
4.62

主要な経営指標

（注）

目項

業務粗利益率=
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

６. 利益率・純益率

目項

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

総資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

総資産
（除く債務保証見返）平均残高

×100=

純資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

純資産
（外部流出額を除く）期末残高

×100=

（注）

● 主要な業務の状況を示す指標

● 主要な事業の状況を示す指標

2022年度 2023年度

2019年度 2020年度
28,462
5,083
3,636

125,179
2,350,170
2,076,783
1,244,519
391,797
7,483

7,483,996
199
1,147
9.52

27,801
4,903
3,552

127,358
2,425,063
2,170,280
1,279,023
364,573
8,484

8,484,686
229
1,103
9.54

28,330
5,861
4,130

123,728
2,502,812
2,288,608
1,414,956
250,074
8,484

8,484,686
254
1,090
9.38

2023年度
28,694
5,652
3,992

123,586
2,527,071
2,285,597
1,359,236
295,355
8,484

8,484,686
254
1,088
9.40

2022年度
27,264
5,320
3,863

126,496
2,448,009
2,229,211
1,300,981
342,405
8,484

8,484,686
254
1,097
9.58

2021年度

単体自己資本比率（国内基準）

「自己資本比率」とは

（単位：％）

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額（注1）－コア資本に係る調整項目の額（注2））
自己資本比率=

信用リスク・アセットの額の合計額（注3）+オペレーショナル・リスク相当額×12.5（注4）
（注1）出資金、利益剰余金等の会員勘定、一般貸倒引当金の一定額等の合計
（注2）無形固定資産、繰延税金資産、自己保有の普通出資、労金連合会への普通出資等の合計
（注3）資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額（含むオフバランス取引等）、ＣＶＡリスク相当額を8％

で除して得た額、中央清算機関関連エクスポージャーの額の合計額
（注4）8％（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5 を乗じています。

×100

2023 年度末2022年度末

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標
です。海外に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる基準が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる基準が
適用されます。

① 信用リスク・アセットの額の合計額の計算方法　
「標準的手法」および「内部格付手法」のうち、当金庫は、「標準的手法」（注）
を採用しています。
（注）標準的手法…細分化されたリスク・ウェイトを資産に乗じて信用

リスク・アセットを算出します。
主な資産のリスク・ウェイトは、抵当権付住宅ローン
が35％、住宅ローン以外の個人向けローン（１億円
以下）が75％です。また、事業法人向けローン、社
債等のリスク・ウェイトは、適格格付機関の格付等に
応じて設定されたリスク・ウェイトが適用されます。

② オペレーショナル・リスク相当額の計算方法
「基礎的手法」、「粗利益配分手法」および「先進的計測手法」のうち、
当金庫は、「基礎的手法」（注）を採用しています。
（注）基礎的手法…粗利益の15％（直近3年の平均値）をオペレーショ

ナル・リスク相当額とします。

　国内業務のみを行う労働金庫においては、自己資本比率が4％に満たな
い場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。これ
が「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令
です。

　当金庫の自己資本比率は9.38％であり、行政措置を受けることはあり
ません。引き続き保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、一方
で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいり
ます。
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金融犯罪被害防止に向けた取組み
●インターネットバンキングによる不正取引の未然防止対応
・第三者による不正利用を防止するため、パスワードの入力や届出電話番号による認証など、複数の認証方法を組み合わせた本人確
認を実施しています。

・パスワードの不正取得を防止する「ソフトウェアキーボード」を導入しています。
・「ワンタイムパスワード」（1分ごとに変化する使い捨てパスワード）を導入しています。
・「ワンタイムパスワード」未利用者の「1日あたりの振込振替限度額」の上限を20 万円に制限しています。
・団体向けインターネットバンキングにおいて、「電子証明書」によるログイン方式を導入しています。
・ネットムーブ社のセキュリティソフト「SaAT：Netizen」を無償提供しています。

●振り込め詐欺等への対策
・ATM振込画面に注意喚起の画面を表示、また、一部 ATMブースにおいて注意喚起の呼びかけアナウンスを行っています。
・満 70 歳以上のお客様を対象に、キャッシュカードによるATMからのお振込取引が１年間ない場合、ATMによるお振込取引の制限
を実施しています。

金融円滑化への取組みについて
　当金庫は、地域の中小企業ならびに住宅資金等の借入を個人でご利用いただいているお客様の貸付条件の変更等のご相談などに迅速
かつ適切に対応するため、旧「金融円滑化法」に従い、基本方針や態勢整備を定め、役職員一同、全力を傾注して取組んでまいります。
　取組みの方針および取組み体制等は、P.41～ P.42を参照願います。

反社会的勢力等に対する基本方針 
　わたしたち東北労働金庫は、反社会的勢力等排除に向けた社会的責任を十分に認識し、業務の適切性および健全性を確保するため、
ここに反社会的勢力等に対する基本方針を定めます。 
１．反社会的勢力等との関係を遮断し排除するため、理事長以下、全役職員が一丸となり、断固たる姿勢で対応するとともに、対応する役職員の安全
を確保します。 

２．反社会的勢力等との取引は一切行いません。 
３．反社会的勢力等に対して、資金提供および不適切な便宜供与は行いません。 
４．反社会的勢力等による不当要求に対しては、断固拒絶し、法的対抗措置を講じます。 
５．反社会的勢力等による不当要求に対応するため、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。 

プライバシーポリシー（個人情報保護方針）

1. 個人情報の取得

2. 個人情報の利用

3. 個人情報の適正管理

4. 個人情報に関する法令等の遵守

5. 個人情報の開示・訂正・利用停止等

6. 個人情報保護の維持のための組織・体制

7. 個人情報保護の維持・改善

8. 個人情報の苦情処理

9. 個人情報のお問い合わせ先

　当金庫は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づきお客様の個人情報の保護に努めます。
なお、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」に基づく「個人番号」および「特定個人情報」の
取扱いについては「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」に定めます。

（1）当金庫は、お客様の個人情報を、公表している利用目的あるいは取得
の際にお示しした利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りに
おいて利用します。

（2）当金庫は、お客様が所属する労働組合等（会員団体）との間で、お客
様の個人情報を共用させていただいております。

（3）当金庫は、お客様の個人情報の取扱いを外部に委託することがありま
す。委託する場合には、当該委託先について厳正な調査を行ったうえ、
お客様の個人情報が安全に管理されるよう適切な監督を行います。

（4）当金庫は、お預かりした個人情報について、お客様の同意を得ない第
三者には提供・開示いたしません。

　当金庫は、お客様とのお取引やサービスを提供するため、適法かつ公正な手
段によって、お客様の個人情報をお預かりいたします。

　当金庫では、お客様の個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい・不正アクセ
スなどを防止するため、セキュリティ対策を講じて適正に管理いたします。

　当金庫は、個人情報保護法などの法令等を遵守して、お客様の個人情報
を取扱いいたします。

　個人情報の取扱いに関する苦情について、苦情受付窓口（下記に記載のお
問い合わせ先）を設置し、適切かつ迅速な処理に努めます。

　個人情報の取扱いに関する質問および苦情処理の窓口は、次のとおり
です。

　当金庫は、個人情報管理責任者をおき、お客様の個人情報が適正に取扱
われるよう、従業者への教育を徹底し、適正な取扱いが行われるように点
検すると同時に、個人情報保護の取組みを見直し改善いたします。

　個人情報の安全管理のための個人情報安全管理委員会を設置するととも
に、各部店ごとに個人情報管理者を選定し、業務の遂行及び適正管理を図っ
ていきます。

　お客様が、ご自身の個人情報について、内容の開示・訂正・利用停止等
を求められる場合は、当金庫窓口（下記に記載のお問い合わせ先）までご
連絡ください。

●プライバシーポリシーのお問い合わせ先
東北労働金庫　お客様相談窓口
電話番号：0120-191-562 　e-mail：conpra@tohoku- rokin.or.jp

経常収益は283 億 30百万円と計画を9億 28百万円上回りましたが、
前年度比 3億 64百万円の減収となりました。貸出金利息は個人融資の伸
長により計画を78百万円上回り、前年度比 2億 12百万円の増加となり
ました。一方、有価証券利息配当金の減少や時限的制度である日本銀行「地
域金融強化のための特別当座預金制度」に係る特別付利の縮減、団信分配
金の減少が減収の要因となっています。
経常費用は224 億 68 百万円と計画を4億 36百万円下回り、前年度
比 5億 73 百万円の減少となりました。預金利息が利回りの低下により、
前年度比 4億 3百万円の減少となりました。経費は計画を8億 9百万円
下回りましたが、「新型コロナウイルス感染症」の 5類移行による営業活動
の正常化等に伴い、前年度比 5億 23百万円の増加となりました。また、
国債等債券売却損を3億 44百万円計上しましたが、前年度比 9億 20百
万円減少となりました。
経常利益は58億 61 百万円と計画を13億 64 百万円上回り、前年度
比 2億 8百万円の増加で、減収増益の結果となりました。本業を示す業務
純益は59億円と計画を12億 83百万円上回り、前年度比 2億 1百万円
増加しましたが、コア業務純益は53億 42百万円と計画を7億 25百万円
上回ったものの、前年度比 7億 25百万円の減少となりました。
店舗老朽化対策等で減損損失 1億 57百万円等を計上したのちの当期純
利益は41 億 30 百万円と計画を8億 92 百万円上回り、前年度比 1億
37百万円増加しました。

会員・出資金 損　益

2023 年度の事業概況

総融資残高は1兆4,149億 56百万円と期中557億 19百万円増加、前
年度増加実績を25億円下回りました。個人融資は558億円増加し、計画
の400億円に対する達成率は139.53%となりました。「団体会員限定変動
金利型住宅ローン」の需要増加等により、住宅ローン等の有担保ローンは
472億 40百万円増加したものの、前年度増加実績を25億 71百万円下回
りました。また、無担保ローンは85億 97百万円の増加と前年度増加実績
を33億 83百万円上回り、当座貸越は15億 54百万円の増加と前年度増
加実績を14億 81百万円上回りました。

貸出金

【貸出金残高の推移】

1兆 4,149 億円

1兆 3,592 億円

2023年度

2022年度

【団体会員数・間接構成員】

2023年度
団体会員数

5,214 会員

819,878 人2023年度

2022年度 5,367 会員

822,900 人2022年度
間接構成員

業　績

内部統制システムの整備
当金庫は、理事会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」
の決議を行い、理事および職員の職務執行が法令や定款に適合するための
体制および金庫ならびに子会社の業務が適正に確保されるための体制の整備
に取組んでいます。なお、基本方針の内容は当金庫のホームページに掲載し
ております。

当金庫の事業基盤であります団体会員は、2023年度で33会員の新規加
入があったものの、組織の統廃合等で152会員の脱退、通常総会において
所在不明会員34会員の除名を行ったため153会員減少し、5,214会員と
なりました。団体会員を構成する間接構成員は3,022人減少して819,878
人となりました。出資金は84億 84百万円で増減はありません。

預　金

2 兆 3,044 億円

2兆 3,014 億円
【預金残高の推移】

2023年度

2022年度

総預金残高（含む譲渡性預金）は2兆 3,044億 78百万円と期中30億
11百万円増加、前年度増加実績を533億円下回りました。個人預金は36
億円増加し、計画の350億円に対する達成率は10.31%となっています。
普通預金等流動性預金は386億円増加したものの、定期性預金が349億
円減少しました。給与振込・年金指定口座の拡大や資産形成の取組みを進め
ましたが、iDeCoやつみたてNISAをはじめとした「貯蓄」から「投資」への
流れが大きく影響したと思われます。

ろうきんの事業概況

事業の展望及び課題

2024 年度の事業課題

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024 TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

自己資本の充実の状況

9.40 9.38

（注）　当金庫は、「労働金庫法第 94条第 1項において準用する銀行法第 14条
の 2の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成 18年金融庁・厚生労働省告示第 7号）」（以下、「自己資本比率
告示」といいます。）により、自己資本比率を算定しています。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

１ .「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの利
息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示
す「役務取引等利益」、債券などの売買損益を示す「そ
の他業務利益」の合計です。　

２ .「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金繰入
額」および「経費」を控除したもので、金融機関の基本
的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。なお、
業務純益から控除する「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引
当金が全体として繰入超過の場合、個別貸倒引当金繰入
額（または取崩額）を除きます。また、同じく「経費」は、
退職給付費用のうち数理計算上の差異の償却額など臨時
的な経費等を除きます。

３ .「実質業務純益」とは、業務純益に一般貸倒引当金繰入
額を加えた利益指標です。

４ .「コア業務純益」とは、実質業務純益から国債等債券関
係損益による一時的な変動要因を除いた利益指標です。

５ .「コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）」とは、コア
業務純益から投資信託解約損益を除いた利益指標です。

1. 　貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
2. 　当金庫は、「労働金庫法第94条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号）」により、自己資本比率を算定しています。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 支
資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高
資金運用収益（受取利息）
資金運用収益増減（△）額
資 金 運 用 利 回 り
資 金 調 達 勘 定 平 均 残 高
資金調達費用（支払利息）
資金調達費用増減（△）額
資 金 調 達 利 回 り
資 金 調 達 原 価 率
資 金 利 鞘
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
総 資 産 業 務 純 益 率
純 資 産 経 常 利 益 率
純 資 産 当 期 純 利 益 率
純 資 産 業 務 純 益 率

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
出 資 総 額
出 資 総 口 数（   口   ）
出 資 に 対 す る 配 当 金
職 　 員 　 数（ 人 ）
単 体 自 己 資 本 比 率（%）

22,042
0.89
5,900
5,900
5,342

5,342

24,052
△ 3,364
1,355

2,469,925
25,356
△ 211
1.02

2,383,746
1,306
△ 404
0.05
0.73
0.29
0.23
0.16
0.23
4.75
3.35
4.78

21,318
0.86
5,699
5,699
6,068

6,068

23,860
△ 3,182

641
2,456,475
25,567
491
1.04

2,374,584
1,710
△ 142
0.07
0.72
0.32
0.22
0.15
0.22
4.59
3.24
4.62

主要な経営指標

（注）

目項

業務粗利益率=
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

６. 利益率・純益率

目項

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

総資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

総資産
（除く債務保証見返）平均残高

×100=

純資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

純資産
（外部流出額を除く）期末残高

×100=

（注）

● 主要な業務の状況を示す指標

● 主要な事業の状況を示す指標

2022年度 2023年度

2019年度 2020年度
28,462
5,083
3,636

125,179
2,350,170
2,076,783
1,244,519
391,797
7,483

7,483,996
199
1,147
9.52

27,801
4,903
3,552

127,358
2,425,063
2,170,280
1,279,023
364,573
8,484

8,484,686
229
1,103
9.54

28,330
5,861
4,130

123,728
2,502,812
2,288,608
1,414,956
250,074
8,484

8,484,686
254
1,090
9.38

2023年度
28,694
5,652
3,992

123,586
2,527,071
2,285,597
1,359,236
295,355
8,484

8,484,686
254
1,088
9.40

2022年度
27,264
5,320
3,863

126,496
2,448,009
2,229,211
1,300,981
342,405
8,484

8,484,686
254
1,097
9.58

2021年度

単体自己資本比率（国内基準）

「自己資本比率」とは

（単位：％）

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額（注1）－コア資本に係る調整項目の額（注2））
自己資本比率=

信用リスク・アセットの額の合計額（注3）+オペレーショナル・リスク相当額×12.5（注4）
（注1）出資金、利益剰余金等の会員勘定、一般貸倒引当金の一定額等の合計
（注2）無形固定資産、繰延税金資産、自己保有の普通出資、労金連合会への普通出資等の合計
（注3）資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額（含むオフバランス取引等）、ＣＶＡリスク相当額を8％

で除して得た額、中央清算機関関連エクスポージャーの額の合計額
（注4）8％（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5 を乗じています。

×100

2023 年度末2022年度末

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標
です。海外に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる基準が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる基準が
適用されます。

① 信用リスク・アセットの額の合計額の計算方法　
「標準的手法」および「内部格付手法」のうち、当金庫は、「標準的手法」（注）
を採用しています。
（注）標準的手法…細分化されたリスク・ウェイトを資産に乗じて信用

リスク・アセットを算出します。
主な資産のリスク・ウェイトは、抵当権付住宅ローン
が35％、住宅ローン以外の個人向けローン（１億円
以下）が75％です。また、事業法人向けローン、社
債等のリスク・ウェイトは、適格格付機関の格付等に
応じて設定されたリスク・ウェイトが適用されます。

② オペレーショナル・リスク相当額の計算方法
「基礎的手法」、「粗利益配分手法」および「先進的計測手法」のうち、
当金庫は、「基礎的手法」（注）を採用しています。
（注）基礎的手法…粗利益の15％（直近3年の平均値）をオペレーショ

ナル・リスク相当額とします。

　国内業務のみを行う労働金庫においては、自己資本比率が4％に満たな
い場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。これ
が「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令
です。

　当金庫の自己資本比率は9.38％であり、行政措置を受けることはあり
ません。引き続き保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、一方
で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいり
ます。

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

11

事
業
概
況

資
産
内
容
の
開
示

管
理
体
制

ろ
う
き
ん
の
概
要

ト
ピ
ッ
ク
ス

営
業
の
ご
案
内

財
務
デ
ー
タ

事
業
概
況

管
理
体
制

ろ
う
き
ん
の
概
要

ト
ピ
ッ
ク
ス

営
業
の
ご
案
内

財
務
デ
ー
タ

資
産
内
容
の
開
示



TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

金融犯罪被害防止に向けた取組み
●インターネットバンキングによる不正取引の未然防止対応
・第三者による不正利用を防止するため、パスワードの入力や届出電話番号による認証など、複数の認証方法を組み合わせた本人確
認を実施しています。

・パスワードの不正取得を防止する「ソフトウェアキーボード」を導入しています。
・「ワンタイムパスワード」（1分ごとに変化する使い捨てパスワード）を導入しています。
・「ワンタイムパスワード」未利用者の「1日あたりの振込振替限度額」の上限を20 万円に制限しています。
・団体向けインターネットバンキングにおいて、「電子証明書」によるログイン方式を導入しています。
・ネットムーブ社のセキュリティソフト「SaAT：Netizen」を無償提供しています。

●振り込め詐欺等への対策
・ATM振込画面に注意喚起の画面を表示、また、一部 ATMブースにおいて注意喚起の呼びかけアナウンスを行っています。
・満 70 歳以上のお客様を対象に、キャッシュカードによるATMからのお振込取引が１年間ない場合、ATMによるお振込取引の制限
を実施しています。

金融円滑化への取組みについて
　当金庫は、地域の中小企業ならびに住宅資金等の借入を個人でご利用いただいているお客様の貸付条件の変更等のご相談などに迅速
かつ適切に対応するため、旧「金融円滑化法」に従い、基本方針や態勢整備を定め、役職員一同、全力を傾注して取組んでまいります。
　取組みの方針および取組み体制等は、P.41～ P.42を参照願います。

反社会的勢力等に対する基本方針 
　わたしたち東北労働金庫は、反社会的勢力等排除に向けた社会的責任を十分に認識し、業務の適切性および健全性を確保するため、
ここに反社会的勢力等に対する基本方針を定めます。 
１．反社会的勢力等との関係を遮断し排除するため、理事長以下、全役職員が一丸となり、断固たる姿勢で対応するとともに、対応する役職員の安全

を確保します。 
２．反社会的勢力等との取引は一切行いません。 
３．反社会的勢力等に対して、資金提供および不適切な便宜供与は行いません。 
４．反社会的勢力等による不当要求に対しては、断固拒絶し、法的対抗措置を講じます。 
５．反社会的勢力等による不当要求に対応するため、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。 

プライバシーポリシー（個人情報保護方針）

1. 個人情報の取得

2. 個人情報の利用

3. 個人情報の適正管理

4. 個人情報に関する法令等の遵守

5. 個人情報の開示・訂正・利用停止等

6. 個人情報保護の維持のための組織・体制

7. 個人情報保護の維持・改善

8. 個人情報の苦情処理

9. 個人情報のお問い合わせ先

　当金庫は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づきお客様の個人情報の保護に努めます。
なお、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」に基づく「個人番号」および「特定個人情報」の
取扱いについては「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」に定めます。

（1）当金庫は、お客様の個人情報を、公表している利用目的あるいは取得
の際にお示しした利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りに
おいて利用します。

（2）当金庫は、お客様が所属する労働組合等（会員団体）との間で、お客
様の個人情報を共用させていただいております。

（3）当金庫は、お客様の個人情報の取扱いを外部に委託することがありま
す。委託する場合には、当該委託先について厳正な調査を行ったうえ、
お客様の個人情報が安全に管理されるよう適切な監督を行います。

（4）当金庫は、お預かりした個人情報について、お客様の同意を得ない第
三者には提供・開示いたしません。

　当金庫は、お客様とのお取引やサービスを提供するため、適法かつ公正な手
段によって、お客様の個人情報をお預かりいたします。

　当金庫では、お客様の個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい・不正アクセ
スなどを防止するため、セキュリティ対策を講じて適正に管理いたします。

　当金庫は、個人情報保護法などの法令等を遵守して、お客様の個人情報
を取扱いいたします。

　個人情報の取扱いに関する苦情について、苦情受付窓口（下記に記載のお
問い合わせ先）を設置し、適切かつ迅速な処理に努めます。

　個人情報の取扱いに関する質問および苦情処理の窓口は、次のとおり
です。

　当金庫は、個人情報管理責任者をおき、お客様の個人情報が適正に取扱
われるよう、従業者への教育を徹底し、適正な取扱いが行われるように点
検すると同時に、個人情報保護の取組みを見直し改善いたします。

　個人情報の安全管理のための個人情報安全管理委員会を設置するととも
に、各部店ごとに個人情報管理者を選定し、業務の遂行及び適正管理を図っ
ていきます。

　お客様が、ご自身の個人情報について、内容の開示・訂正・利用停止等
を求められる場合は、当金庫窓口（下記に記載のお問い合わせ先）までご
連絡ください。

●プライバシーポリシーのお問い合わせ先
東北労働金庫　お客様相談窓口
電話番号：0120-191-562 　e-mail：conpra@tohoku- rokin.or.jp

経常収益は283 億 30百万円と計画を9億 28百万円上回りましたが、
前年度比 3億 64百万円の減収となりました。貸出金利息は個人融資の伸
長により計画を78百万円上回り、前年度比 2億 12百万円の増加となり
ました。一方、有価証券利息配当金の減少や時限的制度である日本銀行「地
域金融強化のための特別当座預金制度」に係る特別付利の縮減、団信分配
金の減少が減収の要因となっています。
経常費用は224 億 68 百万円と計画を4億 36百万円下回り、前年度
比 5億 73 百万円の減少となりました。預金利息が利回りの低下により、
前年度比 4億 3百万円の減少となりました。経費は計画を8億 9百万円
下回りましたが、「新型コロナウイルス感染症」の 5類移行による営業活動
の正常化等に伴い、前年度比 5億 23百万円の増加となりました。また、
国債等債券売却損を3億 44百万円計上しましたが、前年度比 9億 20百
万円減少となりました。
経常利益は58億 61 百万円と計画を13億 64 百万円上回り、前年度
比 2億 8百万円の増加で、減収増益の結果となりました。本業を示す業務
純益は59億円と計画を12億 83百万円上回り、前年度比 2億 1百万円
増加しましたが、コア業務純益は53億 42百万円と計画を7億 25百万円
上回ったものの、前年度比 7億 25百万円の減少となりました。
店舗老朽化対策等で減損損失 1億 57百万円等を計上したのちの当期純
利益は41 億 30 百万円と計画を8億 92 百万円上回り、前年度比 1億
37百万円増加しました。

会員・出資金 損　益

2023 年度の事業概況

総融資残高は1兆4,149億 56百万円と期中557億 19百万円増加、前
年度増加実績を25億円下回りました。個人融資は558億円増加し、計画
の400億円に対する達成率は139.53%となりました。「団体会員限定変動
金利型住宅ローン」の需要増加等により、住宅ローン等の有担保ローンは
472億 40百万円増加したものの、前年度増加実績を25億 71百万円下回
りました。また、無担保ローンは85億 97百万円の増加と前年度増加実績
を33億 83百万円上回り、当座貸越は15億 54百万円の増加と前年度増
加実績を14億 81百万円上回りました。

貸出金

【貸出金残高の推移】

1兆 4,149 億円

1兆 3,592 億円

2023年度

2022年度

【団体会員数・間接構成員】

2023年度
団体会員数

5,214 会員

819,878 人2023年度

2022年度 5,367 会員

822,900 人2022年度
間接構成員

業　績

内部統制システムの整備
当金庫は、理事会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」
の決議を行い、理事および職員の職務執行が法令や定款に適合するための
体制および金庫ならびに子会社の業務が適正に確保されるための体制の整備
に取組んでいます。なお、基本方針の内容は当金庫のホームページに掲載し
ております。

当金庫の「第 7期中期経営計画（2021 年度から2023 年度）」最終年度となる2023 年度は、新型コロナウイルス感染症による行動
規制の緩和や外国人観光客増加によるインバウンド需要の回復などにより、景気は緩やかな回復基調となりました。その一方で、長期化
するロシアのウクライナ侵攻等によるエネルギー高騰をはじめとする原材料価格の上昇、物価高の中で個人消費は足踏みを続けており、
依然として先行き不透明な状況となっています。
2023 年度に東北労働金庫は創設 20周年を迎えることができました。これまでご支援いただいた会員ならびに利用者の皆さまに感謝

をお伝えするため、ろうきんだからできる取組み、社会貢献活動等を通した福祉金融機関としての役割発揮、社会的使命の具現化をめざ
してまいりました。20周年事業の一環として、資産形成を支援する「東北ろうきん 20周年キャンペーン」、便利なデジタルサービスとし
て「ろうきんアプリ＆スマホ決済キャンペーン」等を行った他、社会的な課題に取組む学生のボランティア活動を継続的に支援するため、
助成金制度「未来へのタスキ」を新設しました。2023 年 10 月には移動金融車「ロッキーふれ愛号」を導入し、自然災害時への備えとし
て停電等で業務継続が困難な場合に、代替窓口を設置することで金融サービスの継続提供を行うことが可能となりました。
また、新たに7つのローンセンター開設を行い、24ローンセンターとすることで、利便性向上と相談体制を強化しました。2024 年 1

月より制度開始となった「新NISA」についても、「ろうきんNISAスペシャルサイト」を公開した他、将来にわたる安定的な資産形成の重
要性をお伝えするため、専門的な金融アドバイスを行うアセットプランナーを軸とし、セミナー等で金融教育支援を実施してまいりました。
そして、金融機関の大きな役割となるマネロン・テロ資金供与リスク対策においても、監督官庁のマネロン対策等に関するガイドライ

ンに基づき、金融サービスを悪用した犯罪行為やテロ行為を防止する厳格な対応を進め、会員ならびに利用者の皆さまの預金や資産を守
るために防衛線を含めた盤石な管理態勢を築いてまいりました。
2024 年度は第 8期中期経営計画の初年度となります。金庫を取り巻く社会環境は加速度的に変化していますが、福祉金融機関として

の役割発揮を「Tohoku Rokin “3R”」vision で示し、「“R”evolution（レボリューション）＜改革＞」、「“R”elation（リレーション）＜つな
がり＞」、「“R”egional presence（リージョナル・プレゼンス）＜地域での存在感＞」の 3つの“R”に取組むことで、環境・ニーズへ対応
した良質なサービス・付加価値を提供し、「地域で選ばれ続ける」事業体となる業務基盤の拡充と財務基盤の充実を図ってまいります。

当金庫の事業基盤であります団体会員は、2023年度で33会員の新規加
入があったものの、組織の統廃合等で152会員の脱退、通常総会において
所在不明会員34会員の除名を行ったため153会員減少し、5,214会員と
なりました。団体会員を構成する間接構成員は3,022人減少して819,878
人となりました。出資金は84億 84百万円で増減はありません。

預　金

2 兆 3,044 億円

2兆 3,014 億円
【預金残高の推移】

2023年度

2022年度

総預金残高（含む譲渡性預金）は2兆 3,044億 78百万円と期中30億
11百万円増加、前年度増加実績を533億円下回りました。個人預金は36
億円増加し、計画の350億円に対する達成率は10.31%となっています。
普通預金等流動性預金は386億円増加したものの、定期性預金が349億
円減少しました。給与振込・年金指定口座の拡大や資産形成の取組みを進め
ましたが、iDeCoやつみたてNISAをはじめとした「貯蓄」から「投資」への
流れが大きく影響したと思われます。

ろうきんの事業概況

2024 年度は第 8 期中期経営計画の初年度であり、「Tohoku Rokin 
“3R”」vision をテーマに、ろうきんファンの増加・維持をめざし、地域で
の存在感の向上に取組んでまいります。

事業の展望及び課題

「Tohoku Rokin “3R”」visionを掲げ、社会変化に対応する改革を進めます。
会員・利用者の皆さまが求める姿へ「変わる」とともに、地域における様々な
「つながり」を強化し、助け合いの中心となることで、ろうきんの存在感を高め、
「選ばれ続ける」事業体となることをめざします。
◎「事務改革」「チャネル改革」による業務の見直し、ＤＸによる業務最適化等の体
制整備を進めます。

◎「コンサルティング強化」のため、ＡＰ・ＬＣのスキルアップを図り、既存顧客のアフ
ターフォロー強化に取組みます。

◎「持続可能な経営基盤の構築」に向けて、マネロン・テロ資金供与対策を経営
上の重要な課題と位置づけ、ガバナンスを強化するとともに、市場環境に応じ
た収益確保とリスク管理を行います。

◎「会員・利用者・自治体・地域・労働団体等とのつながり」を一層強化するため、
エリアによる体制構築に着手します。

2024 年度の事業課題
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自己資本の充実の状況

9.40 9.38

（注）　当金庫は、「労働金庫法第 94条第 1項において準用する銀行法第 14条
の 2の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成 18年金融庁・厚生労働省告示第 7号）」（以下、「自己資本比率
告示」といいます。）により、自己資本比率を算定しています。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

１ .「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの利
息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示
す「役務取引等利益」、債券などの売買損益を示す「そ
の他業務利益」の合計です。　

２ .「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金繰入
額」および「経費」を控除したもので、金融機関の基本
的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。なお、
業務純益から控除する「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引
当金が全体として繰入超過の場合、個別貸倒引当金繰入
額（または取崩額）を除きます。また、同じく「経費」は、
退職給付費用のうち数理計算上の差異の償却額など臨時
的な経費等を除きます。

３ .「実質業務純益」とは、業務純益に一般貸倒引当金繰入
額を加えた利益指標です。

４ .「コア業務純益」とは、実質業務純益から国債等債券関
係損益による一時的な変動要因を除いた利益指標です。

５ .「コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）」とは、コア
業務純益から投資信託解約損益を除いた利益指標です。

1. 　貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
2. 　当金庫は、「労働金庫法第94条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号）」により、自己資本比率を算定しています。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 支
資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高
資金運用収益（受取利息）
資金運用収益増減（△）額
資 金 運 用 利 回 り
資 金 調 達 勘 定 平 均 残 高
資金調達費用（支払利息）
資金調達費用増減（△）額
資 金 調 達 利 回 り
資 金 調 達 原 価 率
資 金 利 鞘
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
総 資 産 業 務 純 益 率
純 資 産 経 常 利 益 率
純 資 産 当 期 純 利 益 率
純 資 産 業 務 純 益 率

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
出 資 総 額
出 資 総 口 数（   口   ）
出 資 に 対 す る 配 当 金
職 　 員 　 数（ 人 ）
単 体 自 己 資 本 比 率（%）

22,042
0.89
5,900
5,900
5,342

5,342

24,052
△ 3,364
1,355

2,469,925
25,356
△ 211
1.02

2,383,746
1,306
△ 404
0.05
0.73
0.29
0.23
0.16
0.23
4.75
3.35
4.78

21,318
0.86
5,699
5,699
6,068

6,068

23,860
△ 3,182

641
2,456,475
25,567
491
1.04

2,374,584
1,710
△ 142
0.07
0.72
0.32
0.22
0.15
0.22
4.59
3.24
4.62

主要な経営指標

（注）

目項

業務粗利益率=
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

６. 利益率・純益率

目項

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

総資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

総資産
（除く債務保証見返）平均残高

×100=

純資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

純資産
（外部流出額を除く）期末残高

×100=

（注）

● 主要な業務の状況を示す指標

● 主要な事業の状況を示す指標

2022年度 2023年度

2019年度 2020年度
28,462
5,083
3,636

125,179
2,350,170
2,076,783
1,244,519
391,797
7,483

7,483,996
199
1,147
9.52

27,801
4,903
3,552

127,358
2,425,063
2,170,280
1,279,023
364,573
8,484

8,484,686
229
1,103
9.54

28,330
5,861
4,130

123,728
2,502,812
2,288,608
1,414,956
250,074
8,484

8,484,686
254
1,090
9.38

2023年度
28,694
5,652
3,992

123,586
2,527,071
2,285,597
1,359,236
295,355
8,484

8,484,686
254
1,088
9.40

2022年度
27,264
5,320
3,863

126,496
2,448,009
2,229,211
1,300,981
342,405
8,484

8,484,686
254
1,097
9.58

2021年度

単体自己資本比率（国内基準）

「自己資本比率」とは

（単位：％）

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額（注1）－コア資本に係る調整項目の額（注2））
自己資本比率=

信用リスク・アセットの額の合計額（注3）+オペレーショナル・リスク相当額×12.5（注4）
（注1）出資金、利益剰余金等の会員勘定、一般貸倒引当金の一定額等の合計
（注2）無形固定資産、繰延税金資産、自己保有の普通出資、労金連合会への普通出資等の合計
（注3）資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額（含むオフバランス取引等）、ＣＶＡリスク相当額を8％

で除して得た額、中央清算機関関連エクスポージャーの額の合計額
（注4）8％（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5 を乗じています。

×100

2023 年度末2022年度末

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標
です。海外に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる基準が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる基準が
適用されます。

① 信用リスク・アセットの額の合計額の計算方法　
「標準的手法」および「内部格付手法」のうち、当金庫は、「標準的手法」（注）
を採用しています。
（注）標準的手法…細分化されたリスク・ウェイトを資産に乗じて信用

リスク・アセットを算出します。
主な資産のリスク・ウェイトは、抵当権付住宅ローン
が35％、住宅ローン以外の個人向けローン（１億円
以下）が75％です。また、事業法人向けローン、社
債等のリスク・ウェイトは、適格格付機関の格付等に
応じて設定されたリスク・ウェイトが適用されます。

② オペレーショナル・リスク相当額の計算方法
「基礎的手法」、「粗利益配分手法」および「先進的計測手法」のうち、
当金庫は、「基礎的手法」（注）を採用しています。
（注）基礎的手法…粗利益の15％（直近3年の平均値）をオペレーショ

ナル・リスク相当額とします。

　国内業務のみを行う労働金庫においては、自己資本比率が4％に満たな
い場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。これ
が「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令
です。

　当金庫の自己資本比率は9.38％であり、行政措置を受けることはあり
ません。引き続き保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、一方
で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいり
ます。
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金融犯罪被害防止に向けた取組み
●インターネットバンキングによる不正取引の未然防止対応
・第三者による不正利用を防止するため、パスワードの入力や届出電話番号による認証など、複数の認証方法を組み合わせた本人確
認を実施しています。

・パスワードの不正取得を防止する「ソフトウェアキーボード」を導入しています。
・「ワンタイムパスワード」（1分ごとに変化する使い捨てパスワード）を導入しています。
・「ワンタイムパスワード」未利用者の「1日あたりの振込振替限度額」の上限を20 万円に制限しています。
・団体向けインターネットバンキングにおいて、「電子証明書」によるログイン方式を導入しています。
・ネットムーブ社のセキュリティソフト「SaAT：Netizen」を無償提供しています。

●振り込め詐欺等への対策
・ATM振込画面に注意喚起の画面を表示、また、一部 ATMブースにおいて注意喚起の呼びかけアナウンスを行っています。
・満 70 歳以上のお客様を対象に、キャッシュカードによるATMからのお振込取引が１年間ない場合、ATMによるお振込取引の制限
を実施しています。

金融円滑化への取組みについて
　当金庫は、地域の中小企業ならびに住宅資金等の借入を個人でご利用いただいているお客様の貸付条件の変更等のご相談などに迅速
かつ適切に対応するため、旧「金融円滑化法」に従い、基本方針や態勢整備を定め、役職員一同、全力を傾注して取組んでまいります。
　取組みの方針および取組み体制等は、P.41～ P.42を参照願います。

反社会的勢力等に対する基本方針 
　わたしたち東北労働金庫は、反社会的勢力等排除に向けた社会的責任を十分に認識し、業務の適切性および健全性を確保するため、
ここに反社会的勢力等に対する基本方針を定めます。 
１．反社会的勢力等との関係を遮断し排除するため、理事長以下、全役職員が一丸となり、断固たる姿勢で対応するとともに、対応する役職員の安全

を確保します。 
２．反社会的勢力等との取引は一切行いません。 
３．反社会的勢力等に対して、資金提供および不適切な便宜供与は行いません。 
４．反社会的勢力等による不当要求に対しては、断固拒絶し、法的対抗措置を講じます。 
５．反社会的勢力等による不当要求に対応するため、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。 

プライバシーポリシー（個人情報保護方針）

1. 個人情報の取得

2. 個人情報の利用

3. 個人情報の適正管理

4. 個人情報に関する法令等の遵守

5. 個人情報の開示・訂正・利用停止等

6. 個人情報保護の維持のための組織・体制

7. 個人情報保護の維持・改善

8. 個人情報の苦情処理

9. 個人情報のお問い合わせ先

　当金庫は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づきお客様の個人情報の保護に努めます。
なお、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」に基づく「個人番号」および「特定個人情報」の
取扱いについては「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」に定めます。

（1）当金庫は、お客様の個人情報を、公表している利用目的あるいは取得
の際にお示しした利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りに
おいて利用します。

（2）当金庫は、お客様が所属する労働組合等（会員団体）との間で、お客
様の個人情報を共用させていただいております。

（3）当金庫は、お客様の個人情報の取扱いを外部に委託することがありま
す。委託する場合には、当該委託先について厳正な調査を行ったうえ、
お客様の個人情報が安全に管理されるよう適切な監督を行います。

（4）当金庫は、お預かりした個人情報について、お客様の同意を得ない第
三者には提供・開示いたしません。

　当金庫は、お客様とのお取引やサービスを提供するため、適法かつ公正な手
段によって、お客様の個人情報をお預かりいたします。

　当金庫では、お客様の個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい・不正アクセ
スなどを防止するため、セキュリティ対策を講じて適正に管理いたします。

　当金庫は、個人情報保護法などの法令等を遵守して、お客様の個人情報
を取扱いいたします。

　個人情報の取扱いに関する苦情について、苦情受付窓口（下記に記載のお
問い合わせ先）を設置し、適切かつ迅速な処理に努めます。

　個人情報の取扱いに関する質問および苦情処理の窓口は、次のとおり
です。

　当金庫は、個人情報管理責任者をおき、お客様の個人情報が適正に取扱
われるよう、従業者への教育を徹底し、適正な取扱いが行われるように点
検すると同時に、個人情報保護の取組みを見直し改善いたします。

　個人情報の安全管理のための個人情報安全管理委員会を設置するととも
に、各部店ごとに個人情報管理者を選定し、業務の遂行及び適正管理を図っ
ていきます。

　お客様が、ご自身の個人情報について、内容の開示・訂正・利用停止等
を求められる場合は、当金庫窓口（下記に記載のお問い合わせ先）までご
連絡ください。

●プライバシーポリシーのお問い合わせ先
東北労働金庫　お客様相談窓口
電話番号：0120-191-562 　e-mail：conpra@tohoku- rokin.or.jp

経常収益は283 億 30百万円と計画を9億 28百万円上回りましたが、
前年度比 3億 64百万円の減収となりました。貸出金利息は個人融資の伸
長により計画を78百万円上回り、前年度比 2億 12百万円の増加となり
ました。一方、有価証券利息配当金の減少や時限的制度である日本銀行「地
域金融強化のための特別当座預金制度」に係る特別付利の縮減、団信分配
金の減少が減収の要因となっています。
経常費用は224 億 68 百万円と計画を4億 36百万円下回り、前年度
比 5億 73 百万円の減少となりました。預金利息が利回りの低下により、
前年度比 4億 3百万円の減少となりました。経費は計画を8億 9百万円
下回りましたが、「新型コロナウイルス感染症」の 5類移行による営業活動
の正常化等に伴い、前年度比 5億 23百万円の増加となりました。また、
国債等債券売却損を3億 44百万円計上しましたが、前年度比 9億 20百
万円減少となりました。
経常利益は58億 61 百万円と計画を13億 64 百万円上回り、前年度
比 2億 8百万円の増加で、減収増益の結果となりました。本業を示す業務
純益は59億円と計画を12億 83百万円上回り、前年度比 2億 1百万円
増加しましたが、コア業務純益は53億 42百万円と計画を7億 25百万円
上回ったものの、前年度比 7億 25百万円の減少となりました。
店舗老朽化対策等で減損損失 1億 57百万円等を計上したのちの当期純
利益は41 億 30 百万円と計画を8億 92 百万円上回り、前年度比 1億
37百万円増加しました。

会員・出資金 損　益

2023 年度の事業概況

総融資残高は1兆4,149億 56百万円と期中557億 19百万円増加、前
年度増加実績を25億円下回りました。個人融資は558億円増加し、計画
の400億円に対する達成率は139.53%となりました。「団体会員限定変動
金利型住宅ローン」の需要増加等により、住宅ローン等の有担保ローンは
472億 40百万円増加したものの、前年度増加実績を25億 71百万円下回
りました。また、無担保ローンは85億 97百万円の増加と前年度増加実績
を33億 83百万円上回り、当座貸越は15億 54百万円の増加と前年度増
加実績を14億 81百万円上回りました。

貸出金

【貸出金残高の推移】

1兆 4,149 億円

1兆 3,592 億円

2023年度

2022年度

【団体会員数・間接構成員】

2023年度
団体会員数

5,214 会員

819,878 人2023年度

2022年度 5,367 会員

822,900 人2022年度
間接構成員

業　績

内部統制システムの整備
当金庫は、理事会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」
の決議を行い、理事および職員の職務執行が法令や定款に適合するための
体制および金庫ならびに子会社の業務が適正に確保されるための体制の整備
に取組んでいます。なお、基本方針の内容は当金庫のホームページに掲載し
ております。

当金庫の事業基盤であります団体会員は、2023年度で33会員の新規加
入があったものの、組織の統廃合等で152会員の脱退、通常総会において
所在不明会員34会員の除名を行ったため153会員減少し、5,214会員と
なりました。団体会員を構成する間接構成員は3,022人減少して819,878
人となりました。出資金は84億 84百万円で増減はありません。

預　金

2 兆 3,044 億円

2兆 3,014 億円
【預金残高の推移】

2023年度

2022年度

総預金残高（含む譲渡性預金）は2兆 3,044億 78百万円と期中30億
11百万円増加、前年度増加実績を533億円下回りました。個人預金は36
億円増加し、計画の350億円に対する達成率は10.31%となっています。
普通預金等流動性預金は386億円増加したものの、定期性預金が349億
円減少しました。給与振込・年金指定口座の拡大や資産形成の取組みを進め
ましたが、iDeCoやつみたてNISAをはじめとした「貯蓄」から「投資」への
流れが大きく影響したと思われます。

ろうきんの事業概況

事業の展望及び課題

2024 年度の事業課題

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024 TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

自己資本の充実の状況

9.40 9.38

（注）　当金庫は、「労働金庫法第 94条第 1項において準用する銀行法第 14条
の 2の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成 18年金融庁・厚生労働省告示第 7号）」（以下、「自己資本比率
告示」といいます。）により、自己資本比率を算定しています。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

１ .「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの利
息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示
す「役務取引等利益」、債券などの売買損益を示す「そ
の他業務利益」の合計です。　

２ .「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金繰入
額」および「経費」を控除したもので、金融機関の基本
的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。なお、
業務純益から控除する「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引
当金が全体として繰入超過の場合、個別貸倒引当金繰入
額（または取崩額）を除きます。また、同じく「経費」は、
退職給付費用のうち数理計算上の差異の償却額など臨時
的な経費等を除きます。

３ .「実質業務純益」とは、業務純益に一般貸倒引当金繰入
額を加えた利益指標です。

４ .「コア業務純益」とは、実質業務純益から国債等債券関
係損益による一時的な変動要因を除いた利益指標です。

５ .「コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）」とは、コア
業務純益から投資信託解約損益を除いた利益指標です。

1. 　貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
2. 　当金庫は、「労働金庫法第94条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号）」により、自己資本比率を算定しています。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 支
資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高
資金運用収益（受取利息）
資金運用収益増減（△）額
資 金 運 用 利 回 り
資 金 調 達 勘 定 平 均 残 高
資金調達費用（支払利息）
資金調達費用増減（△）額
資 金 調 達 利 回 り
資 金 調 達 原 価 率
資 金 利 鞘
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
総 資 産 業 務 純 益 率
純 資 産 経 常 利 益 率
純 資 産 当 期 純 利 益 率
純 資 産 業 務 純 益 率

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
出 資 総 額
出 資 総 口 数（   口   ）
出 資 に 対 す る 配 当 金
職 　 員 　 数（ 人 ）
単 体 自 己 資 本 比 率（%）

22,042
0.89
5,900
5,900
5,342

5,342

24,052
△ 3,364
1,355

2,469,925
25,356
△ 211
1.02

2,383,746
1,306
△ 404
0.05
0.73
0.29
0.23
0.16
0.23
4.75
3.35
4.78

21,318
0.86
5,699
5,699
6,068

6,068

23,860
△ 3,182

641
2,456,475
25,567
491
1.04

2,374,584
1,710
△ 142
0.07
0.72
0.32
0.22
0.15
0.22
4.59
3.24
4.62

主要な経営指標

（注）

目項

業務粗利益率=
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

６. 利益率・純益率

目項

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

総資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

総資産
（除く債務保証見返）平均残高

×100=

純資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

純資産
（外部流出額を除く）期末残高

×100=

（注）

● 主要な業務の状況を示す指標

● 主要な事業の状況を示す指標

2022年度 2023年度

2019年度 2020年度
28,462
5,083
3,636

125,179
2,350,170
2,076,783
1,244,519
391,797
7,483

7,483,996
199
1,147
9.52

27,801
4,903
3,552

127,358
2,425,063
2,170,280
1,279,023
364,573
8,484

8,484,686
229
1,103
9.54

28,330
5,861
4,130

123,728
2,502,812
2,288,608
1,414,956
250,074
8,484

8,484,686
254
1,090
9.38

2023年度
28,694
5,652
3,992

123,586
2,527,071
2,285,597
1,359,236
295,355
8,484

8,484,686
254
1,088
9.40

2022年度
27,264
5,320
3,863

126,496
2,448,009
2,229,211
1,300,981
342,405
8,484

8,484,686
254
1,097
9.58

2021年度

単体自己資本比率（国内基準）

「自己資本比率」とは

（単位：％）

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額（注1）－コア資本に係る調整項目の額（注2））
自己資本比率=

信用リスク・アセットの額の合計額（注3）+オペレーショナル・リスク相当額×12.5（注4）
（注1）出資金、利益剰余金等の会員勘定、一般貸倒引当金の一定額等の合計
（注2）無形固定資産、繰延税金資産、自己保有の普通出資、労金連合会への普通出資等の合計
（注3）資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額（含むオフバランス取引等）、ＣＶＡリスク相当額を8％

で除して得た額、中央清算機関関連エクスポージャーの額の合計額
（注4）8％（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5 を乗じています。

×100

2023 年度末2022年度末

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標
です。海外に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる基準が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる基準が
適用されます。

① 信用リスク・アセットの額の合計額の計算方法　
「標準的手法」および「内部格付手法」のうち、当金庫は、「標準的手法」（注）
を採用しています。
（注）標準的手法…細分化されたリスク・ウェイトを資産に乗じて信用

リスク・アセットを算出します。
主な資産のリスク・ウェイトは、抵当権付住宅ローン
が35％、住宅ローン以外の個人向けローン（１億円
以下）が75％です。また、事業法人向けローン、社
債等のリスク・ウェイトは、適格格付機関の格付等に
応じて設定されたリスク・ウェイトが適用されます。

② オペレーショナル・リスク相当額の計算方法
「基礎的手法」、「粗利益配分手法」および「先進的計測手法」のうち、
当金庫は、「基礎的手法」（注）を採用しています。
（注）基礎的手法…粗利益の15％（直近3年の平均値）をオペレーショ

ナル・リスク相当額とします。

　国内業務のみを行う労働金庫においては、自己資本比率が4％に満たな
い場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。これ
が「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令
です。

　当金庫の自己資本比率は9.38％であり、行政措置を受けることはあり
ません。引き続き保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、一方
で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいり
ます。

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024
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自己資本の構成に関する開示事項

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

「コア資本」とは
2014 年 3 月末から適用されたバーゼルⅢの基準では、規制される自己資本
を普通株式（普通出資）・内部留保等を中心とした「コア資本」と定義し、自己
資本の質の向上を促しています。協同組織金融機関については、さらに優先出
資をコア資本に算入することが認められており、普通出資＋内部留保＋優先出
資＋（△）調整・控除項目で構成されます。

「コア資本に係る基礎項目」とは
　告示では、コア資本に算入できる項目は「コア資本に係る基礎項目」として定
められております。算入できる項目は、普通出資、非累積的永久優先出資およ
び一般貸倒引当金等があげられ、2012年度までの旧告示において資本として認め
られていた劣後ローン等については算入できなくなりました（ただし、経過措置
が設けられています）。

「出資金」とは
　会員の皆様より出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対す
る最終的な引当てになる基本財産の額です。

「非累積的永久優先出資」とは
　優先出資とは、剰余金の配当の支払順序が普通出資者よりも優先する出資です
が、配当可能剰余金の額が減少した場合には、あらかじめ約束された優先的配当
の額を下回る配当となることがあります。
　この場合に、下回った相当額を、翌期以降に繰延べして支払う「累積型」に対
して、翌期以降に繰延べられないもののうち、満期のない社債型優先出資が「非
累積的永久優先出資」と呼ばれるものです。

「資本剰余金」とは
　「純資産」のうち「資本準備金」と「その他の資本剰余金」で構成されております。
　「資本準備金」は、時価等での発行となる優先出資について、発行価額の全額また
は2分の1を出資金勘定とし、残額を出資金勘定とは別の準備金という枠組みに組
み入れることができます。この準備金が「資本準備金」と呼ばれるものです。
　「その他資本剰余金」は、債務免除益や国庫補助金などを計上する贈与剰余金や、
自己株式の売却益などから成っており、資本準備金とともに資本剰余金を構成しま
す。通常、ろうきんの取引から生ずることはありません。

「利益剰余金の額」とは
　万が一の際の損失を補填するために留保している「利益準備金」および「その他
利益剰余金」から構成されています。
　「利益準備金」は、労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が出資金
の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金
額を、万が一の際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金
を指します。
　「特別積立金」は、当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継
続していくために、以下のとおり各目的で積み立てている積立金の合計額です。

(1) 金利変動準備積立金
市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金のことです。

(2) 機械化積立金
事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り上
げるための積立金のことです。

(3) 配当準備積立金
配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するための
積立金です。

(4) 経営基盤強化積立金
将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。

「外部流出予定額」とは
　当期の剰余金のうち、出資配当や利用配当のような形で会員の皆様へ還元するこ
とが予定されるものを指しています。

「上記以外に該当するものの額」とは
　出資金や資本剰余金等以外のもの、たとえば処分未済持分や自己優先出資等の額
が含まれます。

「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用または損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および退職給付引当金の三種類を引
き当てております。
　このうち、一般貸倒引当金は、特定の債権の貸倒に対して引き当てるというもの
ではありません。貸出金の償却という特定の目的のための引当という制約はありま
すが、資産の部の単なる控除項目というよりは資本としての色彩が強いと見ること
ができ、自己資本の額として「コア資本に係る基礎項目」への算入が認められてい
ます。（算入上限は信用リスク・アセットの額の合計額の1.25％）

「土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額」とは
　労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として計
上することが認められていました。
　2012年度までの旧告示では、この「差額」の45％は自己資本の補完的項目
（Tier2）に加算することが認められていましたが、2013年度以降適用された告示
では自己資本に算入できない取扱いとなりました。
　（経過措置を適用した場合、2014年3月31日から2024年3月30日までの
10年間、各時点の「差額」の45％を基準とする算入可能額をコア資本へ算入（算
入割合は年々減少）することが可能でした。一方で、当該土地の信用リスク・アセ
ットの額は、経過措置適用期間中は再評価額に基づいて計算した額を信用リスク・
アセットの額の合計額に算入していました。当金庫ではこの経過措置を適用してお
りました。）

「コア資本に係る調整項目」とは
　2013 年度以降適用された告示では、損失吸収力の乏しい資産や金融シス
テム全体のリスクを高める資産等について、「コア資本に係る調整項目」とし
て定め、コア資本から控除する扱いとなりました。算入される項目は、無形
固定資産や前払年金費用、繰延税金資産等があげられます。

「のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額」
とは
　無形固定資産のうち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外のその他無形固定資産 ( ソフトウェアやリース資産、電話加入権等）
は、市場換金性が乏しく、いざという時に売却しても損失の吸収にあてること
が事実上困難であることから、「コア資本に係る調整項目」としてコア資本から
全額が控除されます。

「証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額」とは
　証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取
引関連費用および売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴
い増加した自己資本に相当する額」です。

「証券化エクスポージャー」とは
　証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不
動産など一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証
券等を発行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リス
クにさらされている資産等の金額のことです。

「前払年金費用の額」とは
　退職給付会計では、年金資産の金額が退職給付債務の金額を上回る場合、
前払年金費用として資産計上されますが、必ずしも金庫が損失の吸収のため
に自由にあてることができる財産ではないことから、「コア資本に係る調整項
目」としてコア資本から控除されます。

「自己資本の額」とは
　以上のコア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整項目の額を控
除した金額が、自己資本比率計算で使う自己資本の額となります。

自己資本の充実の状況

9.40 9.38

（注）　当金庫は、「労働金庫法第 94条第 1項において準用する銀行法第 14条
の 2の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成 18年金融庁・厚生労働省告示第 7号）」（以下、「自己資本比率
告示」といいます。）により、自己資本比率を算定しています。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

１ .「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの利
息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示
す「役務取引等利益」、債券などの売買損益を示す「そ
の他業務利益」の合計です。　

２ .「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金繰入
額」および「経費」を控除したもので、金融機関の基本
的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。なお、
業務純益から控除する「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引
当金が全体として繰入超過の場合、個別貸倒引当金繰入
額（または取崩額）を除きます。また、同じく「経費」は、
退職給付費用のうち数理計算上の差異の償却額など臨時
的な経費等を除きます。

３ .「実質業務純益」とは、業務純益に一般貸倒引当金繰入
額を加えた利益指標です。

４ .「コア業務純益」とは、実質業務純益から国債等債券関
係損益による一時的な変動要因を除いた利益指標です。

５ .「コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）」とは、コア
業務純益から投資信託解約損益を除いた利益指標です。

1. 　貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
2. 　当金庫は、「労働金庫法第94条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号）」により、自己資本比率を算定しています。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 支
資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高
資金運用収益（受取利息）
資金運用収益増減（△）額
資 金 運 用 利 回 り
資 金 調 達 勘 定 平 均 残 高
資金調達費用（支払利息）
資金調達費用増減（△）額
資 金 調 達 利 回 り
資 金 調 達 原 価 率
資 金 利 鞘
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
総 資 産 業 務 純 益 率
純 資 産 経 常 利 益 率
純 資 産 当 期 純 利 益 率
純 資 産 業 務 純 益 率

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
出 資 総 額
出 資 総 口 数（   口   ）
出 資 に 対 す る 配 当 金
職 　 員 　 数（ 人 ）
単 体 自 己 資 本 比 率（%）

22,042
0.89
5,900
5,900
5,342

5,342

24,052
△ 3,364
1,355

2,469,925
25,356
△ 211
1.02

2,383,746
1,306
△ 404
0.05
0.73
0.29
0.23
0.16
0.23
4.75
3.35
4.78

21,318
0.86
5,699
5,699
6,068

6,068

23,860
△ 3,182

641
2,456,475
25,567
491
1.04

2,374,584
1,710
△ 142
0.07
0.72
0.32
0.22
0.15
0.22
4.59
3.24
4.62

主要な経営指標

（注）

目項

業務粗利益率=
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

６. 利益率・純益率

目項

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

総資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

総資産
（除く債務保証見返）平均残高

×100=

純資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

純資産
（外部流出額を除く）期末残高

×100=

（注）

● 主要な業務の状況を示す指標

● 主要な事業の状況を示す指標

2022年度 2023年度

2019年度 2020年度
28,462
5,083
3,636

125,179
2,350,170
2,076,783
1,244,519
391,797
7,483

7,483,996
199
1,147
9.52

27,801
4,903
3,552

127,358
2,425,063
2,170,280
1,279,023
364,573
8,484

8,484,686
229
1,103
9.54

28,330
5,861
4,130

123,728
2,502,812
2,288,608
1,414,956
250,074
8,484

8,484,686
254
1,090
9.38

2023年度
28,694
5,652
3,992

123,586
2,527,071
2,285,597
1,359,236
295,355
8,484

8,484,686
254
1,088
9.40

2022年度
27,264
5,320
3,863

126,496
2,448,009
2,229,211
1,300,981
342,405
8,484

8,484,686
254
1,097
9.58

2021年度

単体自己資本比率（国内基準）

「自己資本比率」とは

（単位：％）

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額（注1）－コア資本に係る調整項目の額（注2））
自己資本比率=

信用リスク・アセットの額の合計額（注3）+オペレーショナル・リスク相当額×12.5（注4）
（注1）出資金、利益剰余金等の会員勘定、一般貸倒引当金の一定額等の合計
（注2）無形固定資産、繰延税金資産、自己保有の普通出資、労金連合会への普通出資等の合計
（注3）資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額（含むオフバランス取引等）、ＣＶＡリスク相当額を8％

で除して得た額、中央清算機関関連エクスポージャーの額の合計額
（注4）8％（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5 を乗じています。

×100

2023 年度末2022年度末

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標
です。海外に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる基準が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる基準が
適用されます。

① 信用リスク・アセットの額の合計額の計算方法　
「標準的手法」および「内部格付手法」のうち、当金庫は、「標準的手法」（注）
を採用しています。
（注）標準的手法…細分化されたリスク・ウェイトを資産に乗じて信用

リスク・アセットを算出します。
主な資産のリスク・ウェイトは、抵当権付住宅ローン
が35％、住宅ローン以外の個人向けローン（１億円
以下）が75％です。また、事業法人向けローン、社
債等のリスク・ウェイトは、適格格付機関の格付等に
応じて設定されたリスク・ウェイトが適用されます。

② オペレーショナル・リスク相当額の計算方法
「基礎的手法」、「粗利益配分手法」および「先進的計測手法」のうち、
当金庫は、「基礎的手法」（注）を採用しています。
（注）基礎的手法…粗利益の15％（直近3年の平均値）をオペレーショ

ナル・リスク相当額とします。

　国内業務のみを行う労働金庫においては、自己資本比率が4％に満たな
い場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。これ
が「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令
です。

　当金庫の自己資本比率は9.38％であり、行政措置を受けることはあり
ません。引き続き保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、一方
で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいり
ます。
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

12

事
業
概
況

資
産
内
容
の
開
示

管
理
体
制

ろ
う
き
ん
の
概
要

ト
ピ
ッ
ク
ス

営
業
の
ご
案
内

財
務
デ
ー
タ

事
業
概
況

管
理
体
制

ろ
う
き
ん
の
概
要

ト
ピ
ッ
ク
ス

営
業
の
ご
案
内

財
務
デ
ー
タ

資
産
内
容
の
開
示

自己資本の構成に関する開示事項

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

「コア資本」とは
2014 年 3 月末から適用されたバーゼルⅢの基準では、規制される自己資本
を普通株式（普通出資）・内部留保等を中心とした「コア資本」と定義し、自己
資本の質の向上を促しています。協同組織金融機関については、さらに優先出
資をコア資本に算入することが認められており、普通出資＋内部留保＋優先出
資＋（△）調整・控除項目で構成されます。

「コア資本に係る基礎項目」とは
　告示では、コア資本に算入できる項目は「コア資本に係る基礎項目」として定
められております。算入できる項目は、普通出資、非累積的永久優先出資およ
び一般貸倒引当金等があげられ、2012年度までの旧告示において資本として認め
られていた劣後ローン等については算入できなくなりました（ただし、経過措置
が設けられています）。

「出資金」とは
　会員の皆様より出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対す
る最終的な引当てになる基本財産の額です。

「非累積的永久優先出資」とは
　優先出資とは、剰余金の配当の支払順序が普通出資者よりも優先する出資です
が、配当可能剰余金の額が減少した場合には、あらかじめ約束された優先的配当
の額を下回る配当となることがあります。
　この場合に、下回った相当額を、翌期以降に繰延べして支払う「累積型」に対
して、翌期以降に繰延べられないもののうち、満期のない社債型優先出資が「非
累積的永久優先出資」と呼ばれるものです。

「資本剰余金」とは
　「純資産」のうち「資本準備金」と「その他の資本剰余金」で構成されております。
　「資本準備金」は、時価等での発行となる優先出資について、発行価額の全額また
は2分の1を出資金勘定とし、残額を出資金勘定とは別の準備金という枠組みに組
み入れることができます。この準備金が「資本準備金」と呼ばれるものです。
　「その他資本剰余金」は、債務免除益や国庫補助金などを計上する贈与剰余金や、
自己株式の売却益などから成っており、資本準備金とともに資本剰余金を構成しま
す。通常、ろうきんの取引から生ずることはありません。

「利益剰余金の額」とは
　万が一の際の損失を補填するために留保している「利益準備金」および「その他
利益剰余金」から構成されています。
　「利益準備金」は、労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が出資金
の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金
額を、万が一の際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金
を指します。
　「特別積立金」は、当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継
続していくために、以下のとおり各目的で積み立てている積立金の合計額です。

(1) 金利変動準備積立金
市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金のことです。

(2) 機械化積立金
事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り上
げるための積立金のことです。

(3) 配当準備積立金
配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するための
積立金です。

(4) 経営基盤強化積立金
将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。

「外部流出予定額」とは
　当期の剰余金のうち、出資配当や利用配当のような形で会員の皆様へ還元するこ
とが予定されるものを指しています。

「上記以外に該当するものの額」とは
　出資金や資本剰余金等以外のもの、たとえば処分未済持分や自己優先出資等の額
が含まれます。

「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用または損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および退職給付引当金の三種類を引
き当てております。
　このうち、一般貸倒引当金は、特定の債権の貸倒に対して引き当てるというもの
ではありません。貸出金の償却という特定の目的のための引当という制約はありま
すが、資産の部の単なる控除項目というよりは資本としての色彩が強いと見ること
ができ、自己資本の額として「コア資本に係る基礎項目」への算入が認められてい
ます。（算入上限は信用リスク・アセットの額の合計額の1.25％）

「土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額」とは
　労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として計
上することが認められていました。
　2012年度までの旧告示では、この「差額」の45％は自己資本の補完的項目
（Tier2）に加算することが認められていましたが、2013年度以降適用された告示
では自己資本に算入できない取扱いとなりました。
　（経過措置を適用した場合、2014年3月31日から2024年3月30日までの
10年間、各時点の「差額」の45％を基準とする算入可能額をコア資本へ算入（算
入割合は年々減少）することが可能でした。一方で、当該土地の信用リスク・アセ
ットの額は、経過措置適用期間中は再評価額に基づいて計算した額を信用リスク・
アセットの額の合計額に算入していました。当金庫ではこの経過措置を適用してお
りました。）

「コア資本に係る調整項目」とは
　2013 年度以降適用された告示では、損失吸収力の乏しい資産や金融シス
テム全体のリスクを高める資産等について、「コア資本に係る調整項目」とし
て定め、コア資本から控除する扱いとなりました。算入される項目は、無形
固定資産や前払年金費用、繰延税金資産等があげられます。

「のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額」
とは
　無形固定資産のうち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外のその他無形固定資産 ( ソフトウェアやリース資産、電話加入権等）
は、市場換金性が乏しく、いざという時に売却しても損失の吸収にあてること
が事実上困難であることから、「コア資本に係る調整項目」としてコア資本から
全額が控除されます。

「証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額」とは
　証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取
引関連費用および売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴
い増加した自己資本に相当する額」です。

「証券化エクスポージャー」とは
　証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不
動産など一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証
券等を発行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リス
クにさらされている資産等の金額のことです。

「前払年金費用の額」とは
　退職給付会計では、年金資産の金額が退職給付債務の金額を上回る場合、
前払年金費用として資産計上されますが、必ずしも金庫が損失の吸収のため
に自由にあてることができる財産ではないことから、「コア資本に係る調整項
目」としてコア資本から控除されます。

「自己資本の額」とは
　以上のコア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整項目の額を控
除した金額が、自己資本比率計算で使う自己資本の額となります。

自己資本の充実の状況

9.40 9.38

（注）　当金庫は、「労働金庫法第 94条第 1項において準用する銀行法第 14条
の 2の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成 18年金融庁・厚生労働省告示第 7号）」（以下、「自己資本比率
告示」といいます。）により、自己資本比率を算定しています。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

１ .「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの利
息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示
す「役務取引等利益」、債券などの売買損益を示す「そ
の他業務利益」の合計です。　

２ .「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金繰入
額」および「経費」を控除したもので、金融機関の基本
的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。なお、
業務純益から控除する「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引
当金が全体として繰入超過の場合、個別貸倒引当金繰入
額（または取崩額）を除きます。また、同じく「経費」は、
退職給付費用のうち数理計算上の差異の償却額など臨時
的な経費等を除きます。

３ .「実質業務純益」とは、業務純益に一般貸倒引当金繰入
額を加えた利益指標です。

４ .「コア業務純益」とは、実質業務純益から国債等債券関
係損益による一時的な変動要因を除いた利益指標です。

５ .「コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）」とは、コア
業務純益から投資信託解約損益を除いた利益指標です。

1. 　貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
2. 　当金庫は、「労働金庫法第94条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号）」により、自己資本比率を算定しています。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 支
資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高
資金運用収益（受取利息）
資金運用収益増減（△）額
資 金 運 用 利 回 り
資 金 調 達 勘 定 平 均 残 高
資金調達費用（支払利息）
資金調達費用増減（△）額
資 金 調 達 利 回 り
資 金 調 達 原 価 率
資 金 利 鞘
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
総 資 産 業 務 純 益 率
純 資 産 経 常 利 益 率
純 資 産 当 期 純 利 益 率
純 資 産 業 務 純 益 率

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
出 資 総 額
出 資 総 口 数（   口   ）
出 資 に 対 す る 配 当 金
職 　 員 　 数（ 人 ）
単 体 自 己 資 本 比 率（%）

22,042
0.89
5,900
5,900
5,342

5,342

24,052
△ 3,364
1,355

2,469,925
25,356
△ 211
1.02

2,383,746
1,306
△ 404
0.05
0.73
0.29
0.23
0.16
0.23
4.75
3.35
4.78

21,318
0.86
5,699
5,699
6,068

6,068

23,860
△ 3,182

641
2,456,475
25,567
491
1.04

2,374,584
1,710
△ 142
0.07
0.72
0.32
0.22
0.15
0.22
4.59
3.24
4.62

主要な経営指標

（注）

目項

業務粗利益率=
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

６. 利益率・純益率

目項

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

総資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

総資産
（除く債務保証見返）平均残高

×100=

純資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

純資産
（外部流出額を除く）期末残高

×100=

（注）

● 主要な業務の状況を示す指標

● 主要な事業の状況を示す指標

2022年度 2023年度

2019年度 2020年度
28,462
5,083
3,636

125,179
2,350,170
2,076,783
1,244,519
391,797
7,483

7,483,996
199
1,147
9.52

27,801
4,903
3,552

127,358
2,425,063
2,170,280
1,279,023
364,573
8,484

8,484,686
229
1,103
9.54

28,330
5,861
4,130

123,728
2,502,812
2,288,608
1,414,956
250,074
8,484

8,484,686
254
1,090
9.38

2023年度
28,694
5,652
3,992

123,586
2,527,071
2,285,597
1,359,236
295,355
8,484

8,484,686
254
1,088
9.40

2022年度
27,264
5,320
3,863

126,496
2,448,009
2,229,211
1,300,981
342,405
8,484

8,484,686
254
1,097
9.58

2021年度

単体自己資本比率（国内基準）

「自己資本比率」とは

（単位：％）

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額（注1）－コア資本に係る調整項目の額（注2））
自己資本比率=

信用リスク・アセットの額の合計額（注3）+オペレーショナル・リスク相当額×12.5（注4）
（注1）出資金、利益剰余金等の会員勘定、一般貸倒引当金の一定額等の合計
（注2）無形固定資産、繰延税金資産、自己保有の普通出資、労金連合会への普通出資等の合計
（注3）資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額（含むオフバランス取引等）、ＣＶＡリスク相当額を8％

で除して得た額、中央清算機関関連エクスポージャーの額の合計額
（注4）8％（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5 を乗じています。

×100

2023 年度末2022年度末

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標
です。海外に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる基準が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる基準が
適用されます。

① 信用リスク・アセットの額の合計額の計算方法　
「標準的手法」および「内部格付手法」のうち、当金庫は、「標準的手法」（注）
を採用しています。
（注）標準的手法…細分化されたリスク・ウェイトを資産に乗じて信用

リスク・アセットを算出します。
主な資産のリスク・ウェイトは、抵当権付住宅ローン
が35％、住宅ローン以外の個人向けローン（１億円
以下）が75％です。また、事業法人向けローン、社
債等のリスク・ウェイトは、適格格付機関の格付等に
応じて設定されたリスク・ウェイトが適用されます。

② オペレーショナル・リスク相当額の計算方法
「基礎的手法」、「粗利益配分手法」および「先進的計測手法」のうち、
当金庫は、「基礎的手法」（注）を採用しています。
（注）基礎的手法…粗利益の15％（直近3年の平均値）をオペレーショ

ナル・リスク相当額とします。

　国内業務のみを行う労働金庫においては、自己資本比率が4％に満たな
い場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。これ
が「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令
です。

　当金庫の自己資本比率は9.38％であり、行政措置を受けることはあり
ません。引き続き保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、一方
で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいり
ます。

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

（単位：百万円、％）

項　　　　　　　　目 前期末
（2022年度末）

当期末
（2023年度末）

コア資本に係る基礎項目　（1）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 108,768 112,382

うち、出資金および資本剰余金の額 8,484 8,484

うち、利益剰余金の額 100,753 104,416

うち、外部流出予定額（△） 469 519

うち、上記以外に該当するものの額 △0 △0

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 13 14

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 13 14

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の 45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 78

コア資本に係る基礎項目の額　（イ） 108,861 112,396

コア資本に係る調整項目　（2）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 185 176

うち、のれんに係るものの額 － －

うち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 185 176

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －

適格引当金不足額 － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －

前払年金費用の額 438 580

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －

労働金庫連合会の対象普通出資等の額 － －

特定項目に係る 10パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る 15パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額　（ロ）  624 756

自己資本

自己資本の額　（（イ）－（ロ））　 （ハ） 108,237 111,639

リスク・アセット等　（3）

信用リスク・アセットの額の合計額 1,109,698 1,147,990

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 1,754

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － －

うち、上記以外に該当するものの額 1,754

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を 8パーセントで除して得た額 41,162 41,727

信用リスク・アセット調整額 － －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －

リスク・アセット等の額の合計額　（ニ） 1,150,861 1,189,717

自己資本比率

自己資本比率　（（ハ）/（ニ）） 9.40 9.38 13
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自己資本の構成に関する開示事項

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

「コア資本」とは
2014 年 3 月末から適用されたバーゼルⅢの基準では、規制される自己資本
を普通株式（普通出資）・内部留保等を中心とした「コア資本」と定義し、自己
資本の質の向上を促しています。協同組織金融機関については、さらに優先出
資をコア資本に算入することが認められており、普通出資＋内部留保＋優先出
資＋（△）調整・控除項目で構成されます。

「コア資本に係る基礎項目」とは
　告示では、コア資本に算入できる項目は「コア資本に係る基礎項目」として定
められております。算入できる項目は、普通出資、非累積的永久優先出資およ
び一般貸倒引当金等があげられ、2012年度までの旧告示において資本として認め
られていた劣後ローン等については算入できなくなりました（ただし、経過措置
が設けられています）。

「出資金」とは
　会員の皆様より出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対す
る最終的な引当てになる基本財産の額です。

「非累積的永久優先出資」とは
　優先出資とは、剰余金の配当の支払順序が普通出資者よりも優先する出資です
が、配当可能剰余金の額が減少した場合には、あらかじめ約束された優先的配当
の額を下回る配当となることがあります。
　この場合に、下回った相当額を、翌期以降に繰延べして支払う「累積型」に対
して、翌期以降に繰延べられないもののうち、満期のない社債型優先出資が「非
累積的永久優先出資」と呼ばれるものです。

「資本剰余金」とは
　「純資産」のうち「資本準備金」と「その他の資本剰余金」で構成されております。
　「資本準備金」は、時価等での発行となる優先出資について、発行価額の全額また
は2分の1を出資金勘定とし、残額を出資金勘定とは別の準備金という枠組みに組
み入れることができます。この準備金が「資本準備金」と呼ばれるものです。
　「その他資本剰余金」は、債務免除益や国庫補助金などを計上する贈与剰余金や、
自己株式の売却益などから成っており、資本準備金とともに資本剰余金を構成しま
す。通常、ろうきんの取引から生ずることはありません。

「利益剰余金の額」とは
　万が一の際の損失を補填するために留保している「利益準備金」および「その他
利益剰余金」から構成されています。
　「利益準備金」は、労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が出資金
の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金
額を、万が一の際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金
を指します。
　「特別積立金」は、当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継
続していくために、以下のとおり各目的で積み立てている積立金の合計額です。

(1) 金利変動準備積立金
市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金のことです。

(2) 機械化積立金
事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り上
げるための積立金のことです。

(3) 配当準備積立金
配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するための
積立金です。

(4) 経営基盤強化積立金
将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。

「外部流出予定額」とは
　当期の剰余金のうち、出資配当や利用配当のような形で会員の皆様へ還元するこ
とが予定されるものを指しています。

「上記以外に該当するものの額」とは
　出資金や資本剰余金等以外のもの、たとえば処分未済持分や自己優先出資等の額
が含まれます。

「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用または損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および退職給付引当金の三種類を引
き当てております。
　このうち、一般貸倒引当金は、特定の債権の貸倒に対して引き当てるというもの
ではありません。貸出金の償却という特定の目的のための引当という制約はありま
すが、資産の部の単なる控除項目というよりは資本としての色彩が強いと見ること
ができ、自己資本の額として「コア資本に係る基礎項目」への算入が認められてい
ます。（算入上限は信用リスク・アセットの額の合計額の1.25％）

「土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額」とは
　労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として計
上することが認められていました。
　2012年度までの旧告示では、この「差額」の45％は自己資本の補完的項目
（Tier2）に加算することが認められていましたが、2013年度以降適用された告示
では自己資本に算入できない取扱いとなりました。
　（経過措置を適用した場合、2014年3月31日から2024年3月30日までの
10年間、各時点の「差額」の45％を基準とする算入可能額をコア資本へ算入（算
入割合は年々減少）することが可能でした。一方で、当該土地の信用リスク・アセ
ットの額は、経過措置適用期間中は再評価額に基づいて計算した額を信用リスク・
アセットの額の合計額に算入していました。当金庫ではこの経過措置を適用してお
りました。）

「コア資本に係る調整項目」とは
　2013 年度以降適用された告示では、損失吸収力の乏しい資産や金融シス
テム全体のリスクを高める資産等について、「コア資本に係る調整項目」とし
て定め、コア資本から控除する扱いとなりました。算入される項目は、無形
固定資産や前払年金費用、繰延税金資産等があげられます。

「のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額」
とは
　無形固定資産のうち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外のその他無形固定資産 ( ソフトウェアやリース資産、電話加入権等）
は、市場換金性が乏しく、いざという時に売却しても損失の吸収にあてること
が事実上困難であることから、「コア資本に係る調整項目」としてコア資本から
全額が控除されます。

「証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額」とは
　証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取
引関連費用および売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴
い増加した自己資本に相当する額」です。

「証券化エクスポージャー」とは
　証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不
動産など一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証
券等を発行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リス
クにさらされている資産等の金額のことです。

「前払年金費用の額」とは
　退職給付会計では、年金資産の金額が退職給付債務の金額を上回る場合、
前払年金費用として資産計上されますが、必ずしも金庫が損失の吸収のため
に自由にあてることができる財産ではないことから、「コア資本に係る調整項
目」としてコア資本から控除されます。

「自己資本の額」とは
　以上のコア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整項目の額を控
除した金額が、自己資本比率計算で使う自己資本の額となります。

自己資本の充実の状況

9.40 9.38

（注）　当金庫は、「労働金庫法第 94条第 1項において準用する銀行法第 14条
の 2の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成 18年金融庁・厚生労働省告示第 7号）」（以下、「自己資本比率
告示」といいます。）により、自己資本比率を算定しています。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

１ .「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの利
息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示
す「役務取引等利益」、債券などの売買損益を示す「そ
の他業務利益」の合計です。　

２ .「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金繰入
額」および「経費」を控除したもので、金融機関の基本
的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。なお、
業務純益から控除する「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引
当金が全体として繰入超過の場合、個別貸倒引当金繰入
額（または取崩額）を除きます。また、同じく「経費」は、
退職給付費用のうち数理計算上の差異の償却額など臨時
的な経費等を除きます。

３ .「実質業務純益」とは、業務純益に一般貸倒引当金繰入
額を加えた利益指標です。

４ .「コア業務純益」とは、実質業務純益から国債等債券関
係損益による一時的な変動要因を除いた利益指標です。

５ .「コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）」とは、コア
業務純益から投資信託解約損益を除いた利益指標です。

1. 　貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
2. 　当金庫は、「労働金庫法第94条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号）」により、自己資本比率を算定しています。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 支
資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高
資金運用収益（受取利息）
資金運用収益増減（△）額
資 金 運 用 利 回 り
資 金 調 達 勘 定 平 均 残 高
資金調達費用（支払利息）
資金調達費用増減（△）額
資 金 調 達 利 回 り
資 金 調 達 原 価 率
資 金 利 鞘
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
総 資 産 業 務 純 益 率
純 資 産 経 常 利 益 率
純 資 産 当 期 純 利 益 率
純 資 産 業 務 純 益 率

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
出 資 総 額
出 資 総 口 数（   口   ）
出 資 に 対 す る 配 当 金
職 　 員 　 数（ 人 ）
単 体 自 己 資 本 比 率（%）

22,042
0.89
5,900
5,900
5,342

5,342

24,052
△ 3,364
1,355

2,469,925
25,356
△ 211
1.02

2,383,746
1,306
△ 404
0.05
0.73
0.29
0.23
0.16
0.23
4.75
3.35
4.78

21,318
0.86
5,699
5,699
6,068

6,068

23,860
△ 3,182

641
2,456,475
25,567
491
1.04

2,374,584
1,710
△ 142
0.07
0.72
0.32
0.22
0.15
0.22
4.59
3.24
4.62

主要な経営指標

（注）

目項

業務粗利益率=
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

６. 利益率・純益率

目項

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

総資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

総資産
（除く債務保証見返）平均残高

×100=

純資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

純資産
（外部流出額を除く）期末残高

×100=

（注）

● 主要な業務の状況を示す指標

● 主要な事業の状況を示す指標

2022年度 2023年度

2019年度 2020年度
28,462
5,083
3,636

125,179
2,350,170
2,076,783
1,244,519
391,797
7,483

7,483,996
199
1,147
9.52

27,801
4,903
3,552

127,358
2,425,063
2,170,280
1,279,023
364,573
8,484

8,484,686
229
1,103
9.54

28,330
5,861
4,130

123,728
2,502,812
2,288,608
1,414,956
250,074
8,484

8,484,686
254
1,090
9.38

2023年度
28,694
5,652
3,992

123,586
2,527,071
2,285,597
1,359,236
295,355
8,484

8,484,686
254
1,088
9.40

2022年度
27,264
5,320
3,863

126,496
2,448,009
2,229,211
1,300,981
342,405
8,484

8,484,686
254
1,097
9.58

2021年度

単体自己資本比率（国内基準）

「自己資本比率」とは

（単位：％）

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額（注1）－コア資本に係る調整項目の額（注2））
自己資本比率=

信用リスク・アセットの額の合計額（注3）+オペレーショナル・リスク相当額×12.5（注4）
（注1）出資金、利益剰余金等の会員勘定、一般貸倒引当金の一定額等の合計
（注2）無形固定資産、繰延税金資産、自己保有の普通出資、労金連合会への普通出資等の合計
（注3）資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額（含むオフバランス取引等）、ＣＶＡリスク相当額を8％

で除して得た額、中央清算機関関連エクスポージャーの額の合計額
（注4）8％（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5 を乗じています。

×100

2023 年度末2022年度末

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標
です。海外に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる基準が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる基準が
適用されます。

① 信用リスク・アセットの額の合計額の計算方法　
「標準的手法」および「内部格付手法」のうち、当金庫は、「標準的手法」（注）
を採用しています。
（注）標準的手法…細分化されたリスク・ウェイトを資産に乗じて信用

リスク・アセットを算出します。
主な資産のリスク・ウェイトは、抵当権付住宅ローン
が35％、住宅ローン以外の個人向けローン（１億円
以下）が75％です。また、事業法人向けローン、社
債等のリスク・ウェイトは、適格格付機関の格付等に
応じて設定されたリスク・ウェイトが適用されます。

② オペレーショナル・リスク相当額の計算方法
「基礎的手法」、「粗利益配分手法」および「先進的計測手法」のうち、
当金庫は、「基礎的手法」（注）を採用しています。
（注）基礎的手法…粗利益の15％（直近3年の平均値）をオペレーショ

ナル・リスク相当額とします。

　国内業務のみを行う労働金庫においては、自己資本比率が4％に満たな
い場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。これ
が「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令
です。

　当金庫の自己資本比率は9.38％であり、行政措置を受けることはあり
ません。引き続き保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、一方
で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいり
ます。
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自己資本の構成に関する開示事項

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

「コア資本」とは
2014 年 3 月末から適用されたバーゼルⅢの基準では、規制される自己資本
を普通株式（普通出資）・内部留保等を中心とした「コア資本」と定義し、自己
資本の質の向上を促しています。協同組織金融機関については、さらに優先出
資をコア資本に算入することが認められており、普通出資＋内部留保＋優先出
資＋（△）調整・控除項目で構成されます。

「コア資本に係る基礎項目」とは
　告示では、コア資本に算入できる項目は「コア資本に係る基礎項目」として定
められております。算入できる項目は、普通出資、非累積的永久優先出資およ
び一般貸倒引当金等があげられ、2012年度までの旧告示において資本として認め
られていた劣後ローン等については算入できなくなりました（ただし、経過措置
が設けられています）。

「出資金」とは
　会員の皆様より出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対す
る最終的な引当てになる基本財産の額です。

「非累積的永久優先出資」とは
　優先出資とは、剰余金の配当の支払順序が普通出資者よりも優先する出資です
が、配当可能剰余金の額が減少した場合には、あらかじめ約束された優先的配当
の額を下回る配当となることがあります。
　この場合に、下回った相当額を、翌期以降に繰延べして支払う「累積型」に対
して、翌期以降に繰延べられないもののうち、満期のない社債型優先出資が「非
累積的永久優先出資」と呼ばれるものです。

「資本剰余金」とは
　「純資産」のうち「資本準備金」と「その他の資本剰余金」で構成されております。
　「資本準備金」は、時価等での発行となる優先出資について、発行価額の全額また
は2分の1を出資金勘定とし、残額を出資金勘定とは別の準備金という枠組みに組
み入れることができます。この準備金が「資本準備金」と呼ばれるものです。
　「その他資本剰余金」は、債務免除益や国庫補助金などを計上する贈与剰余金や、
自己株式の売却益などから成っており、資本準備金とともに資本剰余金を構成しま
す。通常、ろうきんの取引から生ずることはありません。

「利益剰余金の額」とは
　万が一の際の損失を補填するために留保している「利益準備金」および「その他
利益剰余金」から構成されています。
　「利益準備金」は、労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が出資金
の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金
額を、万が一の際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金
を指します。
　「特別積立金」は、当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継
続していくために、以下のとおり各目的で積み立てている積立金の合計額です。

(1) 金利変動準備積立金
市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金のことです。

(2) 機械化積立金
事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り上
げるための積立金のことです。

(3) 配当準備積立金
配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するための
積立金です。

(4) 経営基盤強化積立金
将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。

「外部流出予定額」とは
　当期の剰余金のうち、出資配当や利用配当のような形で会員の皆様へ還元するこ
とが予定されるものを指しています。

「上記以外に該当するものの額」とは
　出資金や資本剰余金等以外のもの、たとえば処分未済持分や自己優先出資等の額
が含まれます。

「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用または損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および退職給付引当金の三種類を引
き当てております。
　このうち、一般貸倒引当金は、特定の債権の貸倒に対して引き当てるというもの
ではありません。貸出金の償却という特定の目的のための引当という制約はありま
すが、資産の部の単なる控除項目というよりは資本としての色彩が強いと見ること
ができ、自己資本の額として「コア資本に係る基礎項目」への算入が認められてい
ます。（算入上限は信用リスク・アセットの額の合計額の1.25％）

「土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額」とは
　労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として計
上することが認められていました。
　2012年度までの旧告示では、この「差額」の45％は自己資本の補完的項目
（Tier2）に加算することが認められていましたが、2013年度以降適用された告示
では自己資本に算入できない取扱いとなりました。
　（経過措置を適用した場合、2014年3月31日から2024年3月30日までの
10年間、各時点の「差額」の45％を基準とする算入可能額をコア資本へ算入（算
入割合は年々減少）することが可能でした。一方で、当該土地の信用リスク・アセ
ットの額は、経過措置適用期間中は再評価額に基づいて計算した額を信用リスク・
アセットの額の合計額に算入していました。当金庫ではこの経過措置を適用してお
りました。）

「コア資本に係る調整項目」とは
　2013 年度以降適用された告示では、損失吸収力の乏しい資産や金融シス
テム全体のリスクを高める資産等について、「コア資本に係る調整項目」とし
て定め、コア資本から控除する扱いとなりました。算入される項目は、無形
固定資産や前払年金費用、繰延税金資産等があげられます。

「のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額」
とは
　無形固定資産のうち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外のその他無形固定資産 ( ソフトウェアやリース資産、電話加入権等）
は、市場換金性が乏しく、いざという時に売却しても損失の吸収にあてること
が事実上困難であることから、「コア資本に係る調整項目」としてコア資本から
全額が控除されます。

「証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額」とは
　証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取
引関連費用および売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴
い増加した自己資本に相当する額」です。

「証券化エクスポージャー」とは
　証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不
動産など一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証
券等を発行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リス
クにさらされている資産等の金額のことです。

「前払年金費用の額」とは
　退職給付会計では、年金資産の金額が退職給付債務の金額を上回る場合、
前払年金費用として資産計上されますが、必ずしも金庫が損失の吸収のため
に自由にあてることができる財産ではないことから、「コア資本に係る調整項
目」としてコア資本から控除されます。

「自己資本の額」とは
　以上のコア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整項目の額を控
除した金額が、自己資本比率計算で使う自己資本の額となります。

自己資本の充実の状況

9.40 9.38

（注）　当金庫は、「労働金庫法第 94条第 1項において準用する銀行法第 14条
の 2の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成 18年金融庁・厚生労働省告示第 7号）」（以下、「自己資本比率
告示」といいます。）により、自己資本比率を算定しています。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

１ .「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの利
息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示
す「役務取引等利益」、債券などの売買損益を示す「そ
の他業務利益」の合計です。　

２ .「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金繰入
額」および「経費」を控除したもので、金融機関の基本
的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。なお、
業務純益から控除する「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引
当金が全体として繰入超過の場合、個別貸倒引当金繰入
額（または取崩額）を除きます。また、同じく「経費」は、
退職給付費用のうち数理計算上の差異の償却額など臨時
的な経費等を除きます。

３ .「実質業務純益」とは、業務純益に一般貸倒引当金繰入
額を加えた利益指標です。

４ .「コア業務純益」とは、実質業務純益から国債等債券関
係損益による一時的な変動要因を除いた利益指標です。

５ .「コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）」とは、コア
業務純益から投資信託解約損益を除いた利益指標です。

1. 　貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
2. 　当金庫は、「労働金庫法第94条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、労働金庫および労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号）」により、自己資本比率を算定しています。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 支
資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高
資金運用収益（受取利息）
資金運用収益増減（△）額
資 金 運 用 利 回 り
資 金 調 達 勘 定 平 均 残 高
資金調達費用（支払利息）
資金調達費用増減（△）額
資 金 調 達 利 回 り
資 金 調 達 原 価 率
資 金 利 鞘
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
総 資 産 業 務 純 益 率
純 資 産 経 常 利 益 率
純 資 産 当 期 純 利 益 率
純 資 産 業 務 純 益 率

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
出 資 総 額
出 資 総 口 数（   口   ）
出 資 に 対 す る 配 当 金
職 　 員 　 数（ 人 ）
単 体 自 己 資 本 比 率（%）

22,042
0.89
5,900
5,900
5,342

5,342

24,052
△ 3,364
1,355

2,469,925
25,356
△ 211
1.02

2,383,746
1,306
△ 404
0.05
0.73
0.29
0.23
0.16
0.23
4.75
3.35
4.78

21,318
0.86
5,699
5,699
6,068

6,068

23,860
△ 3,182

641
2,456,475
25,567
491
1.04

2,374,584
1,710
△ 142
0.07
0.72
0.32
0.22
0.15
0.22
4.59
3.24
4.62

主要な経営指標

（注）

目項

業務粗利益率=
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

６. 利益率・純益率

目項

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

総資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

総資産
（除く債務保証見返）平均残高

×100=

純資産（純）利益率
（又は純益率）

（純）利益（又は純益）

純資産
（外部流出額を除く）期末残高

×100=

（注）

● 主要な業務の状況を示す指標

● 主要な事業の状況を示す指標

2022年度 2023年度

2019年度 2020年度
28,462
5,083
3,636

125,179
2,350,170
2,076,783
1,244,519
391,797
7,483

7,483,996
199
1,147
9.52

27,801
4,903
3,552

127,358
2,425,063
2,170,280
1,279,023
364,573
8,484

8,484,686
229
1,103
9.54

28,330
5,861
4,130

123,728
2,502,812
2,288,608
1,414,956
250,074
8,484

8,484,686
254
1,090
9.38

2023年度
28,694
5,652
3,992

123,586
2,527,071
2,285,597
1,359,236
295,355
8,484

8,484,686
254
1,088
9.40

2022年度
27,264
5,320
3,863

126,496
2,448,009
2,229,211
1,300,981
342,405
8,484

8,484,686
254
1,097
9.58

2021年度

単体自己資本比率（国内基準）

「自己資本比率」とは

（単位：％）

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額（注1）－コア資本に係る調整項目の額（注2））
自己資本比率=

信用リスク・アセットの額の合計額（注3）+オペレーショナル・リスク相当額×12.5（注4）
（注1）出資金、利益剰余金等の会員勘定、一般貸倒引当金の一定額等の合計
（注2）無形固定資産、繰延税金資産、自己保有の普通出資、労金連合会への普通出資等の合計
（注3）資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額（含むオフバランス取引等）、ＣＶＡリスク相当額を8％

で除して得た額、中央清算機関関連エクスポージャーの額の合計額
（注4）8％（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5 を乗じています。

×100

2023 年度末2022年度末

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標
です。海外に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる基準が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる基準が
適用されます。

① 信用リスク・アセットの額の合計額の計算方法　
「標準的手法」および「内部格付手法」のうち、当金庫は、「標準的手法」（注）
を採用しています。
（注）標準的手法…細分化されたリスク・ウェイトを資産に乗じて信用

リスク・アセットを算出します。
主な資産のリスク・ウェイトは、抵当権付住宅ローン
が35％、住宅ローン以外の個人向けローン（１億円
以下）が75％です。また、事業法人向けローン、社
債等のリスク・ウェイトは、適格格付機関の格付等に
応じて設定されたリスク・ウェイトが適用されます。

② オペレーショナル・リスク相当額の計算方法
「基礎的手法」、「粗利益配分手法」および「先進的計測手法」のうち、
当金庫は、「基礎的手法」（注）を採用しています。
（注）基礎的手法…粗利益の15％（直近3年の平均値）をオペレーショ

ナル・リスク相当額とします。

　国内業務のみを行う労働金庫においては、自己資本比率が4％に満たな
い場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。これ
が「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令
です。

　当金庫の自己資本比率は9.38％であり、行政措置を受けることはあり
ません。引き続き保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、一方
で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいり
ます。

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

（単位：百万円、％）

項　　　　　　　　目 前期末
（2022年度末）

当期末
（2023年度末）

コア資本に係る基礎項目　（1）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 108,768 112,382

うち、出資金および資本剰余金の額 8,484 8,484

うち、利益剰余金の額 100,753 104,416

うち、外部流出予定額（△） 469 519

うち、上記以外に該当するものの額 △0 △0

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 13 14

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 13 14

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の 45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 78

コア資本に係る基礎項目の額　（イ） 108,861 112,396

コア資本に係る調整項目　（2）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 185 176

うち、のれんに係るものの額 － －

うち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 185 176

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －

適格引当金不足額 － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －

前払年金費用の額 438 580

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －

労働金庫連合会の対象普通出資等の額 － －

特定項目に係る 10パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る 15パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額　（ロ）  624 756

自己資本

自己資本の額　（（イ）－（ロ））　 （ハ） 108,237 111,639

リスク・アセット等　（3）

信用リスク・アセットの額の合計額 1,109,698 1,147,990

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 1,754

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － －

うち、上記以外に該当するものの額 1,754

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を 8パーセントで除して得た額 41,162 41,727

信用リスク・アセット調整額 － －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －

リスク・アセット等の額の合計額　（ニ） 1,150,861 1,189,717

自己資本比率

自己資本比率　（（ハ）/（ニ）） 9.40 9.38 13
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自己資本の構成に関する開示事項

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

「コア資本」とは
2014 年 3 月末から適用されたバーゼルⅢの基準では、規制される自己資本
を普通株式（普通出資）・内部留保等を中心とした「コア資本」と定義し、自己
資本の質の向上を促しています。協同組織金融機関については、さらに優先出
資をコア資本に算入することが認められており、普通出資＋内部留保＋優先出
資＋（△）調整・控除項目で構成されます。

「コア資本に係る基礎項目」とは
　告示では、コア資本に算入できる項目は「コア資本に係る基礎項目」として定
められております。算入できる項目は、普通出資、非累積的永久優先出資およ
び一般貸倒引当金等があげられ、2012年度までの旧告示において資本として認め
られていた劣後ローン等については算入できなくなりました（ただし、経過措置
が設けられています）。

「出資金」とは
　会員の皆様より出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対す
る最終的な引当てになる基本財産の額です。

「非累積的永久優先出資」とは
　優先出資とは、剰余金の配当の支払順序が普通出資者よりも優先する出資です
が、配当可能剰余金の額が減少した場合には、あらかじめ約束された優先的配当
の額を下回る配当となることがあります。
　この場合に、下回った相当額を、翌期以降に繰延べして支払う「累積型」に対
して、翌期以降に繰延べられないもののうち、満期のない社債型優先出資が「非
累積的永久優先出資」と呼ばれるものです。

「資本剰余金」とは
　「純資産」のうち「資本準備金」と「その他の資本剰余金」で構成されております。
　「資本準備金」は、時価等での発行となる優先出資について、発行価額の全額また
は2分の1を出資金勘定とし、残額を出資金勘定とは別の準備金という枠組みに組
み入れることができます。この準備金が「資本準備金」と呼ばれるものです。
　「その他資本剰余金」は、債務免除益や国庫補助金などを計上する贈与剰余金や、
自己株式の売却益などから成っており、資本準備金とともに資本剰余金を構成しま
す。通常、ろうきんの取引から生ずることはありません。

「利益剰余金の額」とは
　万が一の際の損失を補填するために留保している「利益準備金」および「その他
利益剰余金」から構成されています。
　「利益準備金」は、労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が出資金
の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金
額を、万が一の際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金
を指します。
　「特別積立金」は、当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継
続していくために、以下のとおり各目的で積み立てている積立金の合計額です。

(1) 金利変動準備積立金
市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金のことです。

(2) 機械化積立金
事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り上
げるための積立金のことです。

(3) 配当準備積立金
配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するための
積立金です。

(4) 経営基盤強化積立金
将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。

「外部流出予定額」とは
　当期の剰余金のうち、出資配当や利用配当のような形で会員の皆様へ還元するこ
とが予定されるものを指しています。

「上記以外に該当するものの額」とは
　出資金や資本剰余金等以外のもの、たとえば処分未済持分や自己優先出資等の額
が含まれます。

「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用または損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および退職給付引当金の三種類を引
き当てております。
　このうち、一般貸倒引当金は、特定の債権の貸倒に対して引き当てるというもの
ではありません。貸出金の償却という特定の目的のための引当という制約はありま
すが、資産の部の単なる控除項目というよりは資本としての色彩が強いと見ること
ができ、自己資本の額として「コア資本に係る基礎項目」への算入が認められてい
ます。（算入上限は信用リスク・アセットの額の合計額の1.25％）

「土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額」とは
　労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として計
上することが認められていました。
　2012年度までの旧告示では、この「差額」の45％は自己資本の補完的項目
（Tier2）に加算することが認められていましたが、2013年度以降適用された告示
では自己資本に算入できない取扱いとなりました。
　（経過措置を適用した場合、2014年3月31日から2024年3月30日までの
10年間、各時点の「差額」の45％を基準とする算入可能額をコア資本へ算入（算
入割合は年々減少）することが可能でした。一方で、当該土地の信用リスク・アセ
ットの額は、経過措置適用期間中は再評価額に基づいて計算した額を信用リスク・
アセットの額の合計額に算入していました。当金庫ではこの経過措置を適用してお
りました。）

「コア資本に係る調整項目」とは
　2013 年度以降適用された告示では、損失吸収力の乏しい資産や金融シス
テム全体のリスクを高める資産等について、「コア資本に係る調整項目」とし
て定め、コア資本から控除する扱いとなりました。算入される項目は、無形
固定資産や前払年金費用、繰延税金資産等があげられます。

「のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額」
とは
　無形固定資産のうち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外のその他無形固定資産 ( ソフトウェアやリース資産、電話加入権等）
は、市場換金性が乏しく、いざという時に売却しても損失の吸収にあてること
が事実上困難であることから、「コア資本に係る調整項目」としてコア資本から
全額が控除されます。

「証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額」とは
　証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取
引関連費用および売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴
い増加した自己資本に相当する額」です。

「証券化エクスポージャー」とは
　証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不
動産など一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証
券等を発行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リス
クにさらされている資産等の金額のことです。

「前払年金費用の額」とは
　退職給付会計では、年金資産の金額が退職給付債務の金額を上回る場合、
前払年金費用として資産計上されますが、必ずしも金庫が損失の吸収のため
に自由にあてることができる財産ではないことから、「コア資本に係る調整項
目」としてコア資本から控除されます。

「自己資本の額」とは
　以上のコア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整項目の額を控
除した金額が、自己資本比率計算で使う自己資本の額となります。

信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

● 地域別
（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳

● 業種別
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自己資本調達手段の概要

自己資本の充実度に関する事項

当期末（2023年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

信用リスク （A）
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー （注３）

ソブリン向け（注４）
金融機関向け
事業法人等向け
中小企業等・個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
延滞債権（注５）  
その他（注６）

証券化エクスポージャー
（うち再証券化）

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
フォールバック方式（1250%）（注11）
蓋然性方式（400%）（注10）
蓋然性方式（250%）（注10）
マンデート方式（注９）
ルック・スルー方式（注８）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注７）

他の金融機関等の対象資本等調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額
ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額（注12）
中央清算機関関連エクスポージャー（注13）

オペレーショナル・リスク（注14）
　　　　　　

（Ｂ）
リスク・アセット、総所要自己資本額（Ａ）＋（Ｂ） 　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

（単位：百万円）
● 信用リスク等に対する所要自己資本の額

　2023年度末の自己資本は、出資金および利益剰余金等により構成されております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。 

普通出資 ①発行主体：東北労働金庫
②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：8,484 百万円

前期末（2022年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）
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0
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複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等）

その他の資産等
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延滞
エクスポージャー

（注３）
貸出金等取引

（注１） 債　券
店頭
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複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等）

その他の資産等
（注２）

合　計
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

現在の自己資本の充実状況について
　2023年度末の当金庫の自己資本比率は9.38％であり、国内基準の最低所要自己資本比率４％を大きく上回っています。
　また、自己資本のほぼ全額が出資金および利益剰余金で構成されていることから、質・量ともに充実していると評価しております。
　当金庫は、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と対照することによって管理する「統
合的リスク管理」によって自己資本の充実度を評価しております。
　具体的には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどのリスクに対してリスク資本を配賦し、定期的に計測する各リスクのリスク量が配賦したリスク資
本の範囲に収まっていることの確認を行っております。
将来の自己資本の充実策
　当金庫では、3ヵ年の中期経営計画および単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み
上げることにより、自己資本の充実を図ります。

自己資本の充実度に関する評価方法の概要

（注） １．リスク・アセットとは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した額のことです。なお、当
金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。
　貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。
　なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフバランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフバランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付
随して発生する債務保証に関係するものです。

２．所要自己資本＝リスク・アセット×4％ 
３．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。
４．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
５．「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
６．標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、その他の資産、出資金、固定資産、繰延税金資産等です。
７． 「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」は、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。この場合は、以下の
8.～11. の順序により、それぞれの方式のリスク・ウェイトが適用されます。

８．「ルック・スルー方式」は、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有してい
るものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。

　　　　ルック・スルー方式　＝　　　　  裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
９．「マンデート方式」は、ルック・スルー方式が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーの裏付けとなる資産等の運用基準に基づいて、次の計算により算出される割合をリスク・
ウェイトとして用います。

　　　　マンデート方式　　 　＝　　裏付けとなる資産等の運用基準に基づき、信用リスク・アセットの総額が最大となるように算出したエクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
10．「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが 250％または400％であるという蓋然性が高いと

推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。
11．「フォールバック方式」は「ルック・スルー方式」「マンデート方式」「蓋然性方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では1250％をリスク・ウェイトとして用います。
12．「ＣＶＡリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、ＣＶＡ（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との

差額）が変動するリスクのことをいいます。
13． 「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（ＣＣＰ）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保など例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要と

なりました。
14． オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定して

います。
      （基礎的手法の算定方法）
　　　　オペレーショナル・リスク　＝ 　　粗利益（直近 3年間のうち粗利益が正の値）×15％　　×12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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自己資本の構成に関する開示事項

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

「コア資本」とは
2014 年 3 月末から適用されたバーゼルⅢの基準では、規制される自己資本
を普通株式（普通出資）・内部留保等を中心とした「コア資本」と定義し、自己
資本の質の向上を促しています。協同組織金融機関については、さらに優先出
資をコア資本に算入することが認められており、普通出資＋内部留保＋優先出
資＋（△）調整・控除項目で構成されます。

「コア資本に係る基礎項目」とは
　告示では、コア資本に算入できる項目は「コア資本に係る基礎項目」として定
められております。算入できる項目は、普通出資、非累積的永久優先出資およ
び一般貸倒引当金等があげられ、2012年度までの旧告示において資本として認め
られていた劣後ローン等については算入できなくなりました（ただし、経過措置
が設けられています）。

「出資金」とは
　会員の皆様より出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対す
る最終的な引当てになる基本財産の額です。

「非累積的永久優先出資」とは
　優先出資とは、剰余金の配当の支払順序が普通出資者よりも優先する出資です
が、配当可能剰余金の額が減少した場合には、あらかじめ約束された優先的配当
の額を下回る配当となることがあります。
　この場合に、下回った相当額を、翌期以降に繰延べして支払う「累積型」に対
して、翌期以降に繰延べられないもののうち、満期のない社債型優先出資が「非
累積的永久優先出資」と呼ばれるものです。

「資本剰余金」とは
　「純資産」のうち「資本準備金」と「その他の資本剰余金」で構成されております。
　「資本準備金」は、時価等での発行となる優先出資について、発行価額の全額また
は2分の1を出資金勘定とし、残額を出資金勘定とは別の準備金という枠組みに組
み入れることができます。この準備金が「資本準備金」と呼ばれるものです。
　「その他資本剰余金」は、債務免除益や国庫補助金などを計上する贈与剰余金や、
自己株式の売却益などから成っており、資本準備金とともに資本剰余金を構成しま
す。通常、ろうきんの取引から生ずることはありません。

「利益剰余金の額」とは
　万が一の際の損失を補填するために留保している「利益準備金」および「その他
利益剰余金」から構成されています。
　「利益準備金」は、労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が出資金
の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金
額を、万が一の際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金
を指します。
　「特別積立金」は、当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継
続していくために、以下のとおり各目的で積み立てている積立金の合計額です。

(1) 金利変動準備積立金
市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金のことです。

(2) 機械化積立金
事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り上
げるための積立金のことです。

(3) 配当準備積立金
配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するための
積立金です。

(4) 経営基盤強化積立金
将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。

「外部流出予定額」とは
　当期の剰余金のうち、出資配当や利用配当のような形で会員の皆様へ還元するこ
とが予定されるものを指しています。

「上記以外に該当するものの額」とは
　出資金や資本剰余金等以外のもの、たとえば処分未済持分や自己優先出資等の額
が含まれます。

「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用または損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および退職給付引当金の三種類を引
き当てております。
　このうち、一般貸倒引当金は、特定の債権の貸倒に対して引き当てるというもの
ではありません。貸出金の償却という特定の目的のための引当という制約はありま
すが、資産の部の単なる控除項目というよりは資本としての色彩が強いと見ること
ができ、自己資本の額として「コア資本に係る基礎項目」への算入が認められてい
ます。（算入上限は信用リスク・アセットの額の合計額の1.25％）

「土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額」とは
　労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として計
上することが認められていました。
　2012年度までの旧告示では、この「差額」の45％は自己資本の補完的項目
（Tier2）に加算することが認められていましたが、2013年度以降適用された告示
では自己資本に算入できない取扱いとなりました。
　（経過措置を適用した場合、2014年3月31日から2024年3月30日までの
10年間、各時点の「差額」の45％を基準とする算入可能額をコア資本へ算入（算
入割合は年々減少）することが可能でした。一方で、当該土地の信用リスク・アセ
ットの額は、経過措置適用期間中は再評価額に基づいて計算した額を信用リスク・
アセットの額の合計額に算入していました。当金庫ではこの経過措置を適用してお
りました。）

「コア資本に係る調整項目」とは
　2013 年度以降適用された告示では、損失吸収力の乏しい資産や金融シス
テム全体のリスクを高める資産等について、「コア資本に係る調整項目」とし
て定め、コア資本から控除する扱いとなりました。算入される項目は、無形
固定資産や前払年金費用、繰延税金資産等があげられます。

「のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額」
とは
　無形固定資産のうち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外のその他無形固定資産 ( ソフトウェアやリース資産、電話加入権等）
は、市場換金性が乏しく、いざという時に売却しても損失の吸収にあてること
が事実上困難であることから、「コア資本に係る調整項目」としてコア資本から
全額が控除されます。

「証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額」とは
　証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取
引関連費用および売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴
い増加した自己資本に相当する額」です。

「証券化エクスポージャー」とは
　証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不
動産など一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証
券等を発行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リス
クにさらされている資産等の金額のことです。

「前払年金費用の額」とは
　退職給付会計では、年金資産の金額が退職給付債務の金額を上回る場合、
前払年金費用として資産計上されますが、必ずしも金庫が損失の吸収のため
に自由にあてることができる財産ではないことから、「コア資本に係る調整項
目」としてコア資本から控除されます。

「自己資本の額」とは
　以上のコア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整項目の額を控
除した金額が、自己資本比率計算で使う自己資本の額となります。

信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

● 地域別
（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳

● 業種別
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自己資本調達手段の概要

自己資本の充実度に関する事項

当期末（2023年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

信用リスク （A）
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー （注３）

ソブリン向け（注４）
金融機関向け
事業法人等向け
中小企業等・個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
延滞債権（注５）  
その他（注６）

証券化エクスポージャー
（うち再証券化）

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
フォールバック方式（1250%）（注11）
蓋然性方式（400%）（注10）
蓋然性方式（250%）（注10）
マンデート方式（注９）
ルック・スルー方式（注８）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注７）

他の金融機関等の対象資本等調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額
ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額（注12）
中央清算機関関連エクスポージャー（注13）

オペレーショナル・リスク（注14）
　　　　　　

（Ｂ）
リスク・アセット、総所要自己資本額（Ａ）＋（Ｂ） 　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

（単位：百万円）
● 信用リスク等に対する所要自己資本の額

　2023年度末の自己資本は、出資金および利益剰余金等により構成されております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。 

普通出資 ①発行主体：東北労働金庫
②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：8,484 百万円

前期末（2022年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）
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0
6,644
146

31,889
4,100
－
46

1,490
 －

（　　　　　－）
－
－
－
－
－
－
70

－

－
－

1,646
46,034

1,109,698
1,107,943

0
166,118
3,665

797,229
102,505

－
1,158
37,265

 －
（　　　　　－）

－
－
－
－
－
－

1,754

－

－
－

41,162
1,150,861
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貸出金等取引

（注１） 債　券
店頭

デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等）

その他の資産等
（注２）

合　計

延滞
エクスポージャー

（注３）
貸出金等取引

（注１） 債　券
店頭

デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等）

その他の資産等
（注２）
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（単位：百万円）

現在の自己資本の充実状況について
　2023年度末の当金庫の自己資本比率は9.38％であり、国内基準の最低所要自己資本比率４％を大きく上回っています。
　また、自己資本のほぼ全額が出資金および利益剰余金で構成されていることから、質・量ともに充実していると評価しております。
　当金庫は、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と対照することによって管理する「統
合的リスク管理」によって自己資本の充実度を評価しております。
　具体的には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどのリスクに対してリスク資本を配賦し、定期的に計測する各リスクのリスク量が配賦したリスク資
本の範囲に収まっていることの確認を行っております。
将来の自己資本の充実策
　当金庫では、3ヵ年の中期経営計画および単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み
上げることにより、自己資本の充実を図ります。

自己資本の充実度に関する評価方法の概要

（注） １．リスク・アセットとは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した額のことです。なお、当
金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。
　貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。
　なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフバランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフバランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付
随して発生する債務保証に関係するものです。

２．所要自己資本＝リスク・アセット×4％ 
３．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。
４．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
５．「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
６．標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、その他の資産、出資金、固定資産、繰延税金資産等です。
７． 「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」は、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。この場合は、以下の
8.～11. の順序により、それぞれの方式のリスク・ウェイトが適用されます。

８．「ルック・スルー方式」は、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有してい
るものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。

　　　　ルック・スルー方式　＝　　　　  裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
９．「マンデート方式」は、ルック・スルー方式が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーの裏付けとなる資産等の運用基準に基づいて、次の計算により算出される割合をリスク・
ウェイトとして用います。

　　　　マンデート方式　　 　＝　　裏付けとなる資産等の運用基準に基づき、信用リスク・アセットの総額が最大となるように算出したエクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
10．「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが 250％または400％であるという蓋然性が高いと

推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。
11．「フォールバック方式」は「ルック・スルー方式」「マンデート方式」「蓋然性方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では1250％をリスク・ウェイトとして用います。
12．「ＣＶＡリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、ＣＶＡ（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との

差額）が変動するリスクのことをいいます。
13． 「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（ＣＣＰ）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保など例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要と

なりました。
14． オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定して

います。
      （基礎的手法の算定方法）
　　　　オペレーショナル・リスク　＝ 　　粗利益（直近 3年間のうち粗利益が正の値）×15％　　×12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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自己資本の構成に関する開示事項

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

「コア資本」とは
2014 年 3 月末から適用されたバーゼルⅢの基準では、規制される自己資本
を普通株式（普通出資）・内部留保等を中心とした「コア資本」と定義し、自己
資本の質の向上を促しています。協同組織金融機関については、さらに優先出
資をコア資本に算入することが認められており、普通出資＋内部留保＋優先出
資＋（△）調整・控除項目で構成されます。

「コア資本に係る基礎項目」とは
　告示では、コア資本に算入できる項目は「コア資本に係る基礎項目」として定
められております。算入できる項目は、普通出資、非累積的永久優先出資およ
び一般貸倒引当金等があげられ、2012年度までの旧告示において資本として認め
られていた劣後ローン等については算入できなくなりました（ただし、経過措置
が設けられています）。

「出資金」とは
　会員の皆様より出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対す
る最終的な引当てになる基本財産の額です。

「非累積的永久優先出資」とは
　優先出資とは、剰余金の配当の支払順序が普通出資者よりも優先する出資です
が、配当可能剰余金の額が減少した場合には、あらかじめ約束された優先的配当
の額を下回る配当となることがあります。
　この場合に、下回った相当額を、翌期以降に繰延べして支払う「累積型」に対
して、翌期以降に繰延べられないもののうち、満期のない社債型優先出資が「非
累積的永久優先出資」と呼ばれるものです。

「資本剰余金」とは
　「純資産」のうち「資本準備金」と「その他の資本剰余金」で構成されております。
　「資本準備金」は、時価等での発行となる優先出資について、発行価額の全額また
は2分の1を出資金勘定とし、残額を出資金勘定とは別の準備金という枠組みに組
み入れることができます。この準備金が「資本準備金」と呼ばれるものです。
　「その他資本剰余金」は、債務免除益や国庫補助金などを計上する贈与剰余金や、
自己株式の売却益などから成っており、資本準備金とともに資本剰余金を構成しま
す。通常、ろうきんの取引から生ずることはありません。

「利益剰余金の額」とは
　万が一の際の損失を補填するために留保している「利益準備金」および「その他
利益剰余金」から構成されています。
　「利益準備金」は、労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が出資金
の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金
額を、万が一の際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金
を指します。
　「特別積立金」は、当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継
続していくために、以下のとおり各目的で積み立てている積立金の合計額です。

(1) 金利変動準備積立金
市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金のことです。

(2) 機械化積立金
事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り上
げるための積立金のことです。

(3) 配当準備積立金
配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するための
積立金です。

(4) 経営基盤強化積立金
将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。

「外部流出予定額」とは
　当期の剰余金のうち、出資配当や利用配当のような形で会員の皆様へ還元するこ
とが予定されるものを指しています。

「上記以外に該当するものの額」とは
　出資金や資本剰余金等以外のもの、たとえば処分未済持分や自己優先出資等の額
が含まれます。

「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用または損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および退職給付引当金の三種類を引
き当てております。
　このうち、一般貸倒引当金は、特定の債権の貸倒に対して引き当てるというもの
ではありません。貸出金の償却という特定の目的のための引当という制約はありま
すが、資産の部の単なる控除項目というよりは資本としての色彩が強いと見ること
ができ、自己資本の額として「コア資本に係る基礎項目」への算入が認められてい
ます。（算入上限は信用リスク・アセットの額の合計額の1.25％）

「土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額」とは
　労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として計
上することが認められていました。
　2012年度までの旧告示では、この「差額」の45％は自己資本の補完的項目
（Tier2）に加算することが認められていましたが、2013年度以降適用された告示
では自己資本に算入できない取扱いとなりました。
　（経過措置を適用した場合、2014年3月31日から2024年3月30日までの
10年間、各時点の「差額」の45％を基準とする算入可能額をコア資本へ算入（算
入割合は年々減少）することが可能でした。一方で、当該土地の信用リスク・アセ
ットの額は、経過措置適用期間中は再評価額に基づいて計算した額を信用リスク・
アセットの額の合計額に算入していました。当金庫ではこの経過措置を適用してお
りました。）

「コア資本に係る調整項目」とは
　2013 年度以降適用された告示では、損失吸収力の乏しい資産や金融シス
テム全体のリスクを高める資産等について、「コア資本に係る調整項目」とし
て定め、コア資本から控除する扱いとなりました。算入される項目は、無形
固定資産や前払年金費用、繰延税金資産等があげられます。

「のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額」
とは
　無形固定資産のうち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外のその他無形固定資産 ( ソフトウェアやリース資産、電話加入権等）
は、市場換金性が乏しく、いざという時に売却しても損失の吸収にあてること
が事実上困難であることから、「コア資本に係る調整項目」としてコア資本から
全額が控除されます。

「証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額」とは
　証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取
引関連費用および売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴
い増加した自己資本に相当する額」です。

「証券化エクスポージャー」とは
　証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不
動産など一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証
券等を発行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リス
クにさらされている資産等の金額のことです。

「前払年金費用の額」とは
　退職給付会計では、年金資産の金額が退職給付債務の金額を上回る場合、
前払年金費用として資産計上されますが、必ずしも金庫が損失の吸収のため
に自由にあてることができる財産ではないことから、「コア資本に係る調整項
目」としてコア資本から控除されます。

「自己資本の額」とは
　以上のコア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整項目の額を控
除した金額が、自己資本比率計算で使う自己資本の額となります。

信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

● 地域別
（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳

● 業種別
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合 計

自己資本調達手段の概要

自己資本の充実度に関する事項

当期末（2023年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

信用リスク （A）
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー （注３）

ソブリン向け（注４）
金融機関向け
事業法人等向け
中小企業等・個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
延滞債権（注５）  
その他（注６）

証券化エクスポージャー
（うち再証券化）

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
フォールバック方式（1250%）（注11）
蓋然性方式（400%）（注10）
蓋然性方式（250%）（注10）
マンデート方式（注９）
ルック・スルー方式（注８）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注７）

他の金融機関等の対象資本等調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額
ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額（注12）
中央清算機関関連エクスポージャー（注13）

オペレーショナル・リスク（注14）
　　　　　　

（Ｂ）
リスク・アセット、総所要自己資本額（Ａ）＋（Ｂ） 　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

（単位：百万円）
● 信用リスク等に対する所要自己資本の額

　2023年度末の自己資本は、出資金および利益剰余金等により構成されております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。 

普通出資 ①発行主体：東北労働金庫
②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：8,484 百万円

前期末（2022年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

44,387
44,317

0
6,644
146

31,889
4,100
－
46

1,490
 －

（　　　　　－）
－
－
－
－
－
－
70

－

－
－

1,646
46,034

1,109,698
1,107,943

0
166,118
3,665

797,229
102,505

－
1,158
37,265

 －
（　　　　　－）

－
－
－
－
－
－

1,754

－

－
－

41,162
1,150,861
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45,919
45,919

0
6,364
219

33,712
4,037
－
31

1,554
 －

（　　　　　－）
－
－
－
－
－
－

－

－
－

1,669
47,588

1,147,990
1,147,990

0
159,113
5,496

842,801
100,926

－
786

38,865
 －

（　　　　　－）
－
－
－
－
－
－

－

－
－

41,727
1,189,717

6

－

－

－

－

1

29

－

21

802,386

0

－

438

619

1,192

30,626

835,323

5,185

－

－

－

－

995

228

－

613

809,034

498

－

438

216,802

1,490,046

43,430

2,567,275

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

564

－

564

5,179

－

－

－

－

994

199

－

592

1,777

497

－

－

216,099

－

－

225,339

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4,871

－

－

－

－

－

10,984

15,855

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

84

1,488,854

1,819

1,490,757

2,291

－

－

－

－

794

787

－

392

－

99

－

－

261,951

－

－

266,318

国内

国外

合計

地
域
区
分

区
分
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

業
種
区
分

区
分
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

延滞
エクスポージャー

（注３）
貸出金等取引

（注１） 債　券
店頭

デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等）

その他の資産等
（注２）

合　計

延滞
エクスポージャー

（注３）
貸出金等取引

（注１） 債　券
店頭

デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等）

その他の資産等
（注２）

合　計

2,577,774

8,310

2,586,084

2,556,709

10,565

2,567,275

1,435,014

－

1,435,014

1,490,757

－

1,490,757

258,115

8,202

266,318

214,953

10,385

225,339

－

－

－

－

－

－

15,286

－

15,286

15,855

－

15,855

869,357

107

869,465

835,142

180

835,323

1,647

－

1,647

564

－

564

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20232023 2023 2023 2023 2023 2023

年度末

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20232023 2023 2023 2023 2023 2023

年度末

（単位：百万円）

（単位：百万円）

現在の自己資本の充実状況について
　2023年度末の当金庫の自己資本比率は9.38％であり、国内基準の最低所要自己資本比率４％を大きく上回っています。
　また、自己資本のほぼ全額が出資金および利益剰余金で構成されていることから、質・量ともに充実していると評価しております。
　当金庫は、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と対照することによって管理する「統
合的リスク管理」によって自己資本の充実度を評価しております。
　具体的には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどのリスクに対してリスク資本を配賦し、定期的に計測する各リスクのリスク量が配賦したリスク資
本の範囲に収まっていることの確認を行っております。
将来の自己資本の充実策
　当金庫では、3ヵ年の中期経営計画および単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み
上げることにより、自己資本の充実を図ります。

自己資本の充実度に関する評価方法の概要

（注） １．リスク・アセットとは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した額のことです。なお、当
金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。
　貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。
　なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフバランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフバランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付
随して発生する債務保証に関係するものです。

２．所要自己資本＝リスク・アセット×4％ 
３．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。
４．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
５．「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
６．標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、その他の資産、出資金、固定資産、繰延税金資産等です。
７． 「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」は、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。この場合は、以下の
8.～11. の順序により、それぞれの方式のリスク・ウェイトが適用されます。

８．「ルック・スルー方式」は、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有してい
るものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。

　　　　ルック・スルー方式　＝　　　　  裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
９．「マンデート方式」は、ルック・スルー方式が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーの裏付けとなる資産等の運用基準に基づいて、次の計算により算出される割合をリスク・
ウェイトとして用います。

　　　　マンデート方式　　 　＝　　裏付けとなる資産等の運用基準に基づき、信用リスク・アセットの総額が最大となるように算出したエクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
10．「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが 250％または400％であるという蓋然性が高いと

推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。
11．「フォールバック方式」は「ルック・スルー方式」「マンデート方式」「蓋然性方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では1250％をリスク・ウェイトとして用います。
12．「ＣＶＡリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、ＣＶＡ（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との

差額）が変動するリスクのことをいいます。
13． 「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（ＣＣＰ）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保など例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要と

なりました。
14． オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定して

います。
      （基礎的手法の算定方法）
　　　　オペレーショナル・リスク　＝ 　　粗利益（直近 3年間のうち粗利益が正の値）×15％　　×12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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自己資本の構成に関する開示事項

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

「コア資本」とは
2014 年 3 月末から適用されたバーゼルⅢの基準では、規制される自己資本
を普通株式（普通出資）・内部留保等を中心とした「コア資本」と定義し、自己
資本の質の向上を促しています。協同組織金融機関については、さらに優先出
資をコア資本に算入することが認められており、普通出資＋内部留保＋優先出
資＋（△）調整・控除項目で構成されます。

「コア資本に係る基礎項目」とは
　告示では、コア資本に算入できる項目は「コア資本に係る基礎項目」として定
められております。算入できる項目は、普通出資、非累積的永久優先出資およ
び一般貸倒引当金等があげられ、2012年度までの旧告示において資本として認め
られていた劣後ローン等については算入できなくなりました（ただし、経過措置
が設けられています）。

「出資金」とは
　会員の皆様より出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対す
る最終的な引当てになる基本財産の額です。

「非累積的永久優先出資」とは
　優先出資とは、剰余金の配当の支払順序が普通出資者よりも優先する出資です
が、配当可能剰余金の額が減少した場合には、あらかじめ約束された優先的配当
の額を下回る配当となることがあります。
　この場合に、下回った相当額を、翌期以降に繰延べして支払う「累積型」に対
して、翌期以降に繰延べられないもののうち、満期のない社債型優先出資が「非
累積的永久優先出資」と呼ばれるものです。

「資本剰余金」とは
　「純資産」のうち「資本準備金」と「その他の資本剰余金」で構成されております。
　「資本準備金」は、時価等での発行となる優先出資について、発行価額の全額また
は2分の1を出資金勘定とし、残額を出資金勘定とは別の準備金という枠組みに組
み入れることができます。この準備金が「資本準備金」と呼ばれるものです。
　「その他資本剰余金」は、債務免除益や国庫補助金などを計上する贈与剰余金や、
自己株式の売却益などから成っており、資本準備金とともに資本剰余金を構成しま
す。通常、ろうきんの取引から生ずることはありません。

「利益剰余金の額」とは
　万が一の際の損失を補填するために留保している「利益準備金」および「その他
利益剰余金」から構成されています。
　「利益準備金」は、労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が出資金
の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金
額を、万が一の際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金
を指します。
　「特別積立金」は、当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継
続していくために、以下のとおり各目的で積み立てている積立金の合計額です。

(1) 金利変動準備積立金
市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金のことです。

(2) 機械化積立金
事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り上
げるための積立金のことです。

(3) 配当準備積立金
配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するための
積立金です。

(4) 経営基盤強化積立金
将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。

「外部流出予定額」とは
　当期の剰余金のうち、出資配当や利用配当のような形で会員の皆様へ還元するこ
とが予定されるものを指しています。

「上記以外に該当するものの額」とは
　出資金や資本剰余金等以外のもの、たとえば処分未済持分や自己優先出資等の額
が含まれます。

「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用または損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および退職給付引当金の三種類を引
き当てております。
　このうち、一般貸倒引当金は、特定の債権の貸倒に対して引き当てるというもの
ではありません。貸出金の償却という特定の目的のための引当という制約はありま
すが、資産の部の単なる控除項目というよりは資本としての色彩が強いと見ること
ができ、自己資本の額として「コア資本に係る基礎項目」への算入が認められてい
ます。（算入上限は信用リスク・アセットの額の合計額の1.25％）

「土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額」とは
　労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として計
上することが認められていました。
　2012年度までの旧告示では、この「差額」の45％は自己資本の補完的項目
（Tier2）に加算することが認められていましたが、2013年度以降適用された告示
では自己資本に算入できない取扱いとなりました。
　（経過措置を適用した場合、2014年3月31日から2024年3月30日までの
10年間、各時点の「差額」の45％を基準とする算入可能額をコア資本へ算入（算
入割合は年々減少）することが可能でした。一方で、当該土地の信用リスク・アセ
ットの額は、経過措置適用期間中は再評価額に基づいて計算した額を信用リスク・
アセットの額の合計額に算入していました。当金庫ではこの経過措置を適用してお
りました。）

「コア資本に係る調整項目」とは
　2013 年度以降適用された告示では、損失吸収力の乏しい資産や金融シス
テム全体のリスクを高める資産等について、「コア資本に係る調整項目」とし
て定め、コア資本から控除する扱いとなりました。算入される項目は、無形
固定資産や前払年金費用、繰延税金資産等があげられます。

「のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額」
とは
　無形固定資産のうち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外のその他無形固定資産 ( ソフトウェアやリース資産、電話加入権等）
は、市場換金性が乏しく、いざという時に売却しても損失の吸収にあてること
が事実上困難であることから、「コア資本に係る調整項目」としてコア資本から
全額が控除されます。

「証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額」とは
　証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取
引関連費用および売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴
い増加した自己資本に相当する額」です。

「証券化エクスポージャー」とは
　証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不
動産など一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証
券等を発行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リス
クにさらされている資産等の金額のことです。

「前払年金費用の額」とは
　退職給付会計では、年金資産の金額が退職給付債務の金額を上回る場合、
前払年金費用として資産計上されますが、必ずしも金庫が損失の吸収のため
に自由にあてることができる財産ではないことから、「コア資本に係る調整項
目」としてコア資本から控除されます。

「自己資本の額」とは
　以上のコア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整項目の額を控
除した金額が、自己資本比率計算で使う自己資本の額となります。

信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

● 地域別
（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳

● 業種別

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2

－

－

－

－

0

40

－

2

837,006

1

－

436

607

1,047

30,319

869,465

2,293

－

－

－

－

795

828

－

395

841,908

101

－

436

262,652

1,434,046

42,626

2,586,084

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1,647

－

1,647

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4,902

－

－

－

－

－

10,384

15,286

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

93

1,432,999

1,922

1,435,014

製 造 業

農業、林業

漁 業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・
熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売
業、宿泊業、
飲食サービス業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉

サービス業
国・地方
公共団体
個 人

そ の 他

合 計

自己資本調達手段の概要

自己資本の充実度に関する事項

当期末（2023年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

信用リスク （A）
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー （注３）

ソブリン向け（注４）
金融機関向け
事業法人等向け
中小企業等・個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
延滞債権（注５）  
その他（注６）

証券化エクスポージャー
（うち再証券化）

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
フォールバック方式（1250%）（注11）
蓋然性方式（400%）（注10）
蓋然性方式（250%）（注10）
マンデート方式（注９）
ルック・スルー方式（注８）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注７）

他の金融機関等の対象資本等調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額
ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額（注12）
中央清算機関関連エクスポージャー（注13）

オペレーショナル・リスク（注14）
　　　　　　

（Ｂ）
リスク・アセット、総所要自己資本額（Ａ）＋（Ｂ） 　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

（単位：百万円）
● 信用リスク等に対する所要自己資本の額

　2023年度末の自己資本は、出資金および利益剰余金等により構成されております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。 

普通出資 ①発行主体：東北労働金庫
②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：8,484 百万円

前期末（2022年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

44,387
44,317

0
6,644
146

31,889
4,100
－
46

1,490
 －

（　　　　　－）
－
－
－
－
－
－
70

－

－
－

1,646
46,034

1,109,698
1,107,943

0
166,118
3,665

797,229
102,505

－
1,158
37,265

 －
（　　　　　－）

－
－
－
－
－
－
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－

－
－

41,162
1,150,861
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－
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

現在の自己資本の充実状況について
　2023年度末の当金庫の自己資本比率は9.38％であり、国内基準の最低所要自己資本比率４％を大きく上回っています。
　また、自己資本のほぼ全額が出資金および利益剰余金で構成されていることから、質・量ともに充実していると評価しております。
　当金庫は、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と対照することによって管理する「統
合的リスク管理」によって自己資本の充実度を評価しております。
　具体的には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどのリスクに対してリスク資本を配賦し、定期的に計測する各リスクのリスク量が配賦したリスク資
本の範囲に収まっていることの確認を行っております。
将来の自己資本の充実策
　当金庫では、3ヵ年の中期経営計画および単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み
上げることにより、自己資本の充実を図ります。

自己資本の充実度に関する評価方法の概要

（注） １．リスク・アセットとは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した額のことです。なお、当
金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。
　貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。
　なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフバランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフバランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付
随して発生する債務保証に関係するものです。

２．所要自己資本＝リスク・アセット×4％ 
３．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。
４．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
５．「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
６．標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、その他の資産、出資金、固定資産、繰延税金資産等です。
７． 「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」は、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。この場合は、以下の
8.～11. の順序により、それぞれの方式のリスク・ウェイトが適用されます。

８．「ルック・スルー方式」は、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有してい
るものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。

　　　　ルック・スルー方式　＝　　　　  裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
９．「マンデート方式」は、ルック・スルー方式が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーの裏付けとなる資産等の運用基準に基づいて、次の計算により算出される割合をリスク・
ウェイトとして用います。

　　　　マンデート方式　　 　＝　　裏付けとなる資産等の運用基準に基づき、信用リスク・アセットの総額が最大となるように算出したエクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
10．「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが 250％または400％であるという蓋然性が高いと

推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。
11．「フォールバック方式」は「ルック・スルー方式」「マンデート方式」「蓋然性方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では1250％をリスク・ウェイトとして用います。
12．「ＣＶＡリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、ＣＶＡ（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との

差額）が変動するリスクのことをいいます。
13． 「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（ＣＣＰ）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保など例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要と

なりました。
14． オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定して

います。
      （基礎的手法の算定方法）
　　　　オペレーショナル・リスク　＝ 　　粗利益（直近 3年間のうち粗利益が正の値）×15％　　×12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

● 地域別
（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳

● 業種別
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合 計

自己資本調達手段の概要

自己資本の充実度に関する事項

当期末（2023年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

信用リスク （A）
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー （注３）

ソブリン向け（注４）
金融機関向け
事業法人等向け
中小企業等・個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
延滞債権（注５）  
その他（注６）

証券化エクスポージャー
（うち再証券化）

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
フォールバック方式（1250%）（注11）
蓋然性方式（400%）（注10）
蓋然性方式（250%）（注10）
マンデート方式（注９）
ルック・スルー方式（注８）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注７）

他の金融機関等の対象資本等調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額
ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額（注12）
中央清算機関関連エクスポージャー（注13）

オペレーショナル・リスク（注14）
　　　　　　

（Ｂ）
リスク・アセット、総所要自己資本額（Ａ）＋（Ｂ） 　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

（単位：百万円）
● 信用リスク等に対する所要自己資本の額

　2023年度末の自己資本は、出資金および利益剰余金等により構成されております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。 

普通出資 ①発行主体：東北労働金庫
②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：8,484 百万円

前期末（2022年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

44,387
44,317

0
6,644
146

31,889
4,100
－
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現在の自己資本の充実状況について
　2023年度末の当金庫の自己資本比率は9.38％であり、国内基準の最低所要自己資本比率４％を大きく上回っています。
　また、自己資本のほぼ全額が出資金および利益剰余金で構成されていることから、質・量ともに充実していると評価しております。
　当金庫は、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と対照することによって管理する「統
合的リスク管理」によって自己資本の充実度を評価しております。
　具体的には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどのリスクに対してリスク資本を配賦し、定期的に計測する各リスクのリスク量が配賦したリスク資
本の範囲に収まっていることの確認を行っております。
将来の自己資本の充実策
　当金庫では、3ヵ年の中期経営計画および単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み
上げることにより、自己資本の充実を図ります。

自己資本の充実度に関する評価方法の概要

（注） １．リスク・アセットとは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した額のことです。なお、当
金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。
　貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。
　なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフバランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフバランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付
随して発生する債務保証に関係するものです。

２．所要自己資本＝リスク・アセット×4％ 
３．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。
４．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
５．「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
６．標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、その他の資産、出資金、固定資産、繰延税金資産等です。
７． 「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」は、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。この場合は、以下の
8.～11. の順序により、それぞれの方式のリスク・ウェイトが適用されます。

８．「ルック・スルー方式」は、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有してい
るものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。

　　　　ルック・スルー方式　＝　　　　  裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
９．「マンデート方式」は、ルック・スルー方式が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーの裏付けとなる資産等の運用基準に基づいて、次の計算により算出される割合をリスク・
ウェイトとして用います。

　　　　マンデート方式　　 　＝　　裏付けとなる資産等の運用基準に基づき、信用リスク・アセットの総額が最大となるように算出したエクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
10．「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが 250％または400％であるという蓋然性が高いと

推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。
11．「フォールバック方式」は「ルック・スルー方式」「マンデート方式」「蓋然性方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では1250％をリスク・ウェイトとして用います。
12．「ＣＶＡリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、ＣＶＡ（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との

差額）が変動するリスクのことをいいます。
13． 「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（ＣＣＰ）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保など例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要と

なりました。
14． オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定して

います。
      （基礎的手法の算定方法）
　　　　オペレーショナル・リスク　＝ 　　粗利益（直近 3年間のうち粗利益が正の値）×15％　　×12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

● 地域別
（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳
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自己資本調達手段の概要

自己資本の充実度に関する事項

当期末（2023年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

信用リスク （A）
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー （注３）

ソブリン向け（注４）
金融機関向け
事業法人等向け
中小企業等・個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
延滞債権（注５）  
その他（注６）

証券化エクスポージャー
（うち再証券化）

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
フォールバック方式（1250%）（注11）
蓋然性方式（400%）（注10）
蓋然性方式（250%）（注10）
マンデート方式（注９）
ルック・スルー方式（注８）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注７）

他の金融機関等の対象資本等調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額
ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額（注12）
中央清算機関関連エクスポージャー（注13）

オペレーショナル・リスク（注14）
　　　　　　

（Ｂ）
リスク・アセット、総所要自己資本額（Ａ）＋（Ｂ） 　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

（単位：百万円）
● 信用リスク等に対する所要自己資本の額

　2023年度末の自己資本は、出資金および利益剰余金等により構成されております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。 

普通出資 ①発行主体：東北労働金庫
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現在の自己資本の充実状況について
　2023年度末の当金庫の自己資本比率は9.38％であり、国内基準の最低所要自己資本比率４％を大きく上回っています。
　また、自己資本のほぼ全額が出資金および利益剰余金で構成されていることから、質・量ともに充実していると評価しております。
　当金庫は、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と対照することによって管理する「統
合的リスク管理」によって自己資本の充実度を評価しております。
　具体的には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどのリスクに対してリスク資本を配賦し、定期的に計測する各リスクのリスク量が配賦したリスク資
本の範囲に収まっていることの確認を行っております。
将来の自己資本の充実策
　当金庫では、3ヵ年の中期経営計画および単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み
上げることにより、自己資本の充実を図ります。

自己資本の充実度に関する評価方法の概要

（注） １．リスク・アセットとは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した額のことです。なお、当
金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。
　貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。
　なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフバランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフバランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付
随して発生する債務保証に関係するものです。

２．所要自己資本＝リスク・アセット×4％ 
３．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。
４．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
５．「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
６．標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、その他の資産、出資金、固定資産、繰延税金資産等です。
７． 「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」は、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。この場合は、以下の
8.～11. の順序により、それぞれの方式のリスク・ウェイトが適用されます。

８．「ルック・スルー方式」は、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有してい
るものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。

　　　　ルック・スルー方式　＝　　　　  裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
９．「マンデート方式」は、ルック・スルー方式が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーの裏付けとなる資産等の運用基準に基づいて、次の計算により算出される割合をリスク・
ウェイトとして用います。

　　　　マンデート方式　　 　＝　　裏付けとなる資産等の運用基準に基づき、信用リスク・アセットの総額が最大となるように算出したエクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
10．「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが 250％または400％であるという蓋然性が高いと

推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。
11．「フォールバック方式」は「ルック・スルー方式」「マンデート方式」「蓋然性方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では1250％をリスク・ウェイトとして用います。
12．「ＣＶＡリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、ＣＶＡ（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との

差額）が変動するリスクのことをいいます。
13． 「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（ＣＣＰ）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保など例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要と

なりました。
14． オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定して

います。
      （基礎的手法の算定方法）
　　　　オペレーショナル・リスク　＝ 　　粗利益（直近 3年間のうち粗利益が正の値）×15％　　×12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数

（注）当金庫では国外への融資を行っていないため、個別貸倒引当金および貸出金償却とも、すべて国内の残高です。

（注） 1．格付は、適格格付機関が信用供与に付与したものを使用しています。
2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法勘案後のリスク・ウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

● 業種別

● 残存期間別

合　　計 貸出金等取引
（注 1)

債　　券 店頭デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等 )

その他の資産等 
（注 2 )

期首残高
当期減少額

期末残高
目的使用

（注）1．エクスポージャー区分の「貸出金等取引」は、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引を含みます。
2．エクスポージャー区分の「その他の資産等」とは、預け金、出資金、その他の資産、固定資産、繰延税金資産等です。
3．エクスポージャー区分の「延滞エクスポージャー」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
4．CVAリスク相当額および中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

「一般貸倒引当金」とは 「個別貸倒引当金」とは

当期増加額
その他
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（3）個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等

（単位：百万円）

（単位：百万円）
（4）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
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2022 2023
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

20222023 20222023 20222023 20222023 20222023業種
区分
製 造 業
農業、林業
漁 業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建 設 業
電 気・ ガ ス・
熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、
業、宿泊業、
飲食ｻｰﾋ゙ ｽ業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉
サービス業
国・地方
公共団体
個 人
そ の 他
合 計

小売

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期減少額 期末残高目的使用当期増加額 その他

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
その他 
合　計 

2023 年度末
合　計格付無し格付有り

2022年度末

277,156
5

832,226
292,873
3,213

1,140,377
38,248
638
－

1,499
－
－

2,586,238

277,156
5

831,025
292,873

11
1,140,377
38,248
638
－

1,499
－
－

2,581,834

－
－

1,201
－

3,202
－
－
－
－
－
－
－

4,404

合　計格付無し格付有り

リスク・ウェイト
区　分

エクスポージャーの額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合　　　　　計
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2022年度

2023年度

2022年度

2023年度

2022年度

2023年度

　将来、貸出金やそれに準じた債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引
当金のことです。過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
です。引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

　借り手の資産状況や支払い能力からみて、貸出金やそれに準じた債権の相当部
分が回収できないと見込まれることが明らかになった場合、その債権額の一部ま
たは全部に相当する金額を計上する引当金のことです。引当基準については、貸
借対照表に注記していますのでご参照ください。
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期間区分
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信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

● 地域別
（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳

● 業種別

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2

－

－

－

－

0

40

－

2

837,006

1

－

436

607

1,047

30,319

869,465

2,293

－

－

－

－

795

828

－

395

841,908

101

－

436

262,652

1,434,046

42,626

2,586,084

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1,647

－

1,647

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4,902

－

－

－

－

－

10,384

15,286

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

93

1,432,999

1,922

1,435,014

製 造 業

農業、林業

漁 業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・
熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売
業、宿泊業、
飲食サービス業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉

サービス業
国・地方
公共団体
個 人

そ の 他

合 計

自己資本調達手段の概要

自己資本の充実度に関する事項

当期末（2023年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

信用リスク （A）
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー （注３）

ソブリン向け（注４）
金融機関向け
事業法人等向け
中小企業等・個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
延滞債権（注５）  
その他（注６）

証券化エクスポージャー
（うち再証券化）

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
フォールバック方式（1250%）（注11）
蓋然性方式（400%）（注10）
蓋然性方式（250%）（注10）
マンデート方式（注９）
ルック・スルー方式（注８）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注７）

他の金融機関等の対象資本等調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額
ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額（注12）
中央清算機関関連エクスポージャー（注13）

オペレーショナル・リスク（注14）
　　　　　　

（Ｂ）
リスク・アセット、総所要自己資本額（Ａ）＋（Ｂ） 　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

（単位：百万円）
● 信用リスク等に対する所要自己資本の額

　2023年度末の自己資本は、出資金および利益剰余金等により構成されております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。 

普通出資 ①発行主体：東北労働金庫
②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：8,484 百万円

前期末（2022年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本

（注２）

44,387
44,317

0
6,644
146

31,889
4,100
－
46
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 －

（　　　　　－）
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 －
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1,150,861
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（注２）

合　計

延滞
エクスポージャー

（注３）
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

現在の自己資本の充実状況について
　2023年度末の当金庫の自己資本比率は9.38％であり、国内基準の最低所要自己資本比率４％を大きく上回っています。
　また、自己資本のほぼ全額が出資金および利益剰余金で構成されていることから、質・量ともに充実していると評価しております。
　当金庫は、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と対照することによって管理する「統
合的リスク管理」によって自己資本の充実度を評価しております。
　具体的には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどのリスクに対してリスク資本を配賦し、定期的に計測する各リスクのリスク量が配賦したリスク資
本の範囲に収まっていることの確認を行っております。
将来の自己資本の充実策
　当金庫では、3ヵ年の中期経営計画および単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み
上げることにより、自己資本の充実を図ります。

自己資本の充実度に関する評価方法の概要

（注） １．リスク・アセットとは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した額のことです。なお、当
金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。
　貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。
　なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフバランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフバランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付
随して発生する債務保証に関係するものです。

２．所要自己資本＝リスク・アセット×4％ 
３．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。
４．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
５．「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
６．標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、その他の資産、出資金、固定資産、繰延税金資産等です。
７． 「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」は、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。この場合は、以下の
8.～11. の順序により、それぞれの方式のリスク・ウェイトが適用されます。

８．「ルック・スルー方式」は、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有してい
るものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。

　　　　ルック・スルー方式　＝　　　　  裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
９．「マンデート方式」は、ルック・スルー方式が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーの裏付けとなる資産等の運用基準に基づいて、次の計算により算出される割合をリスク・
ウェイトとして用います。

　　　　マンデート方式　　 　＝　　裏付けとなる資産等の運用基準に基づき、信用リスク・アセットの総額が最大となるように算出したエクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
10．「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが 250％または400％であるという蓋然性が高いと

推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。
11．「フォールバック方式」は「ルック・スルー方式」「マンデート方式」「蓋然性方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では1250％をリスク・ウェイトとして用います。
12．「ＣＶＡリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、ＣＶＡ（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との

差額）が変動するリスクのことをいいます。
13． 「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（ＣＣＰ）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保など例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要と

なりました。
14． オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定して

います。
      （基礎的手法の算定方法）
　　　　オペレーショナル・リスク　＝ 　　粗利益（直近 3年間のうち粗利益が正の値）×15％　　×12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

● 地域別
（1）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳

● 業種別
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製 造 業

農業、林業

漁 業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・
熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売
業、宿泊業、
飲食サービス業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉

サービス業
国・地方
公共団体
個 人

そ の 他

合 計

自己資本調達手段の概要

自己資本の充実度に関する事項

当期末（2023年度末）
リスク・アセット

（注１）
所要自己資本
（注２）

信用リスク （A）
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー （注３）

ソブリン向け（注４）
金融機関向け
事業法人等向け
中小企業等・個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
延滞債権（注５）  
その他（注６）

証券化エクスポージャー
（うち再証券化）

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
フォールバック方式（1250%）（注11）
蓋然性方式（400%）（注10）
蓋然性方式（250%）（注10）
マンデート方式（注９）
ルック・スルー方式（注８）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注７）

他の金融機関等の対象資本等調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額
ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額（注12）
中央清算機関関連エクスポージャー（注13）

オペレーショナル・リスク（注14）
　　　　　　

（Ｂ）
リスク・アセット、総所要自己資本額（Ａ）＋（Ｂ） 　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

（単位：百万円）
● 信用リスク等に対する所要自己資本の額

　2023年度末の自己資本は、出資金および利益剰余金等により構成されております。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。 

普通出資 ①発行主体：東北労働金庫
②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：8,484 百万円
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（注１）
所要自己資本
（注２）
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（単位：百万円）

現在の自己資本の充実状況について
　2023年度末の当金庫の自己資本比率は9.38％であり、国内基準の最低所要自己資本比率４％を大きく上回っています。
　また、自己資本のほぼ全額が出資金および利益剰余金で構成されていることから、質・量ともに充実していると評価しております。
　当金庫は、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と対照することによって管理する「統
合的リスク管理」によって自己資本の充実度を評価しております。
　具体的には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどのリスクに対してリスク資本を配賦し、定期的に計測する各リスクのリスク量が配賦したリスク資
本の範囲に収まっていることの確認を行っております。
将来の自己資本の充実策
　当金庫では、3ヵ年の中期経営計画および単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み
上げることにより、自己資本の充実を図ります。

自己資本の充実度に関する評価方法の概要

（注） １．リスク・アセットとは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した額のことです。なお、当
金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。
　貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。
　なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフバランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフバランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付
随して発生する債務保証に関係するものです。

２．所要自己資本＝リスク・アセット×4％ 
３．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。
４．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
５．「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
６．標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、その他の資産、出資金、固定資産、繰延税金資産等です。
７． 「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」は、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。この場合は、以下の
8.～11. の順序により、それぞれの方式のリスク・ウェイトが適用されます。

８．「ルック・スルー方式」は、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有してい
るものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。

　　　　ルック・スルー方式　＝　　　　  裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
９．「マンデート方式」は、ルック・スルー方式が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーの裏付けとなる資産等の運用基準に基づいて、次の計算により算出される割合をリスク・
ウェイトとして用います。

　　　　マンデート方式　　 　＝　　裏付けとなる資産等の運用基準に基づき、信用リスク・アセットの総額が最大となるように算出したエクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額
10．「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが 250％または400％であるという蓋然性が高いと

推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。
11．「フォールバック方式」は「ルック・スルー方式」「マンデート方式」「蓋然性方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では1250％をリスク・ウェイトとして用います。
12．「ＣＶＡリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、ＣＶＡ（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との

差額）が変動するリスクのことをいいます。
13． 「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（ＣＣＰ）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保など例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要と

なりました。
14． オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定して

います。
      （基礎的手法の算定方法）
　　　　オペレーショナル・リスク　＝ 　　粗利益（直近 3年間のうち粗利益が正の値）×15％　　×12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数

（注）当金庫では国外への融資を行っていないため、個別貸倒引当金および貸出金償却とも、すべて国内の残高です。

（注） 1．格付は、適格格付機関が信用供与に付与したものを使用しています。
2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法勘案後のリスク・ウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

● 業種別

● 残存期間別

合　　計 貸出金等取引
（注 1)

債　　券 店頭デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等 )

その他の資産等 
（注 2 )

期首残高
当期減少額

期末残高
目的使用

（注）1．エクスポージャー区分の「貸出金等取引」は、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引を含みます。
2．エクスポージャー区分の「その他の資産等」とは、預け金、出資金、その他の資産、固定資産、繰延税金資産等です。
3．エクスポージャー区分の「延滞エクスポージャー」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
4．CVAリスク相当額および中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

「一般貸倒引当金」とは 「個別貸倒引当金」とは

当期増加額
その他
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（3）個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等

（単位：百万円）

（単位：百万円）
（4）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
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20222023 20222023 20222023 20222023 20222023業種
区分
製 造 業
農業、林業
漁 業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建 設 業
電 気・ ガ ス・
熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、
業、宿泊業、
飲食ｻｰﾋ゙ ｽ業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉
サービス業
国・地方
公共団体
個 人
そ の 他
合 計

小売

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期減少額 期末残高目的使用当期増加額 その他

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
その他 
合　計 

2023 年度末
合　計格付無し格付有り

2022年度末

277,156
5

832,226
292,873
3,213

1,140,377
38,248
638
－

1,499
－
－

2,586,238

277,156
5

831,025
292,873

11
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－
－

2,581,834
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4,404

合　計格付無し格付有り

リスク・ウェイト
区　分

エクスポージャーの額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
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　将来、貸出金やそれに準じた債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引
当金のことです。過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
です。引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

　借り手の資産状況や支払い能力からみて、貸出金やそれに準じた債権の相当部
分が回収できないと見込まれることが明らかになった場合、その債権額の一部ま
たは全部に相当する金額を計上する引当金のことです。引当基準については、貸
借対照表に注記していますのでご参照ください。
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（注）当金庫では国外への融資を行っていないため、個別貸倒引当金および貸出金償却とも、すべて国内の残高です。

（注） 1．格付は、適格格付機関が信用供与に付与したものを使用しています。
2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法勘案後のリスク・ウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

● 業種別

● 残存期間別

合　　計 貸出金等取引
（注 1)

債　　券 店頭デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等 )

その他の資産等 
（注 2 )

期首残高
当期減少額

期末残高
目的使用

（注）1．エクスポージャー区分の「貸出金等取引」は、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引を含みます。
2．エクスポージャー区分の「その他の資産等」とは、預け金、出資金、その他の資産、固定資産、繰延税金資産等です。
3．エクスポージャー区分の「延滞エクスポージャー」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
4．CVAリスク相当額および中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

「一般貸倒引当金」とは 「個別貸倒引当金」とは

当期増加額
その他
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（3）個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等

（単位：百万円）

（単位：百万円）
（4）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
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区分
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農業、林業
漁 業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建 設 業
電 気・ ガ ス・
熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、
業、宿泊業、
飲食ｻｰﾋ゙ ｽ業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉
サービス業
国・地方
公共団体
個 人
そ の 他
合 計

小売

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期減少額 期末残高目的使用当期増加額 その他

0%
10%
20%
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200%
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1250%
その他 
合　計 

2023 年度末
合　計格付無し格付有り

2022年度末
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リスク・ウェイト
区　分

エクスポージャーの額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
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　将来、貸出金やそれに準じた債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引
当金のことです。過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
です。引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

　借り手の資産状況や支払い能力からみて、貸出金やそれに準じた債権の相当部
分が回収できないと見込まれることが明らかになった場合、その債権額の一部ま
たは全部に相当する金額を計上する引当金のことです。引当基準については、貸
借対照表に注記していますのでご参照ください。
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115,270

266,318

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

130,618

712,119

302,607

248,894

137,013

194,014

842,007

2,567,275

77,695

99,731

145,117

132,246

118,924

168,623

748,419

1,490,757

10,984

4,871

－

－

－

－

－

15,855

41,938

567,090

126,765

99,528

－

－

－

835,323

－

40,426

30,724

17,119

18,089

25,390

93,588

225,339

30
97
127

35
96
132

30
97
127

35
96
132

－
－
－

231,348
5

799,240
288,362
6,318

1,201,153
38,513
465
－

2,009
－
－

2,567,416

231,348
5

796,235
288,362

11
1,201,153
38,513
465
－

2,009
－
－

2,558,105

－
－

3,004
－

6,307
－
－
－
－
－
－
－

9,311

－
－
－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－
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（注）当金庫では国外への融資を行っていないため、個別貸倒引当金および貸出金償却とも、すべて国内の残高です。

（注） 1．格付は、適格格付機関が信用供与に付与したものを使用しています。
2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法勘案後のリスク・ウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

● 業種別

● 残存期間別

合　　計 貸出金等取引
（注 1)

債　　券 店頭デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等 )

その他の資産等 
（注 2 )

期首残高
当期減少額

期末残高
目的使用

（注）1．エクスポージャー区分の「貸出金等取引」は、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引を含みます。
2．エクスポージャー区分の「その他の資産等」とは、預け金、出資金、その他の資産、固定資産、繰延税金資産等です。
3．エクスポージャー区分の「延滞エクスポージャー」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
4．CVAリスク相当額および中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

「一般貸倒引当金」とは 「個別貸倒引当金」とは

当期増加額
その他

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

（3）個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等

（単位：百万円）

（単位：百万円）
（4）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

35
96
132

43
98
142

35
96
132

43
98
142

－
－
－

2022 2023
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

20222023 20222023 20222023 20222023 20222023業種
区分
製 造 業
農業、林業
漁 業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建 設 業
電 気・ ガ ス・
熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、
業、宿泊業、
飲食ｻｰﾋ゙ ｽ業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉
サービス業
国・地方
公共団体
個 人
そ の 他
合 計

小売

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期減少額 期末残高目的使用当期増加額 その他

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
その他 
合　計 

2023 年度末
合　計格付無し格付有り

2022年度末

277,156
5

832,226
292,873
3,213

1,140,377
38,248
638
－

1,499
－
－

2,586,238

277,156
5

831,025
292,873

11
1,140,377
38,248
638
－

1,499
－
－

2,581,834

－
－

1,201
－

3,202
－
－
－
－
－
－
－

4,404

合　計格付無し格付有り

リスク・ウェイト
区　分

エクスポージャーの額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合　　　　　計

13

13

142

132

155

146

13

14

132

127

146

141

 －

－

－

－

－

－

13

13

142

132

155

146

13

14

132

127

146

141

2022年度

2023年度

2022年度

2023年度

2022年度

2023年度

　将来、貸出金やそれに準じた債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引
当金のことです。過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
です。引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

　借り手の資産状況や支払い能力からみて、貸出金やそれに準じた債権の相当部
分が回収できないと見込まれることが明らかになった場合、その債権額の一部ま
たは全部に相当する金額を計上する引当金のことです。引当基準については、貸
借対照表に注記していますのでご参照ください。

エクス
ポージャー

区分

期間区分
期間の定めの
ないもの

1年以下

1年超
3年以下
3年超
5年以下
5年超
7年以下
7年超
10年以下

10年超

合　計

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

129,695

645,330

423,964

247,367

120,986

187,657

831,083

2,586,084

77,687

97,659

141,175

127,573

113,752

161,352

715,812

1,435,014

10,384

4,902

－

－

－

－

－

15,286

41,623

504,677

222,158

101,006

－

－

－

869,465

－

38,090

60,630

18,788

7,233

26,304

115,270

266,318

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

130,618

712,119

302,607

248,894

137,013

194,014

842,007

2,567,275

77,695

99,731

145,117

132,246

118,924

168,623

748,419

1,490,757

10,984

4,871

－

－

－

－

－

15,855

41,938

567,090

126,765

99,528

－

－

－

835,323

－

40,426

30,724

17,119

18,089

25,390

93,588

225,339

30
97
127

35
96
132

30
97
127

35
96
132

－
－
－

231,348
5

799,240
288,362
6,318

1,201,153
38,513
465
－

2,009
－
－

2,567,416

231,348
5

796,235
288,362

11
1,201,153
38,513
465
－

2,009
－
－

2,558,105

－
－

3,004
－

6,307
－
－
－
－
－
－
－

9,311

－
－
－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
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－
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－
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－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－
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　子会社株式および関連会社株式については、有価証券に占める割合がごくわずかであり、リスクは限定されています。 
　その他有価証券の株式については、「資金運用基準細則」で保有総数、取得基準、個別保有限度額について、「リスク管理細則」でリス
クの評価・モニタリング・報告方法等について定めております。
　会計処理については、当金庫の「有価証券等管理規程」および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、適
切に処理するよう努めております。

出資等エクスポージャーに関する事項

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（1）貸借対照表計上額および時価

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（2）出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

（3）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（4）貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）１.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいて算定しています。
２.「その他」の区分には、労働金庫連合会出資金等を計上しています。

　派生商品取引および長期決済期間取引に該当する取引はありません。

当金庫では、証券化エクスポージャーは保有しておらず、オリジネーターの場合および投資家の場合のいずれにおいても
取扱いはありません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

2023年度末において、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーは保有しておりません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続きの概要

上  場  株  式  等
非 上 場 株 式 等
そ      の      他
合           計

2023 年度末
時　価貸借対照表計上額

2022年度末

2023年度2022年度

時　価貸借対照表計上額
－
328

10,600
10,928

－
－
－
－

－
－
－

益却売
損却売
却償

　当金庫では、信用リスク管理の基本方針として「信用リスク
管理方針」を定め、全役職員に周知しています。また、融資商品・
制度に係る要領等に関する研修を定期的に実施することにより、
信用リスク管理の実効性を確保する態勢を整備しています。
　個別案件審査は営業推進部門から独立した審査部門が行うこ
とにより、適切な審査を行うための牽制機能を確保しています。
　信用リスクの評価については、資産査定の担当部署が貸出金
等の自己査定を定期的に実施することにより、信用リスクの把
握に努めています。また、信用リスク管理の高度化に向け、分
析のためのデータ整備を進めています。
　信用リスクの管理状況および今後の対応については、定期的
に企画委員会で協議・確認し、常務会および理事会に報告して
います。

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は右記のとお
りです。なお、エクスポージャーの種類による適格格付機関の使
い分けは行っておりません。

・株式会社格付投資情報センター（R&I）
・株式会社日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
・S&P グローバル・レーティング（S&P）

　当金庫では、「適格金融資産担保」および「保証」を信用リス
ク削減手法として用いています。「適格金融資産担保」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす自金庫預金としてお
り、融資規程に基づき適切な評価・管理を行っております。なお、

適用にあたっては、簡便手法を用いています。「保証」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす地方三公社に対する
地方公共団体の「保証」を用いています。
　クレジット・デリバティブの取扱いはありません。

　貸倒引当金は、「資産査定規程」に基づき以下のとおり計上し
ています。
・正常先債権および要注意先債権
　一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の
貸倒実績から算出した予想損失額を引き当てています。
・破綻懸念先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当
てています。
・破綻先債権および実質破綻先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除した残額を引き当てています。

－

－

－

－

－

－

－

－

77,453

－

－

73

77,380

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適格金融資産担保
ポートフォリオ

信用リスク削減手法

2022年度末2022年度末2022年度末 2023年度末2023年度末 2023年度末

クレジット・デリバティブ保  証

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー

中小企業等・個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

延滞

ソブリン向け

金融機関向け

事業法人等向け

（単位：百万円）

信用リスク削減手法に関する事項

信用リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続きの概要

● 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

－
328

10,600
10,928

－
－
－
－

－
－
－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

77,468

－

－

65

77,402

－

－

－
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（注）当金庫では国外への融資を行っていないため、個別貸倒引当金および貸出金償却とも、すべて国内の残高です。

（注） 1．格付は、適格格付機関が信用供与に付与したものを使用しています。
2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法勘案後のリスク・ウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

● 業種別

● 残存期間別

合　　計 貸出金等取引
（注 1)

債　　券 店頭デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等 )

その他の資産等 
（注 2 )

期首残高
当期減少額

期末残高
目的使用

（注）1．エクスポージャー区分の「貸出金等取引」は、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引を含みます。
2．エクスポージャー区分の「その他の資産等」とは、預け金、出資金、その他の資産、固定資産、繰延税金資産等です。
3．エクスポージャー区分の「延滞エクスポージャー」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
4．CVAリスク相当額および中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

「一般貸倒引当金」とは 「個別貸倒引当金」とは

当期増加額
その他

TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

（3）個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等

（単位：百万円）

（単位：百万円）
（4）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
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年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

20222023 20222023 20222023 20222023 20222023業種
区分
製 造 業
農業、林業
漁 業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建 設 業
電 気・ ガ ス・
熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、
業、宿泊業、
飲食ｻｰﾋ゙ ｽ業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉
サービス業
国・地方
公共団体
個 人
そ の 他
合 計

小売

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期減少額 期末残高目的使用当期増加額 その他

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
その他 
合　計 

2023 年度末
合　計格付無し格付有り

2022年度末

277,156
5

832,226
292,873
3,213

1,140,377
38,248
638
－

1,499
－
－

2,586,238

277,156
5

831,025
292,873

11
1,140,377
38,248
638
－

1,499
－
－

2,581,834

－
－

1,201
－

3,202
－
－
－
－
－
－
－

4,404

合　計格付無し格付有り

リスク・ウェイト
区　分

エクスポージャーの額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額

一般貸倒引当金
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　将来、貸出金やそれに準じた債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引
当金のことです。過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
です。引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

　借り手の資産状況や支払い能力からみて、貸出金やそれに準じた債権の相当部
分が回収できないと見込まれることが明らかになった場合、その債権額の一部ま
たは全部に相当する金額を計上する引当金のことです。引当基準については、貸
借対照表に注記していますのでご参照ください。
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期間の定めの
ないもの

1年以下

1年超
3年以下
3年超
5年以下
5年超
7年以下
7年超
10年以下

10年超

合　計

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

129,695

645,330

423,964

247,367

120,986

187,657

831,083

2,586,084

77,687

97,659

141,175

127,573

113,752

161,352

715,812

1,435,014

10,384

4,902

－

－

－

－

－

15,286

41,623

504,677

222,158

101,006

－

－

－

869,465

－

38,090

60,630

18,788

7,233

26,304

115,270

266,318

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

2023
年度末

2022
年度末

130,618

712,119

302,607

248,894

137,013

194,014

842,007

2,567,275

77,695

99,731

145,117

132,246

118,924

168,623

748,419

1,490,757

10,984

4,871

－

－

－

－

－

15,855

41,938

567,090

126,765

99,528

－

－

－

835,323

－

40,426

30,724

17,119

18,089

25,390

93,588

225,339

30
97
127

35
96
132

30
97
127

35
96
132

－
－
－

231,348
5

799,240
288,362
6,318

1,201,153
38,513
465
－

2,009
－
－

2,567,416

231,348
5

796,235
288,362

11
1,201,153
38,513
465
－

2,009
－
－

2,558,105

－
－

3,004
－

6,307
－
－
－
－
－
－
－

9,311

－
－
－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－
－

－

18

事
業
概
況

資
産
内
容
の
開
示

管
理
体
制

ろ
う
き
ん
の
概
要

ト
ピ
ッ
ク
ス

営
業
の
ご
案
内

財
務
デ
ー
タ

事
業
概
況

管
理
体
制

ろ
う
き
ん
の
概
要

ト
ピ
ッ
ク
ス

営
業
の
ご
案
内

財
務
デ
ー
タ

資
産
内
容
の
開
示

（注）当金庫では国外への融資を行っていないため、個別貸倒引当金および貸出金償却とも、すべて国内の残高です。

（注） 1．格付は、適格格付機関が信用供与に付与したものを使用しています。
2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法勘案後のリスク・ウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

● 業種別

● 残存期間別

合　　計 貸出金等取引
（注 1)

債　　券 店頭デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付とする資産
（ファンド等 )

その他の資産等 
（注 2 )

期首残高
当期減少額

期末残高
目的使用

（注）1．エクスポージャー区分の「貸出金等取引」は、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引を含みます。
2．エクスポージャー区分の「その他の資産等」とは、預け金、出資金、その他の資産、固定資産、繰延税金資産等です。
3．エクスポージャー区分の「延滞エクスポージャー」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
4．CVAリスク相当額および中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

「一般貸倒引当金」とは 「個別貸倒引当金」とは

当期増加額
その他
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（3）個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等

（単位：百万円）

（単位：百万円）
（4）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
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区分
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砂利採取業
建 設 業
電 気・ ガ ス・
熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、
業、宿泊業、
飲食ｻｰﾋ゙ ｽ業
金融業、保険業
不 動 産 業、
物品賃貸業
医療、福祉
サービス業
国・地方
公共団体
個 人
そ の 他
合 計

小売

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期減少額 期末残高目的使用当期増加額 その他

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
その他 
合　計 

2023 年度末
合　計格付無し格付有り

2022年度末

277,156
5

832,226
292,873
3,213

1,140,377
38,248
638
－

1,499
－
－

2,586,238

277,156
5

831,025
292,873

11
1,140,377
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1,499
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合　計格付無し格付有り

リスク・ウェイト
区　分

エクスポージャーの額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
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　将来、貸出金やそれに準じた債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引
当金のことです。過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
です。引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

　借り手の資産状況や支払い能力からみて、貸出金やそれに準じた債権の相当部
分が回収できないと見込まれることが明らかになった場合、その債権額の一部ま
たは全部に相当する金額を計上する引当金のことです。引当基準については、貸
借対照表に注記していますのでご参照ください。
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　子会社株式および関連会社株式については、有価証券に占める割合がごくわずかであり、リスクは限定されています。 
　その他有価証券の株式については、「資金運用基準細則」で保有総数、取得基準、個別保有限度額について、「リスク管理細則」でリス
クの評価・モニタリング・報告方法等について定めております。
　会計処理については、当金庫の「有価証券等管理規程」および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、適
切に処理するよう努めております。

出資等エクスポージャーに関する事項

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（1）貸借対照表計上額および時価

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（2）出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

（3）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（4）貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）１.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいて算定しています。
２.「その他」の区分には、労働金庫連合会出資金等を計上しています。

　派生商品取引および長期決済期間取引に該当する取引はありません。

当金庫では、証券化エクスポージャーは保有しておらず、オリジネーターの場合および投資家の場合のいずれにおいても
取扱いはありません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

2023年度末において、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーは保有しておりません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続きの概要

上  場  株  式  等
非 上 場 株 式 等
そ      の      他
合           計

2023 年度末
時　価貸借対照表計上額

2022年度末

2023年度2022年度

時　価貸借対照表計上額
－
328

10,600
10,928

－
－
－
－

－
－
－

益却売
損却売
却償

　当金庫では、信用リスク管理の基本方針として「信用リスク
管理方針」を定め、全役職員に周知しています。また、融資商品・
制度に係る要領等に関する研修を定期的に実施することにより、
信用リスク管理の実効性を確保する態勢を整備しています。
　個別案件審査は営業推進部門から独立した審査部門が行うこ
とにより、適切な審査を行うための牽制機能を確保しています。
　信用リスクの評価については、資産査定の担当部署が貸出金
等の自己査定を定期的に実施することにより、信用リスクの把
握に努めています。また、信用リスク管理の高度化に向け、分
析のためのデータ整備を進めています。
　信用リスクの管理状況および今後の対応については、定期的
に企画委員会で協議・確認し、常務会および理事会に報告して
います。

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は右記のとお
りです。なお、エクスポージャーの種類による適格格付機関の使
い分けは行っておりません。

・株式会社格付投資情報センター（R&I）
・株式会社日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
・S&P グローバル・レーティング（S&P）

　当金庫では、「適格金融資産担保」および「保証」を信用リス
ク削減手法として用いています。「適格金融資産担保」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす自金庫預金としてお
り、融資規程に基づき適切な評価・管理を行っております。なお、

適用にあたっては、簡便手法を用いています。「保証」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす地方三公社に対する
地方公共団体の「保証」を用いています。
　クレジット・デリバティブの取扱いはありません。

　貸倒引当金は、「資産査定規程」に基づき以下のとおり計上し
ています。
・正常先債権および要注意先債権
　一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の
貸倒実績から算出した予想損失額を引き当てています。
・破綻懸念先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当
てています。
・破綻先債権および実質破綻先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除した残額を引き当てています。
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適格金融資産担保
ポートフォリオ

信用リスク削減手法

2022年度末2022年度末2022年度末 2023年度末2023年度末 2023年度末

クレジット・デリバティブ保  証

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー

中小企業等・個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

延滞

ソブリン向け

金融機関向け

事業法人等向け

（単位：百万円）

信用リスク削減手法に関する事項

信用リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続きの概要

● 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

　子会社株式および関連会社株式については、有価証券に占める割合がごくわずかであり、リスクは限定されています。 
　その他有価証券の株式については、「資金運用基準細則」で保有総数、取得基準、個別保有限度額について、「リスク管理細則」でリス
クの評価・モニタリング・報告方法等について定めております。
　会計処理については、当金庫の「有価証券等管理規程」および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、適
切に処理するよう努めております。

出資等エクスポージャーに関する事項

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（1）貸借対照表計上額および時価

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（2）出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

（3）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（4）貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）１.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいて算定しています。
２.「その他」の区分には、労働金庫連合会出資金等を計上しています。

　派生商品取引および長期決済期間取引に該当する取引はありません。

当金庫では、証券化エクスポージャーは保有しておらず、オリジネーターの場合および投資家の場合のいずれにおいても
取扱いはありません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

2023年度末において、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーは保有しておりません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続きの概要

上  場  株  式  等
非 上 場 株 式 等
そ      の      他
合           計

2023 年度末
時　価貸借対照表計上額

2022年度末

2023年度2022年度

時　価貸借対照表計上額
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益却売
損却売
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　当金庫では、信用リスク管理の基本方針として「信用リスク
管理方針」を定め、全役職員に周知しています。また、融資商品・
制度に係る要領等に関する研修を定期的に実施することにより、
信用リスク管理の実効性を確保する態勢を整備しています。
　個別案件審査は営業推進部門から独立した審査部門が行うこ
とにより、適切な審査を行うための牽制機能を確保しています。
　信用リスクの評価については、資産査定の担当部署が貸出金
等の自己査定を定期的に実施することにより、信用リスクの把
握に努めています。また、信用リスク管理の高度化に向け、分
析のためのデータ整備を進めています。
　信用リスクの管理状況および今後の対応については、定期的
に企画委員会で協議・確認し、常務会および理事会に報告して
います。

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は右記のとお
りです。なお、エクスポージャーの種類による適格格付機関の使
い分けは行っておりません。

・株式会社格付投資情報センター（R&I）
・株式会社日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
・S&P グローバル・レーティング（S&P）

　当金庫では、「適格金融資産担保」および「保証」を信用リス
ク削減手法として用いています。「適格金融資産担保」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす自金庫預金としてお
り、融資規程に基づき適切な評価・管理を行っております。なお、

適用にあたっては、簡便手法を用いています。「保証」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす地方三公社に対する
地方公共団体の「保証」を用いています。
　クレジット・デリバティブの取扱いはありません。

　貸倒引当金は、「資産査定規程」に基づき以下のとおり計上し
ています。
・正常先債権および要注意先債権
　一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の
貸倒実績から算出した予想損失額を引き当てています。
・破綻懸念先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当
てています。
・破綻先債権および実質破綻先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除した残額を引き当てています。
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信用リスク削減手法が適用された
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中小企業等・個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

延滞

ソブリン向け

金融機関向け

事業法人等向け

（単位：百万円）

信用リスク削減手法に関する事項

信用リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続きの概要

● 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

　子会社株式および関連会社株式については、有価証券に占める割合がごくわずかであり、リスクは限定されています。 
　その他有価証券の株式については、「資金運用基準細則」で保有総数、取得基準、個別保有限度額について、「リスク管理細則」でリス
クの評価・モニタリング・報告方法等について定めております。
　会計処理については、当金庫の「有価証券等管理規程」および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、適
切に処理するよう努めております。

出資等エクスポージャーに関する事項

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（1）貸借対照表計上額および時価

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（2）出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

（3）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（4）貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）１.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいて算定しています。
２.「その他」の区分には、労働金庫連合会出資金等を計上しています。

　派生商品取引および長期決済期間取引に該当する取引はありません。

当金庫では、証券化エクスポージャーは保有しておらず、オリジネーターの場合および投資家の場合のいずれにおいても
取扱いはありません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

2023年度末において、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーは保有しておりません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続きの概要
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　当金庫では、信用リスク管理の基本方針として「信用リスク
管理方針」を定め、全役職員に周知しています。また、融資商品・
制度に係る要領等に関する研修を定期的に実施することにより、
信用リスク管理の実効性を確保する態勢を整備しています。
　個別案件審査は営業推進部門から独立した審査部門が行うこ
とにより、適切な審査を行うための牽制機能を確保しています。
　信用リスクの評価については、資産査定の担当部署が貸出金
等の自己査定を定期的に実施することにより、信用リスクの把
握に努めています。また、信用リスク管理の高度化に向け、分
析のためのデータ整備を進めています。
　信用リスクの管理状況および今後の対応については、定期的
に企画委員会で協議・確認し、常務会および理事会に報告して
います。

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は右記のとお
りです。なお、エクスポージャーの種類による適格格付機関の使
い分けは行っておりません。

・株式会社格付投資情報センター（R&I）
・株式会社日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
・S&P グローバル・レーティング（S&P）

　当金庫では、「適格金融資産担保」および「保証」を信用リス
ク削減手法として用いています。「適格金融資産担保」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす自金庫預金としてお
り、融資規程に基づき適切な評価・管理を行っております。なお、

適用にあたっては、簡便手法を用いています。「保証」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす地方三公社に対する
地方公共団体の「保証」を用いています。
　クレジット・デリバティブの取扱いはありません。

　貸倒引当金は、「資産査定規程」に基づき以下のとおり計上し
ています。
・正常先債権および要注意先債権
　一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の
貸倒実績から算出した予想損失額を引き当てています。
・破綻懸念先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当
てています。
・破綻先債権および実質破綻先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除した残額を引き当てています。

－

－

－

－

－

－

－

－

77,453

－

－

73

77,380

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適格金融資産担保
ポートフォリオ

信用リスク削減手法

2022年度末2022年度末2022年度末 2023年度末2023年度末 2023年度末

クレジット・デリバティブ保  証

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー

中小企業等・個人向け
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不動産取得等事業向け

延滞

ソブリン向け

金融機関向け

事業法人等向け

（単位：百万円）

信用リスク削減手法に関する事項

信用リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続きの概要

● 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

　当金庫は、勤労者福祉金融機関としての社会的役割発揮を経営の基本理念に掲
げ、預金としてお預かりした資金を勤労者の方々へご融資させていただくことを主
要業務としております。
　現在、貸出金については残高ベースで担保付住宅ローンが約9割を占めております。
これをリスク面からみると、不良債権比率が低いこと、ほとんど機関保証が付されてい
ることに加え、信用集中リスク顕在化の影響や特定業種への集中（注）もほとんど無
いことから、信用リスクは極めて限定されているといえます。一方、預金に比べ融資
の金利固定期間が長期にわたることから、金利リスクは蓄積される傾向にあります。
　このため当金庫では、将来にわたって安定した収益を確保していくうえで金利リ
スクの管理が極めて重要であるとの認識の下、統合的なリスク管理によりリスクの
適正コントロールに努めております。
　リスク管理方法の概要は次のとおりです。
　（1）リスクの評価・モニタリング

　有価証券については日次ベースで、その他預貸金を含めた金利感応性のあ

る資産・負債については月次ベースで、VaR（バリュー・アット・リスク）
によるリスク計測を実施し、資本配賦による限度額管理を行っております。
なお、有価証券については別途、BPVでも限度額管理を行っております。加
えて、ⅠRRBBはΔEVEおよびΔNⅠⅠを月次ベースで計測しています。

　（2）リスクのコントロール
　上記の計測・試算結果およびリスク削減等必要な対応については、定期的
に企画委員会で協議のうえ、常務会および理事会で確認しております。
（注）信用集中リスクとは、大口貸出上位20先のうち、債務者区分が要管理先

以下の債務者に対する債権において引当金・担保等で保全されていない金
額が全額損失となった場合の自己資本比率への影響度合いをいい、2024
年 3月末における当金庫の影響度合いは 0.01 ポイント未満（リスクが
顕在化した場合でも、自己資本比率への影響はほとんどない）となって
います。また、当金庫の貸出金に占める個人向けの割合は2024年 3月
末現在で 99.86％となっています。

１．開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE およびΔNⅠⅠ並びに当金
庫がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項は、以下のとお
りです。

（1）流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　　　2024年 3月末における流動性預金全体の平均満期は 4.374 年です。
（2）流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　　　10年としております。
（3）流動性預金への満期の割り当て方法（コア預金モデル等）およびその前提

　金利リスクの算定にあたり、普通預金などの満期のない流動性預金につ
いては、コア預金モデルを用い、預金種別や顧客年代別等の預金残高推移
を統計的に解析し、将来預金残高推移を保守的に推計することで実質的な
満期を計測しております。
　推計値については定期的にバックテストを実施するなど、モデルの検証
等は十分に行っております。

（4）貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
　貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提は、金融庁が定め
る保守的な前提を採用しています。

（5）複数通貨の集計方法およびその前提
　ⅠRRBB については保守的に通貨ごとに算出したΔEVEおよびΔNⅠⅠ
が正となる通貨のみを対象としています。

（6）スプレッドに関する前提
　スプレッドおよびその変動は考慮していません。

（7）内部モデルの使用等、ΔEVEおよびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼすその他の
前提

　コア預金や貸出の期限前返済、定期預金の早期解約については、過去の
実績データを用いて推計しているため、実績値が大きく変動した場合、
ΔEVEおよびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼす可能性があります。

（8）前事業年度末の開示からの変動に関する説明
当期末のΔEVE は 31,419 百万円（前期末比△ 8,637 百万円）となり
ました。また、当期末のΔNⅠⅠは2,224百万円（前期末比△ 661百万円）
となりました。

（9）計測値の解釈や重要性に関する説明
　ΔEVEの計測値は、当金庫における自己資本比率や保有有価証券の含み
損益、期間収益の状況等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、
健全性に問題のない水準にあるものと判断しています。

２．当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、
経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となる
ΔEVEおよびΔNⅠⅠ以外の金利リスクを計測している場合における、当該
金利リスクに関する事項は、以下のとおりです。

（1）金利ショックに関する説明
　当金庫では、VaRをリスク管理の主たる指標としています。金利ショッ
クとして、過去 1年間の金利データから算出した想定最大変化幅を採用し
ています。

（2）金利リスク計測の前提およびその意味
　　（特に定量的開示の対象となるΔEVEおよびΔNⅠⅠと大きく異なる点）

VaRは、保有期間120日、信頼水準99％、観測期間1年の条件のもとで、
分散共分散法により算出しています。

　当金庫では、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産
リスク、風評リスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクをオペレー
ショナル・リスクの対象とし、それぞれに管理部署を定め管理しています。
（1）リスクの評価・モニタリング 
　各管理部署がリスク状況を常時把握し改善対応にあたるほか、総合的な管理
部署である経営管理部が各リスク部門からの管理状況報告等を基にリスクの
評価・分析を行い、企画委員会および業務委員会に報告し、評価結果、改善
課題を確認しています。

　当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出し自己資本比率の算定を行っています。なお、当金庫では統合的なリスク管理態勢のもと、当該リスク相
当額をオペレーショナル・リスク量とし、市場リスク等他のリスクと合わせた全体のリスク量が自己資本の一定の範囲内に収まるよう管理しています。

　なお、お客様への影響が大きい事案や経営に重大な影響をおよぼす事案等に
関しては、各管理部署が経営管理部に速やかに報告する等、迅速・的確な対
応が取れるよう態勢の構築に努めています。

（2）改善対応
確認された改善課題に関しては、担当部署が業務委員会での協議を踏まえ
対応策を策定・実施しています。
　なお、実施した対応策については業務委員会で進捗状況、改善効果につい
て評価し、理事会で必要な対応について確認しています。

金利リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

金利リスクの算定手法の概要

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

オペレーショナル・リスクに関する事項

（1）金利リスク量

（2）ⅠRRBB（銀行勘定の金利リスク）
（単位：百万円）

金利リスクに関する事項

前期末当期末

前期末当期末

前期末当期末
40,057

0
14,626

0
11,794

0
40,057

2,885
1,427

2,885

イ ロ ハ
ΔEVE ΔNⅠⅠ

ニ

ホ ヘ

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額

ⅠR R B B１ :  金利リスク

1
2
3
4
5
6
7

8

項番

（単位：百万円）

2023 年度末2022年度末
16,777VaR

１．金利リスクの算定手法の概要等は、「金利リスクの算定手法の概要」の項目に記載しております。
２．「金利リスクに関する事項」は、平成 31年金融庁・厚生労働省告示第 1号（2019年 2月 18日）による改正を受け、2019年 3月末から金利リスクの定義と計測
方法等が変更になりました。ここに掲載した「ⅠRRBB（銀行勘定の金利リスク）」表を含め、「金利リスクに関する事項」はこの告示の定めに基づき記載しております。
なお、表中のイ、ロ、・・・の記号は告示の様式上に定められているものです。

３．「ΔEVE」とは、金利リスクのうち、金利ショック（金利リスク量を算定する時の市場金利の変動）に対する経済的価値の減少額として計測されるものです（経済的
価値が減少する場合をプラスで表示）。

４．「ΔNⅠⅠ」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から 12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものです（金利収益
が減少する場合をプラスで表示）。

（注）

13,841

31,419
0

8,614
0

10,962
0

31,419

2,224
1,257

2,224

111,639 108,237
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

　子会社株式および関連会社株式については、有価証券に占める割合がごくわずかであり、リスクは限定されています。 
　その他有価証券の株式については、「資金運用基準細則」で保有総数、取得基準、個別保有限度額について、「リスク管理細則」でリス
クの評価・モニタリング・報告方法等について定めております。
　会計処理については、当金庫の「有価証券等管理規程」および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、適
切に処理するよう努めております。

出資等エクスポージャーに関する事項

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（1）貸借対照表計上額および時価

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（2）出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

（3）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（4）貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）１.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいて算定しています。
２.「その他」の区分には、労働金庫連合会出資金等を計上しています。

　派生商品取引および長期決済期間取引に該当する取引はありません。

当金庫では、証券化エクスポージャーは保有しておらず、オリジネーターの場合および投資家の場合のいずれにおいても
取扱いはありません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

2023年度末において、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーは保有しておりません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続きの概要

上  場  株  式  等
非 上 場 株 式 等
そ      の      他
合           計

2023 年度末
時　価貸借対照表計上額

2022年度末

2023年度2022年度

時　価貸借対照表計上額
－
328

10,600
10,928

－
－
－
－

－
－
－

益却売
損却売
却償

　当金庫では、信用リスク管理の基本方針として「信用リスク
管理方針」を定め、全役職員に周知しています。また、融資商品・
制度に係る要領等に関する研修を定期的に実施することにより、
信用リスク管理の実効性を確保する態勢を整備しています。
　個別案件審査は営業推進部門から独立した審査部門が行うこ
とにより、適切な審査を行うための牽制機能を確保しています。
　信用リスクの評価については、資産査定の担当部署が貸出金
等の自己査定を定期的に実施することにより、信用リスクの把
握に努めています。また、信用リスク管理の高度化に向け、分
析のためのデータ整備を進めています。
　信用リスクの管理状況および今後の対応については、定期的
に企画委員会で協議・確認し、常務会および理事会に報告して
います。

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は右記のとお
りです。なお、エクスポージャーの種類による適格格付機関の使
い分けは行っておりません。

・株式会社格付投資情報センター（R&I）
・株式会社日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
・S&P グローバル・レーティング（S&P）

　当金庫では、「適格金融資産担保」および「保証」を信用リス
ク削減手法として用いています。「適格金融資産担保」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす自金庫預金としてお
り、融資規程に基づき適切な評価・管理を行っております。なお、

適用にあたっては、簡便手法を用いています。「保証」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす地方三公社に対する
地方公共団体の「保証」を用いています。
　クレジット・デリバティブの取扱いはありません。

　貸倒引当金は、「資産査定規程」に基づき以下のとおり計上し
ています。
・正常先債権および要注意先債権
　一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の
貸倒実績から算出した予想損失額を引き当てています。
・破綻懸念先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当
てています。
・破綻先債権および実質破綻先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除した残額を引き当てています。

－

－

－

－

－

－

－

－

77,453

－

－

73

77,380

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

適格金融資産担保
ポートフォリオ

信用リスク削減手法

2022年度末2022年度末2022年度末 2023年度末2023年度末 2023年度末

クレジット・デリバティブ保  証

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー

中小企業等・個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

延滞

ソブリン向け

金融機関向け

事業法人等向け

（単位：百万円）

信用リスク削減手法に関する事項

信用リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続きの概要

● 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

－
328

10,600
10,928

－
－
－
－

－
－
－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

77,468

－

－

65

77,402

－

－

－
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

　子会社株式および関連会社株式については、有価証券に占める割合がごくわずかであり、リスクは限定されています。 
　その他有価証券の株式については、「資金運用基準細則」で保有総数、取得基準、個別保有限度額について、「リスク管理細則」でリス
クの評価・モニタリング・報告方法等について定めております。
　会計処理については、当金庫の「有価証券等管理規程」および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、適
切に処理するよう努めております。

出資等エクスポージャーに関する事項

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（1）貸借対照表計上額および時価

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）
（2）出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

（3）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（4）貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）１.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいて算定しています。
２.「その他」の区分には、労働金庫連合会出資金等を計上しています。

　派生商品取引および長期決済期間取引に該当する取引はありません。

当金庫では、証券化エクスポージャーは保有しておらず、オリジネーターの場合および投資家の場合のいずれにおいても
取扱いはありません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

2023年度末において、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーは保有しておりません。

　2023年度末において、出資等エクスポージャーに係る評価損益はありません。

出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続きの概要

上  場  株  式  等
非 上 場 株 式 等
そ      の      他
合           計

2023 年度末
時　価貸借対照表計上額

2022年度末

2023年度2022年度

時　価貸借対照表計上額
－
328

10,600
10,928

－
－
－
－

－
－
－

益却売
損却売
却償

　当金庫では、信用リスク管理の基本方針として「信用リスク
管理方針」を定め、全役職員に周知しています。また、融資商品・
制度に係る要領等に関する研修を定期的に実施することにより、
信用リスク管理の実効性を確保する態勢を整備しています。
　個別案件審査は営業推進部門から独立した審査部門が行うこ
とにより、適切な審査を行うための牽制機能を確保しています。
　信用リスクの評価については、資産査定の担当部署が貸出金
等の自己査定を定期的に実施することにより、信用リスクの把
握に努めています。また、信用リスク管理の高度化に向け、分
析のためのデータ整備を進めています。
　信用リスクの管理状況および今後の対応については、定期的
に企画委員会で協議・確認し、常務会および理事会に報告して
います。

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は右記のとお
りです。なお、エクスポージャーの種類による適格格付機関の使
い分けは行っておりません。

・株式会社格付投資情報センター（R&I）
・株式会社日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
・S&P グローバル・レーティング（S&P）

　当金庫では、「適格金融資産担保」および「保証」を信用リス
ク削減手法として用いています。「適格金融資産担保」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす自金庫預金としてお
り、融資規程に基づき適切な評価・管理を行っております。なお、

適用にあたっては、簡便手法を用いています。「保証」について
は、告示で定められた条件を確実に満たす地方三公社に対する
地方公共団体の「保証」を用いています。
　クレジット・デリバティブの取扱いはありません。

　貸倒引当金は、「資産査定規程」に基づき以下のとおり計上し
ています。
・正常先債権および要注意先債権
　一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の
貸倒実績から算出した予想損失額を引き当てています。
・破綻懸念先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当
てています。
・破綻先債権および実質破綻先債権
　債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除した残額を引き当てています。
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適格金融資産担保
ポートフォリオ

信用リスク削減手法

2022年度末2022年度末2022年度末 2023年度末2023年度末 2023年度末

クレジット・デリバティブ保  証

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー

中小企業等・個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

延滞

ソブリン向け

金融機関向け

事業法人等向け

（単位：百万円）

信用リスク削減手法に関する事項

信用リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続きの概要

● 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

　当金庫は、勤労者福祉金融機関としての社会的役割発揮を経営の基本理念に掲
げ、預金としてお預かりした資金を勤労者の方々へご融資させていただくことを主
要業務としております。
　現在、貸出金については残高ベースで担保付住宅ローンが約9割を占めております。
これをリスク面からみると、不良債権比率が低いこと、ほとんど機関保証が付されてい
ることに加え、信用集中リスク顕在化の影響や特定業種への集中（注）もほとんど無
いことから、信用リスクは極めて限定されているといえます。一方、預金に比べ融資
の金利固定期間が長期にわたることから、金利リスクは蓄積される傾向にあります。
　このため当金庫では、将来にわたって安定した収益を確保していくうえで金利リ
スクの管理が極めて重要であるとの認識の下、統合的なリスク管理によりリスクの
適正コントロールに努めております。
　リスク管理方法の概要は次のとおりです。
　（1）リスクの評価・モニタリング

　有価証券については日次ベースで、その他預貸金を含めた金利感応性のあ

る資産・負債については月次ベースで、VaR（バリュー・アット・リスク）
によるリスク計測を実施し、資本配賦による限度額管理を行っております。
なお、有価証券については別途、BPVでも限度額管理を行っております。加
えて、ⅠRRBBはΔEVEおよびΔNⅠⅠを月次ベースで計測しています。

　（2）リスクのコントロール
　上記の計測・試算結果およびリスク削減等必要な対応については、定期的
に企画委員会で協議のうえ、常務会および理事会で確認しております。
（注）信用集中リスクとは、大口貸出上位20先のうち、債務者区分が要管理先

以下の債務者に対する債権において引当金・担保等で保全されていない金
額が全額損失となった場合の自己資本比率への影響度合いをいい、2024
年 3月末における当金庫の影響度合いは 0.01 ポイント未満（リスクが
顕在化した場合でも、自己資本比率への影響はほとんどない）となって
います。また、当金庫の貸出金に占める個人向けの割合は2024年 3月
末現在で 99.86％となっています。

１．開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE およびΔNⅠⅠ並びに当金
庫がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項は、以下のとお
りです。

（1）流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　　　2024年 3月末における流動性預金全体の平均満期は 4.374 年です。
（2）流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　　　10年としております。
（3）流動性預金への満期の割り当て方法（コア預金モデル等）およびその前提

　金利リスクの算定にあたり、普通預金などの満期のない流動性預金につ
いては、コア預金モデルを用い、預金種別や顧客年代別等の預金残高推移
を統計的に解析し、将来預金残高推移を保守的に推計することで実質的な
満期を計測しております。
　推計値については定期的にバックテストを実施するなど、モデルの検証
等は十分に行っております。

（4）貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
　貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提は、金融庁が定め
る保守的な前提を採用しています。

（5）複数通貨の集計方法およびその前提
　ⅠRRBB については保守的に通貨ごとに算出したΔEVEおよびΔNⅠⅠ
が正となる通貨のみを対象としています。

（6）スプレッドに関する前提
　スプレッドおよびその変動は考慮していません。

（7）内部モデルの使用等、ΔEVEおよびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼすその他の
前提

　コア預金や貸出の期限前返済、定期預金の早期解約については、過去の
実績データを用いて推計しているため、実績値が大きく変動した場合、
ΔEVEおよびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼす可能性があります。

（8）前事業年度末の開示からの変動に関する説明
当期末のΔEVE は 31,419 百万円（前期末比△ 8,637 百万円）となり
ました。また、当期末のΔNⅠⅠは2,224百万円（前期末比△ 661百万円）
となりました。

（9）計測値の解釈や重要性に関する説明
　ΔEVEの計測値は、当金庫における自己資本比率や保有有価証券の含み
損益、期間収益の状況等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、
健全性に問題のない水準にあるものと判断しています。

２．当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、
経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となる
ΔEVEおよびΔNⅠⅠ以外の金利リスクを計測している場合における、当該
金利リスクに関する事項は、以下のとおりです。

（1）金利ショックに関する説明
　当金庫では、VaRをリスク管理の主たる指標としています。金利ショッ
クとして、過去 1年間の金利データから算出した想定最大変化幅を採用し
ています。

（2）金利リスク計測の前提およびその意味
　　（特に定量的開示の対象となるΔEVEおよびΔNⅠⅠと大きく異なる点）

VaRは、保有期間120日、信頼水準99％、観測期間1年の条件のもとで、
分散共分散法により算出しています。

　当金庫では、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産
リスク、風評リスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクをオペレー
ショナル・リスクの対象とし、それぞれに管理部署を定め管理しています。
（1）リスクの評価・モニタリング 
　各管理部署がリスク状況を常時把握し改善対応にあたるほか、総合的な管理
部署である経営管理部が各リスク部門からの管理状況報告等を基にリスクの
評価・分析を行い、企画委員会および業務委員会に報告し、評価結果、改善
課題を確認しています。

　当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出し自己資本比率の算定を行っています。なお、当金庫では統合的なリスク管理態勢のもと、当該リスク相
当額をオペレーショナル・リスク量とし、市場リスク等他のリスクと合わせた全体のリスク量が自己資本の一定の範囲内に収まるよう管理しています。

　なお、お客様への影響が大きい事案や経営に重大な影響をおよぼす事案等に
関しては、各管理部署が経営管理部に速やかに報告する等、迅速・的確な対
応が取れるよう態勢の構築に努めています。

（2）改善対応
確認された改善課題に関しては、担当部署が業務委員会での協議を踏まえ
対応策を策定・実施しています。
　なお、実施した対応策については業務委員会で進捗状況、改善効果につい
て評価し、理事会で必要な対応について確認しています。

金利リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

金利リスクの算定手法の概要

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

オペレーショナル・リスクに関する事項

（1）金利リスク量

（2）ⅠRRBB（銀行勘定の金利リスク）
（単位：百万円）

金利リスクに関する事項

前期末当期末

前期末当期末

前期末当期末
40,057

0
14,626

0
11,794

0
40,057

2,885
1,427

2,885

イ ロ ハ
ΔEVE ΔNⅠⅠ

ニ

ホ ヘ

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額

ⅠR R B B１ :  金利リスク

1
2
3
4
5
6
7

8

項番

（単位：百万円）

2023 年度末2022年度末
16,777VaR

１．金利リスクの算定手法の概要等は、「金利リスクの算定手法の概要」の項目に記載しております。
２．「金利リスクに関する事項」は、平成 31年金融庁・厚生労働省告示第 1号（2019年 2月 18日）による改正を受け、2019年 3月末から金利リスクの定義と計測
方法等が変更になりました。ここに掲載した「ⅠRRBB（銀行勘定の金利リスク）」表を含め、「金利リスクに関する事項」はこの告示の定めに基づき記載しております。
なお、表中のイ、ロ、・・・の記号は告示の様式上に定められているものです。

３．「ΔEVE」とは、金利リスクのうち、金利ショック（金利リスク量を算定する時の市場金利の変動）に対する経済的価値の減少額として計測されるものです（経済的
価値が減少する場合をプラスで表示）。

４．「ΔNⅠⅠ」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から 12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものです（金利収益
が減少する場合をプラスで表示）。

（注）
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

　当金庫は、勤労者福祉金融機関としての社会的役割発揮を経営の基本理念に掲
げ、預金としてお預かりした資金を勤労者の方々へご融資させていただくことを主
要業務としております。
　現在、貸出金については残高ベースで担保付住宅ローンが約9割を占めております。
これをリスク面からみると、不良債権比率が低いこと、ほとんど機関保証が付されてい
ることに加え、信用集中リスク顕在化の影響や特定業種への集中（注）もほとんど無
いことから、信用リスクは極めて限定されているといえます。一方、預金に比べ融資
の金利固定期間が長期にわたることから、金利リスクは蓄積される傾向にあります。
　このため当金庫では、将来にわたって安定した収益を確保していくうえで金利リ
スクの管理が極めて重要であるとの認識の下、統合的なリスク管理によりリスクの
適正コントロールに努めております。
　リスク管理方法の概要は次のとおりです。
　（1）リスクの評価・モニタリング

　有価証券については日次ベースで、その他預貸金を含めた金利感応性のあ

る資産・負債については月次ベースで、VaR（バリュー・アット・リスク）
によるリスク計測を実施し、資本配賦による限度額管理を行っております。
なお、有価証券については別途、BPVでも限度額管理を行っております。加
えて、ⅠRRBBはΔEVEおよびΔNⅠⅠを月次ベースで計測しています。

　（2）リスクのコントロール
　上記の計測・試算結果およびリスク削減等必要な対応については、定期的
に企画委員会で協議のうえ、常務会および理事会で確認しております。
（注）信用集中リスクとは、大口貸出上位20先のうち、債務者区分が要管理先

以下の債務者に対する債権において引当金・担保等で保全されていない金
額が全額損失となった場合の自己資本比率への影響度合いをいい、2024
年 3月末における当金庫の影響度合いは 0.01 ポイント未満（リスクが
顕在化した場合でも、自己資本比率への影響はほとんどない）となって
います。また、当金庫の貸出金に占める個人向けの割合は2024年 3月
末現在で 99.86％となっています。

１．開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE およびΔNⅠⅠ並びに当金
庫がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項は、以下のとお
りです。

（1）流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　　　2024年 3月末における流動性預金全体の平均満期は 4.374 年です。
（2）流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　　　10年としております。
（3）流動性預金への満期の割り当て方法（コア預金モデル等）およびその前提

　金利リスクの算定にあたり、普通預金などの満期のない流動性預金につ
いては、コア預金モデルを用い、預金種別や顧客年代別等の預金残高推移
を統計的に解析し、将来預金残高推移を保守的に推計することで実質的な
満期を計測しております。
　推計値については定期的にバックテストを実施するなど、モデルの検証
等は十分に行っております。

（4）貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
　貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提は、金融庁が定め
る保守的な前提を採用しています。

（5）複数通貨の集計方法およびその前提
　ⅠRRBB については保守的に通貨ごとに算出したΔEVEおよびΔNⅠⅠ
が正となる通貨のみを対象としています。

（6）スプレッドに関する前提
　スプレッドおよびその変動は考慮していません。

（7）内部モデルの使用等、ΔEVEおよびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼすその他の
前提

　コア預金や貸出の期限前返済、定期預金の早期解約については、過去の
実績データを用いて推計しているため、実績値が大きく変動した場合、
ΔEVEおよびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼす可能性があります。

（8）前事業年度末の開示からの変動に関する説明
当期末のΔEVE は 31,419 百万円（前期末比△ 8,637 百万円）となり
ました。また、当期末のΔNⅠⅠは2,224百万円（前期末比△ 661百万円）
となりました。

（9）計測値の解釈や重要性に関する説明
　ΔEVEの計測値は、当金庫における自己資本比率や保有有価証券の含み
損益、期間収益の状況等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、
健全性に問題のない水準にあるものと判断しています。

２．当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、
経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となる
ΔEVEおよびΔNⅠⅠ以外の金利リスクを計測している場合における、当該
金利リスクに関する事項は、以下のとおりです。

（1）金利ショックに関する説明
　当金庫では、VaRをリスク管理の主たる指標としています。金利ショッ
クとして、過去 1年間の金利データから算出した想定最大変化幅を採用し
ています。

（2）金利リスク計測の前提およびその意味
　　（特に定量的開示の対象となるΔEVEおよびΔNⅠⅠと大きく異なる点）

VaRは、保有期間120日、信頼水準99％、観測期間1年の条件のもとで、
分散共分散法により算出しています。

　当金庫では、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産
リスク、風評リスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクをオペレー
ショナル・リスクの対象とし、それぞれに管理部署を定め管理しています。
（1）リスクの評価・モニタリング 
　各管理部署がリスク状況を常時把握し改善対応にあたるほか、総合的な管理
部署である経営管理部が各リスク部門からの管理状況報告等を基にリスクの
評価・分析を行い、企画委員会および業務委員会に報告し、評価結果、改善
課題を確認しています。

　当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出し自己資本比率の算定を行っています。なお、当金庫では統合的なリスク管理態勢のもと、当該リスク相
当額をオペレーショナル・リスク量とし、市場リスク等他のリスクと合わせた全体のリスク量が自己資本の一定の範囲内に収まるよう管理しています。

　なお、お客様への影響が大きい事案や経営に重大な影響をおよぼす事案等に
関しては、各管理部署が経営管理部に速やかに報告する等、迅速・的確な対
応が取れるよう態勢の構築に努めています。

（2）改善対応
確認された改善課題に関しては、担当部署が業務委員会での協議を踏まえ
対応策を策定・実施しています。
　なお、実施した対応策については業務委員会で進捗状況、改善効果につい
て評価し、理事会で必要な対応について確認しています。

金利リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

金利リスクの算定手法の概要

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

オペレーショナル・リスクに関する事項

（1）金利リスク量

（2）ⅠRRBB（銀行勘定の金利リスク）
（単位：百万円）

金利リスクに関する事項

前期末当期末

前期末当期末

前期末当期末
40,057

0
14,626

0
11,794

0
40,057

2,885
1,427

2,885

イ ロ ハ
ΔEVE ΔNⅠⅠ

ニ

ホ ヘ

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額

ⅠR R B B１ :  金利リスク

1
2
3
4
5
6
7

8

項番

（単位：百万円）

2023 年度末2022年度末
16,777VaR

１．金利リスクの算定手法の概要等は、「金利リスクの算定手法の概要」の項目に記載しております。
２．「金利リスクに関する事項」は、平成 31年金融庁・厚生労働省告示第 1号（2019年 2月 18日）による改正を受け、2019年 3月末から金利リスクの定義と計測
方法等が変更になりました。ここに掲載した「ⅠRRBB（銀行勘定の金利リスク）」表を含め、「金利リスクに関する事項」はこの告示の定めに基づき記載しております。
なお、表中のイ、ロ、・・・の記号は告示の様式上に定められているものです。

３．「ΔEVE」とは、金利リスクのうち、金利ショック（金利リスク量を算定する時の市場金利の変動）に対する経済的価値の減少額として計測されるものです（経済的
価値が減少する場合をプラスで表示）。

４．「ΔNⅠⅠ」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から 12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものです（金利収益
が減少する場合をプラスで表示）。

（注）

13,841

31,419
0

8,614
0

10,962
0

31,419

2,224
1,257

2,224

111,639 108,237
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2024

　当金庫は、勤労者福祉金融機関としての社会的役割発揮を経営の基本理念に掲
げ、預金としてお預かりした資金を勤労者の方々へご融資させていただくことを主
要業務としております。
　現在、貸出金については残高ベースで担保付住宅ローンが約9割を占めております。
これをリスク面からみると、不良債権比率が低いこと、ほとんど機関保証が付されてい
ることに加え、信用集中リスク顕在化の影響や特定業種への集中（注）もほとんど無
いことから、信用リスクは極めて限定されているといえます。一方、預金に比べ融資
の金利固定期間が長期にわたることから、金利リスクは蓄積される傾向にあります。
　このため当金庫では、将来にわたって安定した収益を確保していくうえで金利リ
スクの管理が極めて重要であるとの認識の下、統合的なリスク管理によりリスクの
適正コントロールに努めております。
　リスク管理方法の概要は次のとおりです。
　（1）リスクの評価・モニタリング

　有価証券については日次ベースで、その他預貸金を含めた金利感応性のあ

る資産・負債については月次ベースで、VaR（バリュー・アット・リスク）
によるリスク計測を実施し、資本配賦による限度額管理を行っております。
なお、有価証券については別途、BPVでも限度額管理を行っております。加
えて、ⅠRRBBはΔEVEおよびΔNⅠⅠを月次ベースで計測しています。

　（2）リスクのコントロール
　上記の計測・試算結果およびリスク削減等必要な対応については、定期的
に企画委員会で協議のうえ、常務会および理事会で確認しております。
（注）信用集中リスクとは、大口貸出上位20先のうち、債務者区分が要管理先

以下の債務者に対する債権において引当金・担保等で保全されていない金
額が全額損失となった場合の自己資本比率への影響度合いをいい、2024
年 3月末における当金庫の影響度合いは 0.01 ポイント未満（リスクが
顕在化した場合でも、自己資本比率への影響はほとんどない）となって
います。また、当金庫の貸出金に占める個人向けの割合は2024年 3月
末現在で 99.86％となっています。

１．開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE およびΔNⅠⅠ並びに当金
庫がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項は、以下のとお
りです。

（1）流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　　　2024年 3月末における流動性預金全体の平均満期は 4.374 年です。
（2）流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　　　10年としております。
（3）流動性預金への満期の割り当て方法（コア預金モデル等）およびその前提

　金利リスクの算定にあたり、普通預金などの満期のない流動性預金につ
いては、コア預金モデルを用い、預金種別や顧客年代別等の預金残高推移
を統計的に解析し、将来預金残高推移を保守的に推計することで実質的な
満期を計測しております。
　推計値については定期的にバックテストを実施するなど、モデルの検証
等は十分に行っております。

（4）貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
　貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提は、金融庁が定め
る保守的な前提を採用しています。

（5）複数通貨の集計方法およびその前提
　ⅠRRBB については保守的に通貨ごとに算出したΔEVEおよびΔNⅠⅠ
が正となる通貨のみを対象としています。

（6）スプレッドに関する前提
　スプレッドおよびその変動は考慮していません。

（7）内部モデルの使用等、ΔEVEおよびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼすその他の
前提

　コア預金や貸出の期限前返済、定期預金の早期解約については、過去の
実績データを用いて推計しているため、実績値が大きく変動した場合、
ΔEVEおよびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼす可能性があります。

（8）前事業年度末の開示からの変動に関する説明
当期末のΔEVE は 31,419 百万円（前期末比△ 8,637 百万円）となり
ました。また、当期末のΔNⅠⅠは2,224百万円（前期末比△ 661百万円）
となりました。

（9）計測値の解釈や重要性に関する説明
　ΔEVEの計測値は、当金庫における自己資本比率や保有有価証券の含み
損益、期間収益の状況等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、
健全性に問題のない水準にあるものと判断しています。

２．当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、
経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となる
ΔEVEおよびΔNⅠⅠ以外の金利リスクを計測している場合における、当該
金利リスクに関する事項は、以下のとおりです。

（1）金利ショックに関する説明
　当金庫では、VaRをリスク管理の主たる指標としています。金利ショッ
クとして、過去 1年間の金利データから算出した想定最大変化幅を採用し
ています。

（2）金利リスク計測の前提およびその意味
　　（特に定量的開示の対象となるΔEVEおよびΔNⅠⅠと大きく異なる点）

VaRは、保有期間120日、信頼水準99％、観測期間1年の条件のもとで、
分散共分散法により算出しています。

　当金庫では、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産
リスク、風評リスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクをオペレー
ショナル・リスクの対象とし、それぞれに管理部署を定め管理しています。
（1）リスクの評価・モニタリング 
　各管理部署がリスク状況を常時把握し改善対応にあたるほか、総合的な管理
部署である経営管理部が各リスク部門からの管理状況報告等を基にリスクの
評価・分析を行い、企画委員会および業務委員会に報告し、評価結果、改善
課題を確認しています。

　当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出し自己資本比率の算定を行っています。なお、当金庫では統合的なリスク管理態勢のもと、当該リスク相
当額をオペレーショナル・リスク量とし、市場リスク等他のリスクと合わせた全体のリスク量が自己資本の一定の範囲内に収まるよう管理しています。

　なお、お客様への影響が大きい事案や経営に重大な影響をおよぼす事案等に
関しては、各管理部署が経営管理部に速やかに報告する等、迅速・的確な対
応が取れるよう態勢の構築に努めています。

（2）改善対応
確認された改善課題に関しては、担当部署が業務委員会での協議を踏まえ
対応策を策定・実施しています。
　なお、実施した対応策については業務委員会で進捗状況、改善効果につい
て評価し、理事会で必要な対応について確認しています。

金利リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

金利リスクの算定手法の概要

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

オペレーショナル・リスクに関する事項

（1）金利リスク量

（2）ⅠRRBB（銀行勘定の金利リスク）
（単位：百万円）

金利リスクに関する事項

前期末当期末

前期末当期末

前期末当期末
40,057

0
14,626

0
11,794

0
40,057

2,885
1,427

2,885

イ ロ ハ
ΔEVE ΔNⅠⅠ

ニ

ホ ヘ

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額

ⅠR R B B１ :  金利リスク

1
2
3
4
5
6
7

8

項番

（単位：百万円）

2023 年度末2022年度末
16,777VaR

１．金利リスクの算定手法の概要等は、「金利リスクの算定手法の概要」の項目に記載しております。
２．「金利リスクに関する事項」は、平成 31年金融庁・厚生労働省告示第 1号（2019年 2月 18日）による改正を受け、2019年 3月末から金利リスクの定義と計測
方法等が変更になりました。ここに掲載した「ⅠRRBB（銀行勘定の金利リスク）」表を含め、「金利リスクに関する事項」はこの告示の定めに基づき記載しております。
なお、表中のイ、ロ、・・・の記号は告示の様式上に定められているものです。

３．「ΔEVE」とは、金利リスクのうち、金利ショック（金利リスク量を算定する時の市場金利の変動）に対する経済的価値の減少額として計測されるものです（経済的
価値が減少する場合をプラスで表示）。

４．「ΔNⅠⅠ」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から 12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものです（金利収益
が減少する場合をプラスで表示）。

（注）

13,841

31,419
0

8,614
0

10,962
0

31,419

2,224
1,257

2,224

111,639 108,237

開示債権の状況

2024年3月31日現在の開示債権等の状況は以下のとおりです。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこれに準ずる債権のことです。

「危険債権」とは
　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪
化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い
債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権のことです。

「要管理債権」とは
　上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」を除いた「三月
以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

「三月以上延滞債権」とは
　元本または利息の支払いが約定の支払日の翌日から三月以上遅延している貸出
金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸
出金です。

「貸出条件緩和債権」とは
　債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」
に該当しない貸出金です。
　貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権」と異なります。

「正常債権」とは
　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権のことで、「破産更生債権
及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」の
対象となる債権
　貸借対照表の貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに
債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付け
を行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）
です。

「担保・保証等による回収見込み額」とは
　「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権（「三月
以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」）」のうち、預金、有価証券および不動産等の
確実な担保ならびに保証機関等確実な保証先による保証により回収が可能と見込
まれる金額です。

「貸倒引当金」とは
　将来、債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別
貸倒引当金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め控
除項目として表示（△）します。
　「個別貸倒引当金」とは、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
について、債務者の資産状況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収できな
いと見込まれることが明らかになった場合、債権額の一部又は全部に相当する金
額を計上する貸倒引当金のことです。
　「一般貸倒引当金」とは、「要管理債権（「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債
権」）」について、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
を計上する貸倒引当金のことです。
　なお、引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

（単位：百万円）

12,595
5,094
7,401
100
100
－

12,572
12,448
124
99.82

1,403,619
1,416,214

0.89

2023 年度末
11,860
4,565
7,169
126
126
－

11,828
11,703
125
99.72

1,348,504
1,360,365

0.87

2022 年度末区　　　　分
労働金庫法及び金融再生法上の開示債権合計 （A）
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
三月以上延滞債権
貸出条件緩和債権

保全額 （B）
担保・保証等による回収見込み額
貸倒引当金

正常債権（C）
保全率（B）／（A） （％）

総与信残高 （D）＝（A）＋（C）
（A）／（D） （％）

（注）1. 「労働金庫法及び金融再生法上の開示債権」とは、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」の合計額のことです。
　　　2. 金額は決算後（償却後）の計数です。
　　　3. 単位未満を四捨五入しています。

労働金庫法に基づく開示債権及び金融機能の再生のための緊急措
置に関する法律に基づく開示債権（破産更生債権及びこれらに準
ずる債権・危険債権・要管理債権（三月以上延滞債権、貸出条件
緩和債権）・合計額・正常債権・総与信残高）
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